
（平成２３年７月２１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 77 件

国民年金関係 26 件

厚生年金関係 51 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 96 件

国民年金関係 48 件

厚生年金関係 48 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

東京国民年金 事案11437 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 53 年８月の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和53年８月 

私は、会社を退職した日に市役所支所で国民年金の加入手続をし、国民年金保険料

は母に負担してもらい納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間は１か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国

民年金保険料を全て納付しており、保険料を負担してくれたとする申立人の母親も、国

民年金制度発足当初から 60歳に到達するまでの保険料を完納している。 

 また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 53 年８月から９月頃までに払い出さ

れており、申立人が所持する国民年金手帳にも被保険者資格取得日は厚生年金保険被保

険者資格喪失日の 53年８月 31日と正しく記載されているにもかかわらず、当時居住し

ていた市の国民年金被保険者索引簿では資格取得日が誤って同年９月１日と記載され、

オンライン記録では、平成 11 年９月８日になって資格取得日の記録訂正が行われてい

るなど、申立人に係る記録管理が適正に行われていなかった状況が認められるが、当該

市では、申立期間当時納付書の発行を事業者に委託し、３か月単位の納付書を発行する

ほか、必要に応じて手書きによる納付書も発行していたとしており、加入手続時に資格

取得日が53年８月 31日であることが確認されていることからみれば、申立期間及びそ

の翌月の同年９月分の保険料の手書き納付書が発行されたものと考えられるなど、申立

内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料

を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11438 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年１月から同年３月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨    

申 立 期 間 ： ① 昭和 48年４月から同年９月まで 

             ② 昭和 52年１月から同年３月まで 

          私の母は、私が 20 歳になったときに私の国民年金の加入手続をし、申立期間①の

国民年金保険料を納付してくれていた。また、申立期間②の保険料は自身で納付した。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②については、当該期間は３か月と短期間であり、申立人の国民年金手帳の

記号番号は昭和51年１月に払い出され、申立人は、48年10月まで遡って国民年金保険料

を納付し、その後は当該期間及び申請免除期間を除き保険料を全て納付していること、

申立人は、当該期間始期の52年１月に転居しているが、申立人は住所変更の届出を適切

に行っていることが申立人が所持する年金手帳及び国民年金被保険者台帳で確認できる

こと、当該期間の前後の保険料を現年度納付していることが上記被保険者台帳で確認で

きることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の母親が当該期間の保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、上記手帳記号番号払出

時点で、当該期間は時効により保険料を納付することができない期間であること、当

該期間直前の48年２月及び同年３月の保険料は、第２回特例納付により納付している

ことがオンライン記録で確認できるが、当該期間は当該特例納付の納付可能期間外の

ため、保険料を特例納付することができない期間であること、申立人は、上記手帳記

号番号が記載されている年金手帳を所持し、ほかに別の手帳を所持していたことはな

いと説明しており、当該期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことを

うかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人の母親が当該期間の保険料を納付



                      

  

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和52年

１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11439 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 62 年７月、同年 12 月から 63 年３月までの期間及

び平成２年３月の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、

納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 51年２月から同年５月まで 

          ② 昭和 51年８月及び同年９月 

          ③ 昭和 51年11月 

          ④ 昭和 55年12月 

          ⑤ 昭和62年７月 

          ⑥ 昭和 62年12月から63年３月まで 

          ⑦ 平成２年３月 

私は、昭和 51 年２月に会社を退職したときに、父に国民年金の加入を勧められ、

区役所出張所で国民年金の加入手続をし、申立期間①の国民年金保険料を納付した。

また、その後も会社を退職した際には国民年金への再加入手続をし、各申立期間の保

険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間⑤、⑥及び⑦については、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 56 年１

月頃に払い出されており、申立人は、同年１月から国民年金保険料の納付を開始し、そ

の後これらの期間当時に具体的な時期は定かでないが保険料の督促状が届いたので保険

料を遡って納付したことが数回あったと説明しており、63 年３月 15 日にそれまでの厚

生年金保険被保険者資格の得喪に伴う国民年金被保険者資格の得喪記録の整備が行われ

ていることが申立人が所持する年金手帳及びオンライン記録で確認でき、申立人はこの

頃に厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、国民年金被保険者期間及び保険料

未納期間を認識していたと考えられること、申立人は、申立期間⑤直前の 62 年４月か

ら同年６月までの期間の保険料を 63年12月から平成元年１月にかけて過年度納付して

いることがオンライン記録で確認でき、当該納付時点で申立期間⑤及び⑥の保険料を過



                      

  

年度納付することが可能であったこと、４年２月５日に過年度納付書が作成されている

ことがオンライン記録から確認でき、当該作成時点からみて申立人は当該過年度納付書

は申立期間⑦の保険料に係るものと考えられることなど、申立内容に不自然さは見られ

ない。 

しかしながら、申立期間①、②、③及び④については、申立人がこれらの期間の保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、昭

和 51 年２月に勤務していた会社を退職したときに国民年金の加入手続を行ったと説明

しているが、上記手帳記号番号払出時点で、申立期間①、②及び③は時効により保険料

を納付することができない期間であったこと、上記年金手帳には初めて被保険者となっ

た日が 56 年１月１日と記載されており、国民年金被保険者台帳ではこれらの期間は無

資格期間とされていること、上記記録整備が行われた63年３月15日に申立期間①、②

及び③に係る資格得喪記録が追加され、申立期間④に係る資格取得日が 56 年１月１日

から 55 年 12 月 31 日に記録訂正されていることがオンライン記録から確認でき、当該

記録整備より前は、これらの期間は未加入期間として記録され、制度上、保険料を納付

することはできなかったことなど、申立人がこれらの期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 62 年

７月、同年12月から 63年３月までの期間及び平成２年３月の国民年金保険料を納付し

ていたものと認められる。 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案11440 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 12 年４月から同年８月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和52年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成12年４月から同年８月まで 

    私は、学生期間の国民年金保険料を、実家の両親に納付書を送付して納付してもら

っていた。平成 12 年度の９月以降就職するまでの期間は、学生納付特例の申請を行

い保険料の納付猶予の承認を受けたが、申立期間の保険料は、納付特例の申請後に、

両親又は自身がまとめて納付したはずである。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は５か月と短期間であり、申立人は、20 歳時の平成９年＊月＊日に基礎年

金番号により国民年金の被保険者資格を取得し、申立期間を除き国民年金加入期間の国

民年金保険料を全て納付している。 

また、申立人は、学生納付特例の申請の際に、申請期間前の未納保険料を納付するよ

うに言われ、その後にまとめて納付したと説明しており、申立期間直後の平成 12 年９

月から 13年３月までの学生納付特例に係る申請日（12年 10月 23日）及び処理日（13

年１月 18 日）の時点で、申立期間の保険料を現年度納付することは可能であったこと、

申立人の学生期間の保険料を納付していたとする申立人の母親は、申立人から送付され

てきた納付書で自宅近くの金融機関から保険料を納付していたと説明しており、申立期

間直前の９年６月から 11年３月までの期間の保険料及び平成11年度保険料をいずれも

前納により現年度納付していることが確認できる。 

さらに、申立人は、申立期間の保険料に関して、未納のお知らせや納付書が届いた記

憶は無いが、納付書が送付されれば必ず納付したはずと説明しており、申立期間前の

20 歳到達月である９年＊月分の保険料は 11 年４月 19 日に、申立期間後の厚生年金保

険被保険者期間に挟まれた 18年７月分の保険料は20年１月５日にそれぞれ過年度納付

していることが確認できることなど、申立内容に不自然さは見られない。 



                      

  

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11444 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年６月から４年３月までの国民年金保険料については、免除されてい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年６月から４年３月まで 

    私は、大学生当時の平成３年７月に国民年金保険料の納付書が届いたので市役所に

相談に行った。その際、窓口で保険料免除の説明を受け申請免除手続を行ったはずで

ある。申立期間の保険料が免除とされていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料を全て納付しており、

申立人は平成３年７月 29 日に発行された平成３年度の国民年金保険料納入通知書を所

持しており、当該通知書が作成された時点で申立期間の申請免除手続を行うことは可能

であった。 

また、申立人は、平成３年７月に保険料の納付書が届いたので、その納付書を持ち市

役所に相談に行った際に、市職員から「大学生は申請免除が可能であるが、３年４月及

び同年５月分の保険料は免除できないので納付する必要があり、同年６月以降は免除期

間となる。」と言われ、申立期間は納付書の該当欄に斜線を引かれたと具体的に説明し

ており、その内容は、申立期間直前の３年４月及び同年５月分の保険料は納付済みとな

っていること、申立人が所持する納入通知書及び平成３年度の国民年金保険料領収書は

申立期間に斜線が引かれていること、保険料の納付書は３年７月に発行されており、そ

の時期に申請免除手続を行った場合には、前月の６月が免除期間の開始月となることな

ど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

免除されていたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11445 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39年４月から同年７月までの期間及び43年３月の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ①  昭和39年４月から同年７月まで 

             ②  昭和43年３月 

    私は、母親に勧められ国民年金に加入した。国民年金保険料は未納のないよう納付

したはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は４か月及び１か月とそれぞれ短期間であり、申立人は申立期間を除き国民

年金加入期間の国民年金保険料を全て納付しており、申立人の国民年金手帳の記号番号

は当該期間前の昭和 39 年１月から同年２月頃までに払い出されており、いずれの申立

期間の保険料も現年度納付することが可能であった。また、申立期間①は、当該期間直

前の38年４月から 39年３月までの期間の保険料は納付済みになっているほか、国民年

金の加入を勧めたとする当時同居していた母親は当該期間を含め 10 年年金の保険料を

納付していること、申立期間②は、当該期間直後の 43 年４月から同年６月までの期間

の保険料は第１回特例納付により納付されていることが申立人の特殊台帳で確認できる

など、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11450 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 63 年３月の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 59年２月から62年６月まで 

             ② 昭和 63年３月 

私は、会社を退職した昭和 63 年６月に国民年金に加入し、国民年金保険料を遡っ

て納付した。その後、私の妻も保険料を遡って納付してくれた。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、当該期間は１か月と短期間であり、申立人は、昭和 62 年７

月以降当該期間を除き、国民年金加入期間の国民年金保険料を全て納付しているほか、

当該期間前後の期間の保険料を過年度納付していることがオンライン記録で確認できる

など、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①については、申立人及びその妻が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料を遡

って納付した時期及び納付した期間に関する記憶が曖昧であり、申立人の国民年金手帳

の記号番号が払い出された平成元年３月時点では、当該期間の大部分は時効により保険

料を納付することができない期間であるなど、申立人及びその妻が当該期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 63 年

３月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11451 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和58年１月から同年３月まで 

私は、国民年金に加入した後、国民年金保険料を未納の無いように納付していた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 51 年４

月に払い出されており、申立人は同月以降申立期間を除き国民年金保険料を全て納付し

ているなど、申立内容に不自然さは無く、申立期間当時に納付を行うことが困難な状況

にあったと確認される事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案11454 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54年７月から同年９月までの期間、昭和57年６月及び同年７月の国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 54年７月から同年９月まで 

② 昭和 57年６月及び同年７月 

私は、申立期間の国民年金保険料を納付していたはずである。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金への任意加入した昭和 52年６月から60歳になる直前の月である

平成 20 年＊月までの期間において、申立期間①及び②並びに第３号被保険者期間を除

く国民年金の加入期間に係る国民年金保険料を全て納付している。その上、申立期間①

及び②は、それぞれ３か月及び２か月と短期間であり、申立期間①及び②並びにそれら

の前後の期間を通じて申立人の夫の職業に変更は無いことから、申立人の生活状況に大

きな変化は無かったものと考えられる。これらのことを踏まえると、申立期間①及び②

の保険料を納付していたとする申立人の主張に不自然さは見られない。 

また、申立期間①については、申立人の所持する年金手帳には、当該期間中の 54 年

９月の住所変更の記録が記載され、申立人が申立期間①当時に居住していたＡ区の国民

年金手帳記号番号払出簿には、当該住所変更が 55 年２月に確認されたことが記載され

ている。さらに、申立期間②については、当該年金手帳には、当該期間中の 57 年６月

の住所変更の記録が記載され、Ｂ市の国民年金被保険者名簿においても、当該国民年金

手帳と同様の住所変更の記録が記載されていることが確認できる。これらのことから、

申立人の申立期間①及び②に係る住所変更の手続は適切に行われており、申立期間①及

び②に係る保険料の納付書が発行されたものと推認できる。これらのことを踏まえると、

申立期間の保険料が未納とされていることは不自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を



                      

  

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11460 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成４年10月の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和59年７月から同年12月まで 

             ② 昭和61年５月及び同年６月 

             ③ 平成４年10月              

私は会社を退職した後、厚生年金保険から国民年金への切替手続をその都度行い、

国民年金保険料を欠かさず納付していた。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③については、１か月と短期間であり、当該期間前後の平成４年７月から同

年９月までの期間及び同年 11 月から６年３月までの期間の国民年金保険料は同年８月

から８年４月までにかけ定期的に１か月分ずつ過年度納付されていることがオンライン

記録で確認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①及び②については、申立人が当該期間の保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が所持する年金手帳

には、初めて被保険者となった日は昭和 59 年８月１日と記載されており、オンライン

記録から同年７月は、平成４年３月に記録整備が行われたことにより国民年金の未納期

間とされた期間であり、当該記録整備が行われるまでは国民年金の未加入期間とされて

いたこと、申立人の手帳記号番号が払い出された昭和 61年11月時点で、当該期間のう

ち 59 年８月及び同年９月は時効により保険料を納付することができない期間であるこ

と、当該期間のうち、その後の 59年10月以降の期間については上記払出時点で過年度

納付することが可能であるが、申立人は払出時期に過年度納付を行った記憶は無いと説

明していることなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる事

情も見当たらない。 

また、当該期間当時に申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかが



                      

  

わせる事情も見当たらないなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、平成４年

10月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11461 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 10年１月から同年８月までの期間及び同年11月の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

                 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 10年１月から同年８月まで 

             ② 平成 10年11月 

    私は、20 歳になったときに両親の勧めで国民年金の加入手続を行い、両親が平成

８年度までの国民年金保険料を前納してくれた。両親から、翌９年度以降は自分で

保険料を納付するようにと言われていたが、納付していなかった。その後、両親の

強い勧めもあり、10 年度の終わり頃から遡って保険料納付を開始し、納付期限が切

れないように気をつけながら保険料を納付していたことを記憶している。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は８か月及び１か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き国民年金加

入期間の国民年金保険料を全て納付している。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成８年１月に払い出されており、オンラ

イン記録から、申立期間①及び②に挟まれた10年９月及び同年10月の保険料は12年10月

に、申立期間②直後の10年12月から12年３月までの保険料は、13年１月から14年３月に

かけてそれぞれ時効期間経過直前に定期的に１か月分ずつ納付されていることが確認で

き、申立人は、当時、保険料の未納期間をなくすよう努めていたことがうかがわれ、申

立期間の保険料を未納のままにしておいたとは考えにくいなど、申立内容に不自然さは

見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11462 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 58 年１月から同年３月までの期間及び平成５年６

月から同年 10 月までの期間の国民年金保険料については、付加保険料を含めて納付し

ていたものと認められ、５年 11月及び同年12月の国民年金保険料については、定額保

険料を納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 58年１月から同年３月まで 

             ② 平成５年６月から同年12月まで 

    私の夫は、夫婦二人分の国民年金の加入手続を行い、付加保険料を含めて国民年金

保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 48 年１月頃に夫と連番で払い出されてお

り、申立人は、47 年４月以降 60 歳に到達するまで申立期間及び申請免除期間を除き国

民年金保険料を全て納付しているほか、49 年２月から平成７年６月までの期間につい

ては、申立期間及びその他の２か月を除き付加保険料を含む保険料を納付している。 

申立期間①については、当該期間の前後の期間は付加保険料を含む保険料が納付済み

であり、申立期間②のうち平成５年６月から 10 月までの期間については、当該期間直

前の期間は付加保険料を含む保険料が納付済みであるほか、これらの期間の保険料につ

いては、後述のような過年度保険料となったような状況はうかがわれないなど、申立内

容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間②のうち平成５年 11 月及び同年 12 月については、７年 12

月に当該期間に係るものとみられる過年度納付書が作成されており、申立人は、その前

の５年２月及び同年３月分の保険料の過年度納付と同様、過年度納付書により保険料を

納付したものと考えられるが、付加保険料は遡って納付することはできず、当該過年度



                      

  

納付書には定額保険料が記載されていたと考えられるなど、申立人が当該期間の付加保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 58 年

１月から同年３月までの期間及び平成５年６月から同年 10 月までの期間については、

付加保険料を含む国民年金保険料を納付していたものと認められ、平成５年 11 月及び

同年12月については、定額保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11463 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51年７月から同年 12月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和51年７月から同年12月まで 

私は、国民年金の特例納付実施期間に、未納となっていた期間の国民年金保険料

を遡って納付しており、申立期間の保険料だけ納付しなかった理由は思い当たらな

い。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は６か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国

民年金保険料を全て納付している。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は第３回特例納付実施期間中の昭和 54 年３

月頃に払い出されており、当該払出時点で申立期間の保険料を特例納付することが可能

であったこと、申立人は、申立期間直後の 52年１月から 53年３月までの期間の保険料

を 54年４月に、53年４月から 54年３月までの期間の保険料を 54年６月にそれぞれ過

年度納付していることが特殊台帳で確認でき、当該過年度納付時点でも、保険料を特例

納付することが可能であったこと、申立人は、申立期間当時に居住していた県の国民年

金事務を取り扱う出張所に相談に行き、当該出張所で過年度納付書及び特例納付書の交

付を受け３回に分けて保険料を納付したことを具体的に説明しており、当該出張所では

過年度納付書及び特例納付書を発行していたとしていることなど、申立内容に不自然さ

は見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11467 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45年 10月から 46年３月までの期間、同年７月から 48年 12月までの

期間及び 50 年４月から同年９月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 45年10月から46年３月まで 

         ② 昭和 46年７月から48年12月まで 

         ③ 昭和 50年４月から同年９月まで 

私の婚姻後の国民年金保険料は、義母が自宅に来る集金人に義母の分と一緒に納付

してくれていた。私自身が保険料を納付するようになったのは、区から私宛てに送付

された保険料納付に係るはがきの記載内容から、昭和 52 年４月分からであり、それ

までは義母が保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び③については、それぞれ６か月と短期間であり、前後の期間の国民年

金保険料は納付済みである。また、申立期間の保険料を納付していたとする申立人の義

母は、昭和37年４月以降、申立期間①及び②を含め60歳に到達する50年＊月までの保険

料が全て納付済みであり、申立人及びその義母が所持する国民年金手帳及び領収証書に

より、申立人及びその義母は、申立期間①直前の45年４月から同年９月までの期間及び

申立期間①と申立期間②の間の46年４月から同年６月までの期間の保険料を同日に納付

していることが確認できる。 

さらに、申立期間①に近接する昭和45年１月から同年３月までの保険料については、

申立人が所持する国民年金手帳の印紙検認により、平成22年６月に未納から納付済みに

記録訂正されており、申立人に係る記録管理が適切に行われていなかった状況もうかが

われるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11468 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年５月の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏   名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年５月 

私は、平成３年５月に入社した会社を同月中に退職して国民年金に加入したが、申

立期間の厚生年金保険料は徴収されていたため、国民年金保険料は納付しなくてもよ

いと考えて納付していなかった。区役所から申立期間の保険料の納付を促され、納付

書も送付されてきたため、出張所に出向いてその保険料を納付しなければいけないこ

とを確認した上で、その場で保険料約１万円を納付した。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は、１か月と短期間であり、申立人は、昭和 62 年１月以降、申立期間を除

き国民年金加入期間の国民年金保険料を全て納付しており、オンライン記録によると、

申立期間前後の保険料は平成３年６月に現年度納付されていることが確認できる。 

また、申立人は、区役所から申立期間の保険料の納付を促され、区役所出張所に出向

いて申立期間の保険料を納付しなければならないことを確認した上で、申立期間の保険

料を納付したと、申立期間の保険料を納付した経緯等について具体的に説明しており、

当該区の申立期間当時の区政年鑑によると、当該区では、区民の年金権確保のため、保

険料の納付漏れ者に対して、催告状の送付等による納付の督励及び職員の戸別訪問によ

る納付指導を行う等きめ細かな対応を行っていたことが確認できるなど、申立内容に不

自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11469 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和63年７月から同年９月まで 

私は、平成２年頃に国民年金に加入し、それまで未納であった国民年金保険料のう

ち、納付することができる昭和 63 年４月から平成２年３月までの保険料を数回に分

けて遡って納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、申立人は、昭和 63 年４月以降、申立期間を除き

国民年金保険料を全て納付しており、平成３年４月以降の保険料は全て前納している。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成２年６月頃に払い出されており、申立

期間は保険料を過年度納付することが可能な期間であるほか、オンライン記録によると、

同年７月 25 日に過年度納付書が作成されていることから、当該納付書作成時点で申立

期間に係る納付書も作成されていたものと考えられるほか、申立期間の直前の昭和 63

年４月から同年６月までの保険料は平成２年７月 31 日に過年度納付されていることが

確認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11470 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和50年４月から同年６月まで 

私の父は、私が 20 歳のときから勤め先の会社が厚生年金保険の適用事業所となる

直前までの私の国民年金保険料を両親の保険料と一緒に納付してくれていた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は３か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国

民年金保険料を全て納付している。 

また、申立期間の保険料を納付していたとする申立人の父親及び父親が一緒に保険料

を納付していたとする申立人の母親は、それぞれ申立期間の自身の保険料が納付済みで

あるほか、申立期間の前後を通じて、申立人は両親と同居しており、保険料を納付して

いたとする父親の仕事に変更は無く、両親の生活状況にも大きな変化は認められないな

ど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11473 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年１月から同年６月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年１月から同年６月まで 

私は、申立期間の国民年金保険料について、昭和 46 年１月の保険料は、同年１月

25 日に納付し、同年２月から同年６月までの保険料は、47 年 10 月 21 日に納付した。

ところが、私が還付請求をした記憶も無いにもかかわらず、申立期間の保険料が還付

された記録となっている。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る国民年金被保険者台帳（以下「特殊台帳」という。）、Ａ市の国民年金

被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）及び申立人が所持している国民年金手

帳によれば、申立人は、昭和 46年１月27日に国民年金の被保険者資格を喪失している

ことが確認できる。 

しかしながら、国民年金手帳における資格喪失日の欄は、「昭和 46 年７月１日」と

記載されていたものが「昭和 46 年１月 27 日」に訂正された跡が確認でき、申立人が

46 年１月に資格喪失する事情は見当たらず、また、申立人は同年７月に厚生年金保険

に加入していることから、同年７月に資格喪失したものと考えるのが自然である。 

さらに、申立期間のうち、昭和 46 年１月の国民年金保険料は、申立人が所持する国

民年金手帳により、前述の資格喪失記録より２日前の同年１月 25 日に納付されている

ことが確認でき、申立期間のうち、同年２月から同年６月までの保険料は、申立人が所

持している保険料の領収証書により、資格喪失記録より後の 47 年 10 月 21 日に納付さ

れていることが確認できる。 

加えて、申立人に係る還付整理簿及び被保険者名簿においては、申立人に対して昭和

46 年１月から同年６月までの期間の保険料 2,700 円を 48 年７月 19 日に還付した記載

となっているものの、国民年金手帳及び特殊台帳では、46 年１月から同年７月までの



                      

  

期間の保険料 2,700円を48年６月 30日に還付した記載となっており、申立人の還付に

係る事務処理が適正に行われていないものと考えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11491 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成５年１月から同年３月までの期間及び同年９月から６年３月までの期間

の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成５年１月から同年３月まで 

             ② 平成５年９月から６年３月まで 

私は、20 歳頃に国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料は多少遅れることは

あっても全て納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②は、３か月、７か月とそれぞれ短期間であり、申立人の国民年金手

帳の記号番号は平成４年４月頃に払い出されており、申立人は、４年３月以降、申立期

間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料を全て納付している。 

申立期間①については、当該期間直前の平成４年 10月から同年12月までの期間の保

険料は６年 11 月に過年度納付され、当該期間直後の５年４月から同年８月までの期間

の保険料は同年 10 月に現年度納付されていることがそれぞれオンライン記録で確認で

き、これらの過年度納付及び現年度納付時点において当該期間の保険料を過年度納付す

ることは可能であったことなど、申立内容に不自然さは見られない。 

申立期間②については、当該期間直前の平成５年４月から同年８月までの期間の保険

料は同年10月に現年度納付され、当該期間直後の６年４月から同年10月までの期間の

保険料は７年４月に現年度納付されていることがオンライン記録で確認でき、これらの

納付時点で当該期間の保険料を現年度納付及び過年度納付することが可能であったこと

など、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11498 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年 10 月から 45 年３月までの国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年12月から45年３月まで 

私は、夫婦の国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を市役所で納付していた。

その後に転居した区では夫婦の保険料を妻が納付していた。申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和43年10月から45年３月までの期間については、申立人夫婦は当

該期間直後の45年４月から60歳までの国民年金保険料を全て納付しているほか、44年６

月に市から区に転居した以降の夫婦の保険料を納付していたとする申立人の妻は、保険

料を遡って納付したと説明しており、当該期間直後の45年４月から同年12月までの保険

料は46年１月に現年度納付していることが申立人夫婦が所持する領収証書で確認でき、

この納付時点で当該期間の保険料は過年度納付することが可能であり、申立人夫婦は46

年１月後に数回にわたり過年度納付していることが確認できるなど、申立内容に不自然

さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和41年12月から43年９月までの期間については、

申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続の時期及び保険料の納付額に関する記憶が

曖昧であるほか、申立期間のうち申立人夫婦が44年５月頃まで居住していた市では、年

金手帳は市役所で預かり、被保険者は発行された保険料納付通知書により市役所又は指

定金融機関で納付し、その後に市が年金手帳の処理（印紙検認）を行っていたが、申立

人夫婦が所持する国民年金手帳の昭和42年度から46年度までのページには検認印が無く、

申立人夫婦は印紙検認の記憶も無い。また、申立人夫婦の国民年金手帳の記号番号は昭

和44年３月に連番で払い出されており、当該期間の一部は時効により保険料を納付する



                      

  

ことができない期間であるほか、申立人の妻は年金手帳を紛失したことはないと説明し

ており、当該期間当時に申立人夫婦に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらないなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和43年10

月から45年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11499 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年 10 月から 45 年３月までの国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年３月から45年３月まで 

私の夫は、夫婦の国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を市役所で納付してい

た。その後に転居した区では夫婦の保険料を私が納付していた。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和43年10月から45年３月までの期間については、申立人夫婦は当

該期間直後の45年４月から60歳までの国民年金保険料を全て納付しているほか、44年６

月に市から区に転居した以降の夫婦の保険料を納付していたとする申立人は、保険料を

遡って納付したと説明しており、当該期間直後の45年４月から同年12月までの保険料は

46年１月に現年度納付していることが申立人夫婦が所持する領収証書で確認でき、この

納付時点で当該期間の保険料は過年度納付することが可能であり、申立人夫婦は46年１

月後に数回にわたり過年度納付していることが確認できるなど、申立内容に不自然さは

見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和42年３月から43年９月までの期間については、

申立人の夫が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書等）が無く、申立人の加入手続及び当該期間の保険料の納付を行っていたとする夫は、

国民年金の加入手続の時期及び保険料の納付額に関する記憶が曖昧であるほか、申立期

間のうち申立人夫婦が44年５月頃まで居住していた市では、年金手帳は市役所で預かり、

被保険者は発行された保険料納付通知書により市役所又は指定金融機関で納付し、その

後に市が年金手帳の処理（印紙検認）を行っていたが、申立人夫婦が所持する国民年金

手帳の昭和42年度から46年度までのページには検認印が無く、申立人夫婦は印紙検認の

記憶も無い。また、申立人夫婦の国民年金手帳の記号番号は昭和44年３月に連番で払い



                      

  

出されており、当該期間の一部は時効により保険料を納付できない期間であるほか、申

立人は年金手帳を紛失したことはないと説明しており、当該期間当時に申立人夫婦に別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立

人の夫が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和43年10

月から45年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11500 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 53年７月から54年３月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 49年10月から52年３月まで 

             ② 昭和 53年７月から54年３月まで              

私は、昭和 48 年４月に転居したときに国民年金の加入手続をし、国民年金保険料

は未納がないように納付してきたはずである。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、当該期間は９か月と短期間であり、前後の期間の国民年金保

険料は納付済みであるほか、昭和52年１月から同年３月までの保険料は54年７月に還付

通知されているが、当該還付通知時点で当該期間が未納期間とされていた場合には、当

該期間の保険料に充当することが可能であったにもかかわらず、充当処理が行われてい

ないなど、申立期間の保険料が未納とされていることは不自然である。 

しかしながら、申立期間①については、申立人が当該期間の保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は当該期間の保険料の納付

場所及び納付額に関する記憶が曖昧である。また、申立人は、当該期間中に転出手続を

しないまま他市に所在する会社の寮で過ごした期間があり、この期間の保険料の納付に

関する記憶は無いと説明しているほか、当該期間当時に申立人が住民登録していた市で

作成された国民年金被保険者名簿では｢49.12不明｣及び｢不在扱50.12｣と記載されており、

当該期間当時は、納付書の送達は行われていなかったものと考えられ、当該被保険者名

簿及び特殊台帳の納付記録欄では当該期間の保険料は未納と記録されているなど、申立

人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和53年７

月から54年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11501 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 60年３月から 62年３月までの期間、同年 11月から

63 年２月までの期間、平成５年４月から同年６月までの期間及び同年 10 月から６年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、

納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 60年３月から62年３月まで 

                          ② 昭和 62年11月から63年２月まで 

                          ③ 平成元年８月から同年10月まで 

                          ④ 平成５年４月から同年６月まで 

                          ⑤ 平成５年 10月から６年３月まで 

                          ⑥ 平成 13年３月 

 私は、昭和 62 年３月頃から国民年金保険料を納付しなくなったが、その後しばらく

して、両親から私が未納にしている保険料を納付してくれているという話を聞き、そ

の後別居するまでの保険料は両親が納付してくれていた。また、平成 11 年１月に両親

と別居してからの保険料は自分で納付したのではないかと思う。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、当該期間当初の昭和 60 年３月の国民年金保険料は特殊台帳で

は納付済みであるほか、63 年４月から同年 11 月までの保険料は平成元年１月に還付決

議されているが、当該還付決議時点で当該期間が未納期間とされていた場合には、当該

期間の一部の保険料に充当されるべきであったにもかかわらず、充当処理が行われてい

ないなど、当該期間の保険料が未納とされていることは不自然である。 

申立期間②については、当該期間は４か月と短期間であるほか、上記還付決議時点で

当該期間が未納期間とされていた場合には、申立期間①と同様に当該期間の保険料に充

当されるべきであったにもかかわらず、充当処理が行われていないなど、申立期間の保

険料が未納とされていることは不自然である。 



                      

  

申立期間④及び⑤については、当該期間は３か月及び６か月とそれぞれ短期間であり、

当該期間前後の期間の保険料は納付済み又は申請免除とされているなど、申立内容に不

自然さは見られない。 

   しかしながら、申立期間③については、申立人の両親が当該期間の保険料を納付して

いたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の希望により両親か

ら保険料の納付状況等について聴取することができないため、当時の状況が不明であり、

申立人が所持する年金手帳には当該期間は国民年金加入期間として記載されておらず、

当該期間は、平成 10 年１月に国民年金加入期間として記録追加されたことがオンライン

記録で確認でき、この記録追加時点では時効により保険料を納付することができない期

間であるなど、申立人の両親が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

   また、申立期間⑥については、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、当該期間の保険料を納付したか

どうか定かでないと説明しており、当該期間の保険料の納付方法、納付場所及び保険料

額等の記憶が曖昧であるなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年３

月から 62年３月までの期間、同年 11月から 63年２月までの期間、平成５年４月から同

年６月までの期間及び相年 10 月から６年３月までの期間の国民年金保険料を納付してい

たものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11502 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 10 年５月の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  平成10年５月 

私は、平成 10 年３月に退職後、国民年金の加入手続をし、次に就職した会社の社

会保険に加入するまで国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は１か月と短期間であり、申立人は、申立期間を除き国民年金保険料を全て

納付しているほか、申立期間直前の期間の平成10年３月及び同年４月の保険料は同年４

月27日に納付されていることが申立人が当時居住していた市で作成した国民年金被保険

者収滞納一覧表及びオンライン記録で確認でき、この納付時点では申立期間の保険料は

現年度納付することが可能であった。 

また、申立期間については、上記収滞納一覧表では国民年金資格の喪失を示す「S」

が印字され、記録上は国民年金の未加入期間とされている一方、オンライン記録では平

成10年６月１日の資格喪失が自動喪失を理由として同年６月12日に追加されており、当

該期間は未納期間とされ、市の記録と社会保険事務所（当時）の記録が相違しており、

申立人の記録管理に不適切な状況が認められるほか、オンライン記録で未納期間である

場合には過年度納付書が作成され、保険料を納付することが可能であったなど、申立内

容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11503 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年４月から同年９月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和52年４月から同年９月まで 

私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていた。

家業を継いだ後は、私が母親と二人分の保険料を納付し、婚姻後は妻の分も合わせ三

人分の保険料を、夫婦のどちらかが納付していた。同居の家族の保険料が納付済みと

なっているのに、私の申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間は６か月と短期間であり、申立人は、昭和49年６月以降60歳に到達するま

で、申立期間を除き国民年金保険料を全て納付しているほか、同居していた母親及び妻

の申立期間の自身の保険料は納付済みである。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 47 年１月に払い出されており、申立

期間の保険料は現年度納付することが可能であったほか、申立人及びその妻は、家業の

店舗に来ていた金融機関の渉外担当者に現金と納付書を渡して保険料を納付していたと

説明しており、申立期間当時には、当該金融機関の支店は開設され、保険料を収納する

ことが可能であったなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 



                      

  

東京国民年金 事案11504 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、昭和 55年６月から 57年８月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和55年６月から57年８月まで 

    私は、昭和 57 年９月まで国民年金に任意加入しており、申立期間の国民年金保険

料を納付していたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 50年７月10日に払い出されており、申立人

が所持する年金手帳には、申立人が婚姻した同年12月から57年９月までの期間は国民

年金に任意加入していることが記載されており、申立期間直前までの期間の国民年金保

険料は全て納付済みである。 

また、申立人は昭和 55 年７月に申立期間当時に居住していた区に転入しており、当

該住所変更手続が適切に行われていることが申立人の年金手帳で確認できるほか、申立

人は、申立期間当時は近所の郵便局で保険料を納付していたと説明しており、当時に同

区では郵便局で保険料を現年度納付することが可能であったなど、申立内容に不自然さ

はみられない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18551 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 41年 10月 15日から 42年 10月１日までの期間の

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立人のＡ社における資格取得日に係る記録を 41 年 10 月 15 日、資格喪失日に係る記録

を42年10月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を２万6,000円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を、履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年10月15日から42年10月15日まで 

Ａ社Ｂ営業所に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社の小売部

門であるＣ社で加入記録があるのにＡ社で記録が無いのはおかしいと思うので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録によると、申立人のＡ社における資格取得日は昭和 41 年 10 月

21 日、離職日は 42 年９月 30 日と記録され、同社Ｂ営業所に勤務していた従業員の供

述から、申立人は、41 年 10 月 15 日から 42 年９月 30 日までの期間、同社に継続して

勤務していたことが推認できる。 

また、Ａ社に勤務していた同僚は、「同社には 25 の子会社があり、８か所に営業所

があった。親会社・子会社間等の異動が多かった。」旨供述しており、オンライン記録

によると、申立人と同様にＣ社からＡ社に異動した従業員の被保険者記録は継続してい

る。 

さらに、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ａ社Ｂ営業所は厚生

年金保険の適用事業所となっていないことが確認できるが、同社Ｂ営業所に勤務してい

た同僚の厚生年金保険被保険者資格は、同社において継続していることが確認できる。 

加えて、Ａ社Ｂ営業所の元所長は、給与や社会保険関係の事務は本社が行い、申立人

は厚生年金保険料を当然控除されていたはずである旨供述しており、当該元所長の被保



                      

  

険者資格は同社で継続していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 41 年 10 月 15 日か

ら42年10月１日までの期間、Ａ社において厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＣ社における昭和 41 年９月の

社会保険事務所（当時）の記録から、２万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主の連絡

先が不明であるため確認することができないが、仮に、事業主から申立人に係る被保険

者資格の取得届が提出された場合には、その後、被保険者資格の喪失届を提出する機会

があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録して

いないとは、通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ

資格の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

当該期間の厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

次に、申立期間のうち、昭和 42年10月１日から同年10月15日までの期間について

は、当該期間における申立人のＡ社での勤務を明確に記憶している同僚及び上司はおら

ず、ほかに勤務実態を推認できる資料も確認できない。 

このほか、申立人の当該期間における勤務について確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、当該期間において勤務していたことを認めることはでき

ない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18552 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認め

られることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 17 年 12 月８日は 15 万

7,000円、18年７月７日は 12万 6,000円、同年 12月 18日は 16万円、19年７月 18日

は12万6,000円、同年 12月12日は18万9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17年12月８日 

             ② 平成 18年７月７日 

             ③ 平成 18年12月18日 

             ④ 平成 19年７月18日 

             ⑤ 平成 19年12月12日 

Ａ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標

準賞与額の記録が無い。銀行の取引明細表を提出するので、標準賞与額を認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る賞与について、Ｂ社から回答が得られないものの、申立人から提出の

あった銀行の取引明細表及びＡ社が委託していた会計事務所から提出のあった平成 17

年分から 19 年分までの給与所得に対する所得税源泉徴収簿によると、申立人は、同社

から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、Ｃ区役所から提出のあった平成 18年度から20年度までの特別区民税・都民税

課税証明書における社会保険料控除額は、上記源泉徴収簿における社会保険料控除額と

一致する。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標

準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険料給付が行われるのは、



                      

  

事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合

う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認

定することとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記源泉徴収簿において確認できる

社会保険料控除額を基に算出した厚生年金保険料控除額から、平成 17 年 12 月８日は

15万 7,000円、18年７月７日は 12万 6,000円、同年 12月 18日は 16万円、19年７月

18日は12万6,000円、同年 12月12日は18万9,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が、申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主から回答が得られず、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かについては、これを

確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18553 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記録を

平成８年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 24 万円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年８月30日から同年９月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

も同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ｃ連合会が保有している申立人に係るＡ社における在職証明書

及び平成８年分給与所得の源泉徴収票から、申立人は申立期間において同社に継続して

勤務していたことが認められる。 

また、Ｂ社から提出のあった健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書から、

申立人の資格喪失日を平成８年８月 30 日として届出されていることが確認できるが、

このことについて同社は、「同年８月 31 日が土曜日であったため、最終勤務日の同年

８月30日を退職日として資格喪失届に記入したと思われる。給与支払は15日締め、25

日支払、保険料控除は当月控除なので、申立人の同年８月の給与から厚生年金保険料を

控除していた可能性がある。」旨回答しているところ、上記源泉徴収票で確認できる社

会保険料等の金額から、申立人について、同年８月の保険料が控除されていることが確

認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記源泉徴収票において確認できる社会

保険料等の金額から判断して、24万円とすることが妥当である。 



                      

  

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、事

業主は、申立人の資格喪失日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し誤って提出し、

申立期間に係る厚生年金保険料についても納付していないことを認めていることから、

社会保険事務所は申立人に係る申立期間の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案18554 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成６年３月 31日から７年９月18日までの期間のＡ社に

おける資格喪失日は、同年９月 18 日であると認められることから、厚生年金保険被保

険者の資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

また、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に

届け出た標準報酬月額であったことが認められることから、申立期間の標準報酬月額を

34万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年 10月１日から７年９月18日まで 

Ａ社に勤務した一部期間の厚生年金保険の加入記録が無く、また、申立期間の標準

報酬月額は、それより前の標準報酬月額より低くなっている。そのため、調査して正

しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成６年３月 31日から７年９月17日までの期間について、Ａ社の

代表者及び従業員からは、申立人が同社に勤務していたとの供述が得られないものの、

オンライン記録によると、申立人の同年 10 月の定時決定に係る処理が同年 10 月 24 日

に行われていることから、申立人が当該期間に同社に勤務していたことが推認できる。 

一方、オンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成

６年３月 31 日より後の８年５月８日付けで、申立人の同社における被保険者資格喪失

日は６年３月 31 日と記録され、また、４年 10 月から７年 10 月までの定時決定の記録

（34 万円）が取り消され、４年 10 月から６年２月までの標準報酬月額が８万円に減額

訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、上記処理日に同社は法人事業所であ

ることが確認できることから、厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たしていたもの

と判断される。 

また、上記商業登記簿謄本では、申立人は取締役であることが確認できるが、Ａ社の

代表取締役は、申立人は営業担当であったと供述しており、オンライン記録によると、

上記処理日には、別の事業所において被保険者資格を有していることが確認できること

から、申立人は、上記遡及処理に関与していないと判断される。 



                      

  

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、厚生年金保険の適用事業所

でなくなった後に、上記遡及処理をする合理的な理由は無く、有効な記録訂正があった

とは認められないことから、申立人のＡ社における資格喪失日を上記別の事業所におけ

る資格取得日である平成７年９月 18 日に訂正し、申立期間に係る標準報酬月額は、事

業主が社会保険事務所に当初届け出た 34万円に訂正することが必要である。 



                      

  

東京厚生年金 事案18556 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年５月１日から47年１月18日まで 

平成 22 年９月に、日本年金機構から「「脱退手当金を受け取られたかどうか」の

ご確認について」のはがきが届き、脱退手当金を受給していることを初めて知った。

しかし、脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給したことも無いので、脱退手当

金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務したＡ社の事業主は、「自分が社会保険事務を担当していた

が、事業所が退職者の委任を受けて脱退手当金の代理請求をしたことはない。また、申

立人については、申立期間より前に約６年の厚生年金保険被保険者期間があることを承

知しており、仮に、自分が申立人の脱退手当金を代理請求するとすれば、当該被保険者

期間も請求しているので、未請求となっていることはあり得ない。」と供述しているこ

とを踏まえると、事業主が申立人の委任を受けて代理請求をしたとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間を

その計算の基礎とするものであるところ、申立人については、申立期間より前の最初に

被保険者となった期間についてはその計算の基礎とされておらず未請求となっているが、

申立人が、この最初の被保険者期間であって、しかも約６年と長い期間の請求を失念す

るとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18557 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められないことから、申立期

間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年４月１日から42年12月１日まで 

年金の請求手続をしたところ、申立期間について脱退手当金を受給したことになっ

ていることを知った。しかし、脱退手当金を受給した覚えは無いので、支給記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３

年３か月後の昭和 46年３月 16日に支給決定されたこととなっており、事業主が申立人

の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間を

その計算の基礎とするものであるところ、申立人については、申立期間の後で、脱退手

当金が支給されたとされる日の直前の被保険者期間はその計算の基礎とされておらず、

未請求となっているが、申立期間に勤務した事業所と当該未請求期間に勤務した事業所

に係る厚生年金保険被保険者記号番号は同一で、しかも、同一社会保険事務所において

管理されており、当該未請求期間が存在することは、事務処理上不自然である。 

さらに、申立人が、申立期間の事業所と関連する事業所における被保険者期間であっ

て、脱退手当金の支給日とされる日により近く、申立期間より長い被保険者期間を失念

するとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18558 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 30年11月15日から37年８月１日まで 

             ② 昭和 37年９月４日から38年２月21日まで 

年金受給の手続をしたときに、初めて脱退手当金の受給を知った。しかし、脱退手

当金の支給日とされる日は資格喪失日から３年以上たっており、退職後すぐに就職し

た職場で共済年金に加入していた。この時期に脱退することはあり得ない。脱退手当

金の支給記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約

３年１か月後の昭和 41 年４月５日に支給決定されたこととなっており、事業主が申立

人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、申立人は、脱退手当金が支給されたとされる時期には別の事業所に勤務し、共

済組合に加入していることから、その当時脱退手当金を請求する意思を有していたとは

考え難い。 

さらに、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間

をその計算の基礎とするものであるところ、申立人については、申立期間より前の最初

に被保険者となった期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となってい

るが、申立人が、３回の被保険者期間のうち、当該最初の被保険者期間を失念するとは

考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18559 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和38年４月22日から46年７月21日まで              

日本年金機構から「「脱退手当金を受け取られたかどうか」のご確認について」の

はがきが届き、自分が脱退手当金を受給していることを知った。しかし、申立期間に

係る脱退手当金をもらった記憶は無いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されている女性被

保険者のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和46年７月21日以

前 10 年以内に資格喪失した者であって、脱退手当金の受給要件を有する３名のうち、

申立人のみに脱退手当金の支給記録があることを踏まえると、事業主が申立人の委任を

受けて代理請求したとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間を

その計算の基礎とするものであるところ、申立人については、申立期間より前の最初に

被保険者となった期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっている

が、申立人が、最初に勤務した被保険者期間を失念するとは考え難い。 

さらに、申立人は、脱退手当金が支給決定されたとされる日の直後には、国民年金に

加入し、その後 60 歳になるまで国民年金保険料を納付し続けていることを踏まえると、

申立人が、その当時、脱退手当金を請求する意思を有していたとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18565 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 32 年５月１

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 7,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和32年５月１日から同年９月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に同社に勤務していたのは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に勤務していた複数の元従業員の供述により、申立人が申立期間に同社に勤務し

ていたことが認められる。 

また、申立人がＡ社の直前に勤務していたＢ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者

名簿及びＡ社に係る事業所別被保険者名簿によると、Ｂ社は昭和 32 年５月１日に厚生

年金保険の適用事業所でなくなっているが、同日にＡ社が厚生年金保険の適用事業所と

なっており、同日にＢ社において厚生年金保険の被保険者資格を喪失している従業員

11 人のうち、申立人を除く 10 人が、同日にＡ社において被保険者資格を取得している

ことが確認できる。 

このことについて、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、事業主

も既に死亡しているが、Ａ社及びＢ社の元取締役の経理部長は、Ｂ社は昭和 32 年５月

に債務超過にて経営が行き詰まり閉鎖され、すぐにＡ社が設立されたが、事業内容はそ

のままで継続して行われており、その際、Ｂ社に勤務していた申立人を含む女性事務員

は全員、引き続きＡ社に勤務し、間断なく給与が支払われ、厚生年金保険料も控除され

ていたと供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に



                      

  

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 32 年９月の

社会保険事務所（当時）の記録から、7,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、上記のとおり、

事業主は死亡しており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明ら

かでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、行ったとは認められ

ない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18566 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の平成 18 年 12 月 12 日の標準賞与額に係る記録を

４万7,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年12月12日 

申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ法人が当該賞与につい

て届出を行っていなかったため、標準賞与額の記録が無い。同法人は、その後、訂正

の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、当該記録は年金の給付

に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ法人から提出された「賞与集計表」により、申立人は、申立期間に同法人から賞与

の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、「賞与集計表」において確認できる保

険料控除額から、４万 7,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出しておらず、

また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないことを認めているこ

とから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案18567 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の平成 18 年 12 月 12 日の標準賞与額に係る記録を

16万3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和55年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成18年12月12日 

申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ法人が当該賞与につい

て届出を行っていなかったため、標準賞与額の記録が無い。同法人は、その後、訂正

の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、当該記録は年金の給付

に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ法人から提出された「賞与集計表」により、申立人は、申立期間に同法人から賞与

の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、「賞与集計表」において確認できる保

険料控除額から、16万3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出しておらず、

また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないことを認めているこ

とから、これを履行していないと認められる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18568 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の平成 18 年 12 月 12 日の標準賞与額に係る記録を

５万2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和52年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年12月12日 

    申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ法人が当該賞与につい

て届出を行っていなかった。同法人は、その後、訂正の届出を行ったが、厚生年金保

険料は時効により納付できず、当該記録は年金の給付に反映されないので、給付され

るよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ法人から提出された「賞与集計表」により、申立人は、申立期間に同法人から賞与

の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められる。 

   また、申立期間に係る標準賞与額については、「賞与集計表」において確認できる保

険料控除額から、５万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出しておらず、

また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないことを認めているこ

とから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案18569 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の平成 18 年 12 月 12 日の標準賞与額に係る記録を

11万6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和48年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年12月12日 

    申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ法人が当該賞与につい

て届出を行っていなかった。同法人は、その後、訂正の届出を行ったが、厚生年金保

険料は時効により納付できず、当該記録は年金の給付に反映されないので、給付され

るよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ法人から提出された「賞与集計表」により、申立人は、申立期間に同法人から賞与

の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められる。 

   また、申立期間に係る標準賞与額については、「賞与集計表」において確認できる保

険料控除額から、11万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出しておらず、

また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないことを認めているこ

とから、これを履行していないと認められる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18570 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の平成 18 年 12 月 12 日の標準賞与額に係る記録を

26万2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和57年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年12月12日 

申立期間の賞与から厚生年金保険料が控除されていたが、Ａ法人が当該賞与につい

て届出を行っていなかったため、標準賞与額の記録が無い。同法人は、その後、訂正

の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付できず、当該記録は年金の給付

に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ法人から提出された「賞与集計表」により、申立人は、申立期間に同法人から賞与

の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、「賞与集計表」において確認できる保

険料控除額から、26万2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に対して提出しておらず、

また、当該賞与に係る厚生年金保険料についても、納付していないことを認めているこ

とから、これを履行していないと認められる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18576 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 22年６月10日に厚生年金保険の被保険者資格を取得した旨

の届出を社会保険事務所（当時）に行ったことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ

工場における資格取得日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 22年６月から 23年７月までは 600

円、同年８月から 24年４月までは 3,900円、同年５月から25年３月までは5,000円と

することが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和22年６月10日から25年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

21歳で入社し、69歳で退職するまで48年間継続して勤務していたので、申立期間も

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社における雇用保険の加入記録及び同僚の回答から判断すると、申立人は、同社に昭和

22 年５月 18 日に入社し、平成７年３月 31 日まで継続して勤務していたことが認められる。 

一方、Ａ社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人は昭和 22

年６月 10 日に被保険者資格を取得し、24 年５月までの標準報酬月額の改定が記録されてい

るものの、資格喪失日が記載されていないことが確認できる。 

このことについて、年金事務所は、当時の状況が不明であるため、申立人の資格喪失日は

不明である旨回答していることから、社会保険事務所における申立人に係る年金記録の管理

が適切に行われていなかったものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和22年６月10日に厚生年金保険の

被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、上記健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記

録から、昭和 22年６月から 23年７月までは 600円、同年８月から 24年４月までは 3,900

円、同年５月から25年３月までは5,000円とすることが妥当である。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18577 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成３年８月 31日から４年１月24日までの期間について、申立人

のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、同年１月 24 日であると認めら

れることから、当該期間の厚生年金保険被保険者の資格喪失日に係る記録を訂正するこ

とが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、20万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和41年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年８月31日から４年３月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

事務職として平成４年２月末日まで継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保

険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、平成３年８月 31日から４年１月24日までの期間について、雇用

保険の加入記録から、申立人が当該期間においてＡ社に継続して勤務していたことが

認められる。 

一方、オンライン記録から、Ａ社における申立人を含む 19 人の資格喪失日は、同

社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成３年８月 31 日（現在は、平成４年

１月 27 日に訂正されている。）より後の４年１月 24 日付けで、３年 10 月の定時決

定が取り消され、同年８月 31日と記録されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る商業登記簿謄本により、同社は、当該期間も法人事業所

であったことが確認できることから、厚生年金保険法の適用事業所の要件を満たして

いたものと認められ、社会保険事務所（当時）において、当該適用事業所でなくなっ

たとする処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人が平成３年８月

31 日にＡ社における厚生年金保険の被保険者資格を喪失した旨の処理を行う合理的

な理由は無く、当該処理が有効なものとは認められないことから、申立人の同社にお

ける資格喪失日は、当該処理日である４年１月 24日であると認められる。 



                      

  

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成３年７月の

オンライン記録から、20万円とすることが妥当である。 

２ 申立期間のうち、平成４年１月 24 日から同年３月１日までの期間については、上

記雇用保険の加入記録等から、申立人が当該期間もＡ社に継続して勤務していたこと

は認められる。 

しかしながら、当該期間について、申立人はＡ社に係る給与明細書等を保管してお

らず、また、当時の上司から提出のあった同社に係る源泉徴収簿によると、当該期間

において厚生年金保険料を給与から控除されていないことが確認できることから、申

立人についても当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

は考え難い。 

さらに、Ａ社は既に適用事業所ではなくなっており、また、事業主も死亡している

ため、当該期間における同社の社会保険の取扱い等について確認することができない。 

このほか、当該期間に係る申立人の厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18578 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和20年１月 31日から21年６月１日までの期間について、申立人のＡ

社（現在は、Ｂ社）における船員保険被保険者の資格喪失日は同年６月１日であると認められ

ることから、当該期間の資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和20年１月から同年３月までは65円、同年

４月から21年３月までは80円、同年４月及び同年５月は210円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和20年１月31日から22年１月21日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の船員保険の加入記録が無い。申立期間において、複数の

船舶に乗船しており、そのうちＣ丸、Ｄ丸に乗船したことは明確に記憶しているので、

船員保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ Ｂ社から提出された申立人に係る普通海員履歴簿によると、申立人は昭和17年10月から

21年５月31日に徴用解除されるまでの期間、継続してＡ社に在籍していたことがうかがえ、

申立期間のうち、20 年１月 31 日から同年５月２日までの在船記録及び同年 11 月６日から

21年５月13日までの「Ｃ丸」及び「Ｄ丸」の乗船記録が確認できる。 

また、Ｂ社は、上記在籍期間においての船員保険被保険者資格の取得及び喪失等の手続

は全て当時の戦時海運管理令による特別法人であるＥ会が行っていた旨供述している上、

Ｆ省から提供のあった同会に係る資料によると、申立人が乗船していたと記憶する「Ｃ

丸」及び「Ｄ丸」について、同会の使用船舶一覧に記録があることが確認できることから、

申立人は、申立期間において、同会管理下の船舶に乗船していたと推認できる。 

さらに、Ａ社に係る船員保険被保険者名簿では、複数のページに申立人の氏名の記載が確

認できる。 

一方、上記名簿のうちの１ページにおいて、申立人の氏名が記載された欄の備考欄に昭

和 21 年４月１日に「月額変更（改定）」が行われたことを表す記載があるが、申立人を含

む複数の被保険者の資格取得日及び資格喪失日の記載は無い。 

このことについて、Ａ社管轄の年金事務センターに確認したところ、同センターでは、上



                      

  

記名簿上の備考欄の記載のみでは資格記録を訂正するまでには至らないとするとともに、

上記名簿の本来の表紙は確認できない旨供述している。 

また、上記名簿のうち別のページにおいて、申立人と同様、備考欄に昭和 21 年４月１日

に「月額変更（改定）」が行われたことを表す記載がある被保険者３人の船員保険被保険

者台帳を確認した結果、全員について、同年４月１日に「月額変更（改定）」が行われた

ことが変更欄に記載されている記録が確認できるところ、当該記録に係る資格取得日及び

資格喪失日の記載は無い。これらのことから、当時の社会保険事務所（当時）の年金記録

管理が必ずしも適切に行われていなかったことがうかがえる。 

なお、申立期間のうち、昭和 20年５月３日から同年 11月５日までの期間及び 21年５月

13日から同年５月31日までの期間については、上記海員履歴簿からは乗船の事実は確認で

きないものの、改正船員法第 18 条の施行に伴い同年４月１日以降、申立人は乗船の有無に

かかわらず、予備船員としてＡ社の船員保険被保険者資格を有していたものと考えられる。 

これらのことから、申立人は、申立期間のうち、昭和20年１月31日から徴用解除された

21年５月31日までの期間において、船員保険被保険者資格を有していたものと考えるのが

相当である。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社における船員保険被保険者の資格喪失日は、

徴用解除された日の翌日である昭和21年６月１日であると認められる。 

また、昭和20年１月から21年５月までの標準報酬月額は、申立人のＡ社における社会保

険事務所の記録から、20 年１月から同年３月までは 65 円、同年４月から 21 年３月までは

80円、同年４月及び同年５月は210円とすることが妥当である。 

２ 申立期間のうち、昭和 21年６月１日から22年１月21日までの期間については、上記履

歴簿では徴用解除後の期間であり、Ａ社での勤務の実態を確認することができない。 

また、申立人が記憶していた同僚４人について、二人は被保険者記録を特定することがで

きず、他の一人は死亡しており、残りの一人に照会を行ったところ、申立人のことは記憶

しているものの、申立人のＡ社における勤務期間及び乗船していた船舶の記憶も無いこと

から、申立人の勤務実態について確認することができない。 

なお、上記同僚のうち、回答があった一人及び死亡している一人について、船員保険被保

険者台帳によると、申立人が申立てを行っている船舶名とは別の船舶名での被保険者記録

が確認できる。 

さらに、申立人が乗船していた「Ｇ丸」に係る船員保険被保険者名簿から、当該期間に被

保険者記録のある従業員３人について照会したところ、二人は死亡又は宛所不明により回

答を得られず、残りの一人については、当時の記憶が無いことから、申立人の勤務実態に

ついて確認することができない。 

このほか、当該期間における船員保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が船員保

険の被保険者として、当該期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18580 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和 38 年５月１

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 2,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和38年５月１日から同年６月１日まで 

Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

はＡ社に出向となったが継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出のあった人事記録により、申立人は同社及び関連会社であるＡ社に継続

して勤務し（昭和 38 年５月１日にＢ社からＡ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 38 年６月の

事業所別被保険者名簿の記録から、２万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社は既に厚

生年金保険の適用事業所でなくなっており、同社の所在地を管轄する法務局において商

業登記の記録は確認できず、同社の代表者は所在が不明である上、確認できる関連資料

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは

認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18586 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録のうち、当該期間に係る資

格喪失日（昭和 55 年４月 11 日）及び資格取得日（昭和 56 年１月５日）を取り消し、

当該期間の標準報酬月額を 17万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和34年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 55年４月11日から56年１月５日まで 

             ② 昭和 56年９月30日から同年12月１日まで 

Ａ社に営業職として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

いが、同社には、申立期間も継続して勤務し、厚生年金保険料を給与から控除されて

いたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によれば、申立人は、同社において昭和 55 年３

月１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し、同年４月 11 日に資格を喪失後、56

年１月５日に同社において再度資格を取得しており、55 年４月から同年 12 月までの

申立期間①の被保険者記録が無い。 

しかし、雇用保険の加入記録により、申立人が申立期間①のうち一部期間にＡ社に

勤務していたことが確認できる。 

また、上記被保険者名簿により、Ａ社において昭和 55 年３月１日から 56 年９月

30 日まで厚生年金保険の加入記録が確認できる申立人の上司は、申立人は営業職と

して途中で辞めることなく、継続して勤務していたとしている。 

さらに、上記被保険者名簿によりＡ社において昭和55年３月１日から56年８月１

日まで加入記録が確認できる同僚は、申立人は営業職で自身と勤務条件が同じであり、

途中で辞めることなく継続勤務していたと供述している。 

これらのことから、申立人は、申立期間①においてＡ社に継続して勤務していたこ



                      

  

とが認められる。 

加えて、同僚、上司及び役員は、当時、社員は全員厚生年金保険に加入し、保険料

を給与から控除されていたとしている。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人は、

申立期間①において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと

認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 55 年３

月の社会保険事務所（当時）の記録から、17万円とすることが妥当である。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主から

申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、社

会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の

記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る昭和 55年４月から同年 12月までの保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間①に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 ２ 申立人は、申立期間②においてもＡ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、申立人の申立期間②に係るＡ社における雇用保険の離職日は、昭和 56 年

９月30日と記録されていることが確認できる。 

また、上記被保険者名簿によれば、Ａ社は昭和 56 年９月 30 日に厚生年金保険の

適用事業所でなくなっており、同社の事業主は、当時の資料を保管していないこと

から、申立期間②に係る申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の給与からの控除に

ついて不明であるとしている。 

さらに、上記被保険者名簿により申立人と同日に厚生年金保険の資格を喪失して

いることが確認できる役員及び上司は、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくな

った日以降の給与からの保険料控除については、不明であるとしている。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18590                        

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和 20 年４月１日から同年６月１日までの期間について、申立人

のＡ会管理下のＢ社（現在は、Ｃ社）のＤ船舶における船員保険の資格喪失日は同年６

月１日であると認められることから、資格喪失日に係る記録を訂正することが必要であ

る。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、60円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和20年４月１日から同年８月15日まで 

    Ｄ船舶に乗船した期間のうち、申立期間の加入記録が無い。乗船期間を確認できる

資料は無く、下船した時期をはっきり覚えていないが、申立期間まで同船舶において

籍があったことは確かなので、船員保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  オンライン記録によると、申立人に係るＡ会管理下のＢ社のＤ船舶における船員保険

の被保険者記録は、昭和 19 年 10 月 20 日から 20 年４月１日までとされていることが

確認できる。 

しかし、Ｂ社のＤ船舶に係る船員保険被保険者名簿によると、申立人の資格喪失日の

記載が無い上、申立期間に同船に乗り組んだ複数の船員の被保険者記録においても資格

喪失日の記載が無いことが確認できる。 

また、Ｄ船舶に乗船し、申立人と同様、上記被保険者名簿から資格喪失日が確認でき

ない元船員は、「申立人のことを知っている。船員手帳は持っていないが、昭和 20 年

５月頃に、申立人と一緒に同船舶を下りた記憶がある。」旨回答していることから判断

すると、申立人は、同年５月 31日までＤ船舶に乗船していたと認められる。 

このため、申立人のＢ社における船員保険被保険者資格に係る社会保険事務所（当

時）の記録管理は適切であったとは言い難い。 

これらを総合的に判断すると、オンライン記録による申立人のＢ社における船員保険

被保険者の資格喪失日に係る記録は有効なものとは認められず、申立人を記憶する上記

船員の回答から判断し、事業主は、昭和 20 年６月１日に申立人に係る船員保険被保険



                      

  

者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

また、昭和 20 年４月及び同年５月の標準報酬月額については、申立人のＢ社のＤ船

舶における上記被保険者名簿の記録から、60円とすることが妥当である。 

申立期間のうち、昭和 20年６月１日から同年８月15日までの期間については、Ａ会

が作成した喪失船舶一覧表及びＥ国海軍歴史センター資料によると、Ｄ船舶は、同年６

月19日に、同国潜水艦により、Ｆ半島Ｇ沖で撃沈されたことが確認できる。 

また、Ａ会は既に適用事業所ではなくなっており、Ｃ社は、「Ｄ船舶は昭和 20 年４

月１日以後、Ａ会の管理下となったため、申立人に係る当該日より後の記録については

不明である。」旨回答していることから、申立人の船員保険の取扱いについて確認する

ことができない。 

このほか、申立人の当該期間における船員保険料の控除について、これを確認できる

関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が船

員保険の被保険者として、当該期間に係る船員保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18591                     

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における資格喪失日に係る

記録を平成３年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 38 万円とすることが必

要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年６月 27日から同年７月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

中、社内異動はあったが、同社には継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保

険者として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、Ｄ国民健康保険組合の被保険者記録及びＢ社から提出された申

立人に係る人事原簿から判断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し（平成３年７月１

日にＡ社Ｃ支店から同社本店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ支店における平成３年５

月の社会保険事務所（当時）の記録から、38万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、保

険料を納付したか否かについては不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18592                 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を、平成

15年12月16日は85万円、19年 12月14日は100万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15年12月16日 

             ② 平成 19年12月14日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。同社は年金事務所に事後訂正の届出を行ったものの、保険料は時効により納付

できず、申立期間は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された支給控除一覧表、部課別給与支給一覧表及び部課別給与控除一覧

表から、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記支給控除一覧表等で確認できる保険料

控除額から、平成 15年 12月 16日は 85万円、19年 12月 14日は 100万円とすること

が妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、届

出漏れにより申立期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることか

ら、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案18593                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を、平成

15年12月16日は24万円、19年 12月14日は28万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15年12月16日 

             ② 平成 19年12月14日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。同社は年金事務所に事後訂正の届出を行ったものの、保険料は時効により納付

できず、申立期間は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された支給控除一覧表、部課別給与支給一覧表及び部課別給与控除一覧

表から、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記支給控除一覧表等で確認できる保険料

控除額から、平成 15年 12月 16日は 24万円、19年 12月 14日は 28万円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、届

出漏れにより申立期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることか

ら、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案18594                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を 12 万

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和55年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年12月16日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。同社は年金事務所に事後訂正の届出を行ったものの、保険料は時効により納付

できず、申立期間は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された支給控除一覧表から、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払

を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記支給控除一覧表で確認できる保険料控

除額から、12万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、届

出漏れにより申立期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることか

ら、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案18595                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立人

は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特

例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を 10 万

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成19年12月14日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。同社は年金事務所に事後訂正の届出を行ったものの、保険料は時効により納付

できず、申立期間は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された部課別給与支給一覧表及び部課別給与控除一覧表から、申立人は、

申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記部課別給与控除一覧表で確認できる保

険料控除額から、10万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、届

出漏れにより申立期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることか

ら、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案18599 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る標準報酬月額の記録については、当該期間のうち、平成２

年 12月から３年９月までは 15万円、同年 12月から４年 11月までは 16万円、同年 12

月から６年11月までは 20万円、同年 12月から７年11月までは22万円、同年12月か

ら８年 11 月までは 24 万円、同年 12 月から９年 11 月までは 26 万円、同年 12 月から

10年 11月までは 28万円、同年 12月から 12年２月までは 30万円、同年３月から同年

11月までは 32万円、同年 12月から 15年３月までは 34万円、同年４月から同年 11月

までは 44万円、同年 12月から 16年 11月までは 36万円、同年 12月から 19年７月ま

では38万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

また、申立期間①のうち、平成 19年８月１日から20年４月１日までの期間について、

標準報酬月額の決定の基礎となる 18年４月から同年６月まで及び19年４月から同年６

月までは標準報酬月額 59 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払われて

いたと認められることから、申立人のＡ社における標準報酬月額に係る記録を 59 万円

に訂正することが必要である。 

さらに、申立期間②及び③については、それぞれ標準賞与額 10 万円に相当する賞与

が事業主により支払われていたことが認められることから、当該期間の標準賞与額に係

る記録を、それぞれ 10万円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 62年３月９日から平成20年４月１日まで 

              ② 平成 19年８月20日 

③ 平成19年12月28日 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①の標準報酬月額が報酬額に見合う標準報酬

月額と相違している。また、申立期間②及び③の標準賞与額の記録が無い。一部期間

の給料支払明細書及び給与振込額が確認できる一部期間の預金通帳の写しを提出する

ので、調査して訂正してほしい。 



                      

  

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、昭和 62年３月９日から平成20年４月１日までの期間に係る年金記録の

確認を求めているが、あっせんの根拠となる法律の適用については、特例的に、厚生

年金保険料の徴収権が時効により消滅した期間のうち、申立日において保険料徴収権

が時効により消滅していた期間については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納

付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）を、その他の期間については、

厚生年金保険法を適用する、という厚生労働省の見解が示されたことを踏まえて、当

委員会では、上記各期間において、その期間に適用される法律に基づき記録訂正が認

められるかを判断することとしている。 

   したがって、申立期間①のうち、昭和 62年３月９日から平成19年８月１日までの

期間については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間で

あるから、特例法を適用し、同年８月１日から 20 年４月１日までの期間については、

本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していない期間であるから、厚生

年金保険法を適用する。 

 申立人は、申立期間①の標準報酬月額の相違について申し立てているところ、当該

期間のうち、平成２年 12 月から３年９月まで、４年 12 月から７年 11 月まで、９年

12月から 14年 11月まで及び 16年 12月から 19年７月までの期間については、申立

人から提出された一部期間の給料支払明細書、預金通帳の写し及び区役所から提出さ

れた 15 年度（14 年分）、20 年度（19 年分）の課税証明書により、当該期間の保険

料控除額又は報酬月額に見合う標準報酬月額が、オンライン記録の標準報酬月額を上

回っていることが確認できる。 

一方、特例法に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険

料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、上記給料支払明細書、預金通帳

の写し及び課税証明書において確認できる厚生年金保険料控除額から、平成２年 12

月から３年９月までは 15万円、４年 12月から６年 11月までは 20万円、同年 12月

から７年 11月までは 22万円、９年 12月から 10年 11月までは 28万円、同年 12月

から 12年２月までは 30万円、同年３月から同年 11月までは 32万円、同年 12月か

ら 14年 11月までは 34万円、16年 12月から 19年７月までは 38万円とすることが

妥当である。 

また、申立期間①のうち、平成３年 12 月から４年 11 月まで及び７年 12 月から９

年 11 月までの期間については、申立人は給料支払明細書及び給与所得の源泉徴収票

を保有していないが、複数の同僚から提出された給料支払明細書及び給与所得の源泉

徴収票により、毎年１月に昇給し、一年間同額の厚生年金保険料が控除されているこ

とが確認できること、また、ほとんどの期間においてオンライン記録より高い標準報

酬月額に基づく保険料が控除されていることが確認できることから、申立人の当該期



                      

  

間に係る標準報酬月額は、オンライン記録より高いことがうかがえる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額を、上記訂正後の標準報酬月額から、平成３

年12月から４年 11月までは 16万円、７年12月から８年11月までは24万円、同年

12月から９年 11月までは 26万円とすることが妥当である。 

さらに、申立期間①のうち、平成 14年12月から16年11月までの期間については、

申立人は給料支払明細書及び給与所得の源泉徴収票を保有していないが、上記のとお

り、毎年１月に昇給し、一年間同額の保険料が控除されていたこと、また、同僚から

提出された上記給料支払明細書により、Ａ社においては、厚生年金保険料率の改定後

しばらくたってから、改定後の保険料率に従い保険料を控除していることから、申立

人の当該期間に係る標準報酬月額は、オンライン記録より高いことがうかがえる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額を、上記訂正後の標準報酬月額及び平成 15

年４月に厚生年金保険料率が改定されていることから、14 年 12 月から 15 年３月ま

では34万円、同年４月から同年 11月までは44万円、同年12月から16年11月まで

は36万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主から回答は無いが、上記のとおり給料支払明細書、課税証明書等において確認で

きる厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録の標準報酬月額が

長期間にわたり相違していることから、事業主は、当該控除額に見合う報酬月額を届

け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月額に基づく保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、これを履行していないと認めら

れる。 

２ 申立期間①のうち、昭和 62年３月から平成２年11月までの期間については、申立

人は給料支払明細書及び給与所得の源泉徴収票を保有していないが、複数の同僚から

提出された上記給料支払明細書、給与所得の源泉徴収票及び複数の同僚の「入社直後

は届出どおりの保険料控除額だった。」旨の供述から判断すると、当該期間の厚生年

金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額（15 万

円）と同額であることがうかがえる。 

また、申立期間①のうち、平成３年 10月及び同年11月については、申立人は給料

支払明細書及び給与所得の源泉徴収票を保有していないため、当該期間の厚生年金保

険料控除額を確認できないが、上記のとおり、申立人に係る２年 12 月から３年９月

までの標準報酬月額は 15 万円であると判断されるところ、同年 10 月及び同年 11 月

の保険料控除額に見合う標準報酬月額は 15 万円でオンライン記録と同額であること

がうかがえる。 

このほか、申立期間①のうち、昭和 62年３月から平成２年11月までの期間、３年

10 月及び同年 11 月について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料の控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、当該期間

について申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与



                      

  

から控除されていたと認めることはできない。 

  ３ 申立期間①のうち、平成 19年８月から20年３月までの期間については、オンライ

ン記録によると、申立人の標準報酬月額は 26万円と記録されている。 

しかし、申立人から提出された給料支払明細書及び課税証明書により、当該期間の

標準報酬月額の決定の基礎となる平成 18年４月から同年６月まで及び19年４月から

同年６月までは標準報酬月額 59 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人へ支

払われていたことが確認できることから、同年８月から 20 年３月までの標準報酬月

額を59万円に訂正することが必要である。 

４ 申立人は、申立期間②及び③の標準賞与額に係る年金記録の確認を求めているが、

上記１の厚生労働省の見解が示されたことを踏まえて、当該期間については、本件申

立日において保険料徴収権が時効により消滅していない期間であるから、厚生年金保

険法に基づき記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

また、申立人及びＡ社の複数の同僚は、「同社は毎年、10 万円の賞与が年３回支

払われていた。」と述べているところ、同僚の預金通帳により確認できる賞与の支払

日、同僚から提出された賞与明細書、給与所得の源泉徴収票、申立人から提出された

上記預金通帳の写し及び上記課税証明書から判断すると、平成19年８月20日及び同

年 12 月 28 日にそれぞれ 10 万円の標準賞与額に相当する賞与が事業主により申立人

へ支払われていたことがうかがえる。 

 したがって、申立期間②及び③の標準賞与額に係る記録を、それぞれ 10 万円とす

ることが必要である。 



                      

  

東京厚生年金 事案18600 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、昭和 46年９月29日から同年11月10日までの期間につい

て、Ａ社における資格喪失日は同年11月10日であると認められることから、厚生年金

保険被保険者の資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 46年９月は３万 3,000円、同年 10

月は３万6,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年４月１日から同年12月26日まで 

Ａ社には昭和 46年４月１日から同年 12月25日まで勤務したが、同年９月29日か

らの厚生年金保険の加入記録が無い。また、標準報酬月額が給与額（14 万円）に見

合う標準報酬月額と相違しているので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和 46年９月29日から同年11月10日までの期間について、Ａ

社に係る事業所別被保険者名簿により、申立人の資格喪失年月日について当初、同年

11 月 10 日と記録されていたものが、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった

日（昭和 46 年９月 29 日）の後の 47 年２月 22 日付けで当該記録が取り消され、46

年９月29日に遡及訂正されていることが確認できる。 

  また、上記被保険者名簿により、Ａ社においては、申立人と同様に、昭和 47 年２

月 22 日付けで一旦記録された被保険者資格喪失日が、46 年９月 29 日に遡及して訂

正された者は申立人を含めて 10 名いるが、申立人に係る当初の資格喪失日である同

年11月10日以降も同社において、被保険者資格が継続している者が多数いることが

確認できることから、同社においては同年 11月10日以降も多数の従業員がおり、厚

生年金保険法の適用事業所としての要件を満たしていたものと認められる。 

  さらに、Ａ社の事業主は、「申立期間当時の当社の経営状態は良くなかった。」と

回答しており、同社の当時の総務課長は、「経営状態が悪く給料を払うのが精一杯で、

所得税や社会保険料の支払ができる状態ではなかった。」と回答していることから、

同社では申立期間当時、社会保険料を滞納していたことがうかがえる。 



                      

  

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、申立人が昭和

46 年９月 29 日に被保険者資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該

喪失処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人のＡ社における

被保険者資格喪失日は、上記取消し前の同年 11月10日であると認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、事業主が社会保険事務所に当初届け出

た、昭和 46年９月は３万 3,000円、同年10月は３万6,000円とすることが妥当であ

る。 

２ 申立期間のうち、昭和 46 年４月１日から同年 11 月 10 日までの期間について、上

記被保険者名簿では、申立人の標準報酬月額について、遡って減額訂正が行われてい

るなど、社会保険事務所による不自然な処理が行われた形跡は見当たらない。 

  また、Ａ社は、上記のとおり、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

同社の元事業主は、「申立期間当時の保険料控除を確認できる資料を保管していな

い。」と回答しているため、同社及び事業主から申立人が主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

  さらに、Ａ社における複数の従業員に対し、申立期間当時の給与月額について照会

したところ、回答のあった２名のうち、１名が記憶する給与月額（３万3,000円）は、

上記被保険者名簿で確認できる標準報酬月額と同額であり、別の１名が記憶する給与

月額（２万5,000円）は、上記被保険者名簿で確認できる標準報酬月額よりも低いこ

とから、同社の従業員からも申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

の控除について確認することができない。 

  加えて、申立期間当時の厚生年金保険の標準報酬月額の最高額は、10 万円である。 

このほか、申立人は、厚生年金保険料の控除を確認できる給与明細書等を保有して

おらず、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、昭和 46

年４月１日から同年 11月10日までの期間について、申立人が主張する標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

３ 申立期間のうち、昭和 46年 11月 10日から同年 12月 26日までの期間について、

Ａ社は、上記のとおり、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、同社の元

事業主は、「申立期間当時の保険料控除を確認できる資料を保管していない。」と回

答しているため、同社及び事業主から、申立人の当該期間に係る勤務状況及び厚生年

金保険の取扱いについて確認することができない。 

  また、Ａ社における複数の従業員に対し照会したところ、３名から回答があったが、

いずれも「申立人が同社にいつまで勤務していたかは不明である。」と回答している

ため、同社の従業員から、申立人の当該期間に係る勤務状況及び厚生年金保険の取扱

いについて確認することができない。 

さらに、申立人は、当該期間に係る給与明細書等を保有しておらず、このほか、申



                      

  

立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18601 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成 11 年 10 月１日から 12 年５月１日までの期間については、事

業主が厚生年金保険法第 81 条の２の規定に基づく申出を行ったと認められ、これによ

り当該期間の保険料徴収は免除されることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を

26万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成11年10月１日から12年９月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、育児休業期間を含む申立期間の厚生年金保険の標準報

酬月額が低額となっている。申立期間に係る定時決定の基礎となる平成 11 年５月か

ら同年７月までの期間のうち、同年６月及び同年７月は産休により報酬支払の基礎日

数が 20 日未満であり、申立期間の標準報酬月額は同年５月分の報酬で算定すべきで

あるので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、平成 11 年 10 月から 12 年４月までの期間について、オンライン

記録により、申立人の標準報酬月額は 24万円と記録されていることが確認できる。 

一方、厚生年金保険法第 81 条の２の規定及び関係法令により、被保険者が育児休

業制度を利用する場合については、事業主の申出により、育児休業を開始した日の属

する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間について、

負担すべき厚生年金保険料を免除し、当該免除期間を被保険者期間として算入する旨

規定されている。 

また、オンライン記録により、申立人の育児休業期間は、開始年月日が平成 11 年

10 月 23 日、終了年月日が 12 年４月 30 日であることが確認できることから、11 年

10 月から 12 年４月までの期間は、被保険者が負担すべき保険料の徴収が行われない

期間であると認められる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、平成 11 年９月のオンライン記

録から、26万円とすることが妥当である。 

２ 申立期間のうち、平成 12 年５月から同年８月までの期間については、上記のとお



                      

  

り、厚生年金保険法第 81 条の２の規定等に基づく申立人に係る育児休業期間中の保

険料免除及び被保険者期間算入の適用期間（平成 11 年 10 月から 12 年４月まで）外

である。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及

び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これ

らの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、Ａ社から提出された申立人に係る源泉徴収原簿兼賃金台帳により、申

立人は、当該期間において、オンライン記録の標準報酬月額よりも高い報酬月額を支

給されていたことは確認できるものの、厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額

はオンライン記録の標準報酬月額と一致していることが確認できることから、特例法

による保険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18603 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①のうち、昭和 20 年２月 24 日から同年 10 月 16 日までの期間について、

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険被保険者の資格取得日は同年２

月 24 日、資格喪失日は同年 10 月 16 日であると認められることから、厚生年金保険被

保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額は、200円とすることが妥当である。 

また、申立人は、申立期間①のうち、昭和 20年 10月 16日から 21年 10月３日まで

の期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、申立人のＢ社Ｃ事業所における資格取得日に係る記録を 20 年 10 月 16 日、

資格喪失日に係る記録を 21年 10月３日とし、当該期間の標準報酬月額を、20年 10月

から 21 年３月までは 200 円、同年４月から同年９月までは 600 円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 明治41年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 20年２月24日から21年10月３日まで 

② 昭和29年８月１日から36年１月１日まで 

Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の加入記録が無い。申立期間①に

ついては、同社に継続して勤務しており、申立期間②は、同社に籍を置き出向の形

でＤ連合会を構成するＥ会（現在は、Ｆ協会）に勤務したが、継続して勤務してい

たので、申立期間①及び②について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の子が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①のうち、昭和 20年２月 24日から同年 10月 16日までの期間について、

オンライン記録によると、申立人はＢ社Ｃ事業所において、19 年 10 月１日に資格取

得し、20 年２月 24 日に資格喪失しているところ、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険



                      

  

被保険者名簿によると、申立人と生年月日及び氏名が同一の基礎年金番号に統合され

ていない厚生年金保険被保険者記録（昭和 19年 10月１日に資格取得、20年 10月 16

日に資格喪失）が確認できる。 

また、Ｂ社Ｃ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人は

昭和 20年２月 24日に資格喪失しており、備考欄には「Ｇ転勤」と記録されていると

ころ、当時、同社同事業所からＧ県に転勤した複数の従業員は、申立人と一緒に移っ

たとしている。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、昭和 20 年４月

16 日に被保険者の資格を取得し、同年 11 月 24 日に資格を喪失した従業員一人は、

「申立人はＢ社のＧ工場において自身の上司だった。」としている。 

これらを総合的に判断すると、Ａ社に係る上記被保険者名簿の記録は申立人の記録

であり、事業主は、申立人の資格取得日を昭和 20 年２月 24 日、資格喪失日を同年

10月16日として社会保険事務所（当時）に届出をしていたことが認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額は、上記被保険者名簿の記録から、200 円とするこ

とが妥当である。 

申立期間①のうち、昭和 20 年 10 月 16日から 21 年 10 月３日までの期間について、

Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿における、申立人の備考欄の「転勤」

との記載及び上記の申立人の部下の供述から判断すると、申立人がＢ社に継続して勤

務し（昭和 20 年 10 月 16 日にＡ社からＢ社Ｃ事業所に異動、21 年 10 月３日に同社

同事業所から同社Ｈ事業所に異動）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における上記訂正後の昭

和 20 年９月の標準報酬月額及びＢ社Ｈ事業所における 21 年 10 月の社会保険事務所

の記録から、20 年 10 月から 21 年３月までは 200 円、同年４月から同年９月までは

600円とすることが妥当である。 

また、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は不

明としているが、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された

場合には、その後、被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、い

ずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記録しておらず、これは通常の事

務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪に係る届

出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 20年 10月か

ら 21 年９月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に

係る当該期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間②について、Ｄ連合会における健康保険の加入記録から、申立人が当該期

間に同連合会で勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ｄ連合会に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿及び適用事業

所名簿によると、同連合会は当該期間に厚生年金保険の適用事業所となっておらず、

政府管掌健康保険のみに加入していることが確認できる。 



                      

  

また、上記被保険者名簿により、当時、健康保険の被保険者記録がある従業員 35

人のうち、連絡先が判明した 15人に照会したところ、回答のあった 13人のうち４人

は、Ｄ連合会は当時、健康保険のみ加入して厚生年金保険には加入していなかったと

している。 

さらに上記４人のうちの一人は、Ｂ社からＤ連合会への出向者を申立人のほかにも

う一人記憶していたことから、当該出向者の年金記録を調査したところ、申立人と同

様に、健康保険は昭和 30 年５月１日に被保険者資格を取得しているが、厚生年金保

険は 36 年１月１日に資格取得していることが確認できる。なお、当該出向者は既に

死亡していることから、この者から申立人の当該期間の勤務実態及び厚生年金保険の

取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控

除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18607 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和38年７月８日から40年１月28日まで 

② 昭和40年９月16日から41年５月２日まで 

③ 昭和41年７月１日から同年11月１日まで 

④ 昭和41年11月１日から43年６月19日まで 

日本年金機構からはがきをもらって、脱退手当金を受給していることを知った。支

給日の頃は、自身の夫が店を出した時期であり、忙しくて受け取りに行く時間は無か

ったので受給していないはずである。また、受給した記憶も無いので、脱退手当金の

支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間④に勤務したＡ社に係る事業所別被保険者名簿に記載されている女

性被保険者のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和43年６月19日

の前後５年以内に資格喪失した女性であって、脱退手当金の受給要件を満たす14名の脱

退手当金の支給状況を確認したところ、申立人以外には支給記録が無いことから、事業

主が申立人の委任を受けて代理請求をしたとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間を

その計算の基礎とするものであるところ、申立期間の間にある２社に係る厚生年金保険

被保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっているが、申立

人が請求したとすれば、これを失念するとは考え難い上、未請求となっている２社に係

る被保険者期間と申立期間である４社の被保険者期間の厚生年金保険被保険者記号番号

は同一番号で管理されているにもかかわらず、支給されていない期間として存在するこ

とは事務処理上不自然である。 

さらに、申立人は、脱退手当金が支給決定されたこととなっている時期には、既に国

民年金に加入し、その保険料を納付していることから、申立人が、その当時、脱退手当



                      

  

金を請求する意思を有していたものとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係

る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18608 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和41年３月２日から45年12月21日まで 

② 昭和46年２月１日から同年９月12日まで 

年金問題が騒がれるようになって自分の年金記録を確認したところ、脱退手当金を

受給していることになっていることを知った。そのときまで脱退手当金についての知

識は無く、請求及び受給した記憶も無いので、申立期間の支給記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に対する脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から

約２年７か月後の昭和49年４月16日に支給決定されたこととなっており、事業主が申立

人の委任を受けて代理請求したものとは考え難い。 

また、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険被保険者原票及び申立期間①に

係る厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿における申立人の氏名は変更処理がなさ

れておらず旧姓のままであり、申立期間の脱退手当金は旧姓で請求されたものと考えら

れるが、申立人は、上記脱退手当金支給決定日とされる日の約２年５か月前の昭和46年

11月に既に婚姻し、改姓していることから、申立人が旧姓で当該脱退手当金を請求した

とは考え難い。 

さらに、申立人は、脱退手当金が支給決定されたこととなっている時期には、既に国

民年金に加入し、その保険料を納付していることを踏まえると、申立人が、当時脱退手

当金を請求する意思を有していたものとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係

る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18609 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和36年９月21日から38年５月１日まで 

② 昭和40年１月５日から41年１月１日まで 

③ 昭和41年１月１日から同年９月１日まで 

年金受給開始時に社会保険事務所（当時）で脱退手当金を受給していることになっ

ていることを知り、不審に思っていたところ、平成22年秋に、日本年金機構からはが

きをもらった。しかし、申立期間に係る脱退手当金を受給した記憶は無いので、よく

調べて脱退手当金の支給記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に対する脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日か

ら約２年９か月後の昭和44年６月17日に支給決定されたことになっており、事業主が申

立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間を

その計算の基礎とするものであるが、申立期間より前にある被保険者期間についてはそ

の計算の基礎とされておらず、未請求となっており、申立人が３回の申立期間のいずれ

の期間よりも長い32か月の被保険者期間の請求を失念するとは考え難い。 

さらに、申立人はＡ社を退職直後に国民年金に加入し、その保険料を納付しているこ

とから、申立人がその当時、脱退手当金を請求する意思を有していたとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係

る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18610 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められることから、

申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和37年４月１日から44年４月21日まで 

② 昭和44年５月16日から同年８月15日まで 

③ 昭和44年11月１日から45年７月１日まで 

④ 昭和45年７月１日から46年２月１日まで 

ねんきん特別便を受け取った際に、脱退手当金を受給したことになっていることを

知り、納得できずにいたところ、昨年、日本年金機構から脱退手当金を受け取ってい

ないと思われる方は相談してほしい旨のはがきが来たので、年金事務所に行って相談

した。私は、脱退手当金を受け取る理由が無く、受け取った記憶も無いので、脱退手

当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に対する脱退手当金は、申立期間④に勤務したＡ社における厚生年金保険被保

険者資格喪失日から約27か月後の昭和48年５月４日に支給決定されたことになっている

上、同社は退職者の脱退手当金の代理請求を行っていないと供述していること、さらに

は、同社において被保険者となっている女性従業員であって、脱退手当金の支給記録の

ある者が申立人以外にいないことを踏まえると、事業主が申立人の委任を受けて代理請

求したとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間を

その計算の基礎とするものであるところ、申立人の脱退手当金は、支給決定日とされる

日の直前の２回の厚生年金保険被保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、

未請求となっているが、申立人が、当該２回の被保険者期間を失念するとは考え難い上、

未請求となっている２社に係る被保険者期間と申立期間の厚生年金保険被保険者記号番

号は同一番号で管理されているにもかかわらず、支給されていない期間として存在する

ことは事務処理上不自然である。 



                      

  

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係

る脱退手当金を受給したとは認められない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18613                   

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、平成 15年６月 13日、同年 12月 12日及び 16年６月 11

日について、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を、15 年６月 13 日は５万

5,000円、同年 12月 12日は 25万 4,000円、16年６月 11日は 23万 1,000円とするこ

とが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15年９月１日から20年９月１日まで 

② 平成15年６月13日 

③ 平成 15年12月12日 

④ 平成16年６月11日               

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬額

に見合う標準報酬月額と相違している。給与支給明細書を提出するので、正しい標準

報酬月額に訂正してほしい。また、同社に勤務した期間のうち、申立期間②から④ま

での標準賞与額の記録が無い。賞与明細書を提出するので、標準賞与額を認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②から④までについて、申立人から提出のあったＡ社に係る賞与明細書によ

り、申立人は、当該期間において、賞与の支払を受け、当該期間に係る厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準賞与額については、上記賞与明細書において確認できる保険料

控除額及び賞与額から、平成 15年６月 13日は５万 5,000円、同年 12月 12日は 25万

4,000円、16年６月 11日は23万1,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、申

立人の当該期間に係る賞与の届出を社会保険事務所（当時）に提出したことについて明



                      

  

確な回答をしていないが、Ａ社が加入していた健康保険組合は、「事業所からの平成

18 年以降の賞与支払届は提出されているが、それ以前は提出されていない。」旨回答

しており、当該期間の標準賞与額の記録を確認することができないことから、事業主が

申立てに係る賞与の届出を行ったにもかかわらず、健康保険組合及び社会保険事務所の

双方が当該届出を記録しないとは考え難いことから、事業主は、社会保険事務所に対し

て当該賞与の届出を行っておらず、その結果、社会保険事務所は、当該期間の標準賞与

額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

申立期間①について、申立人は、当該期間の標準報酬月額の相違について申し立てて

いるが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例

法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人から提出のあった当該期間の給与支給明細書において確認できる

報酬月額に見合う標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であることが確認で

きるが、保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致

又は低いことが確認できることから、特例法による保険給付の対象に当たらないため、

あっせんは行わない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18614                     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が、社会保険事務所（当時）に届け

出た標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額に

係る記録を、平成５年１月から同年４月までは 53 万円、同年５月から同年９月までは

44万円、同年10月から６年１月までは 41万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年１月１日から６年２月28日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の標準報酬月額が、報酬額に見合う標準報酬月額より低く

なっているため、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額は、当初、平成５年１月から同年４月までは 53 万円、同年５月から同年９月まで

は 44 万円、同年 10 月から６年１月までは 41 万円と記録されていたところ、同社が厚

生年金保険の適用事業所に該当しなくなった同年２月 28 日の後の同年３月７日付けで、

遡って８万円に減額訂正されていることが確認できる。 

また、Ａ社に係る商業登記簿謄本によれば、申立人は、当該減額訂正処理日の平成６

年３月７日において同社の取締役であったことが確認できるが、同社の複数の元従業員

は申立人について、「営業職である。」旨供述していることから、当該標準報酬月額の

減額訂正処理に関与していたとは考え難い。 

さらに、上記のＡ社の元従業員一人は、「期間は特定できないが、会社の経営が悪く

て給与が下がったことや辞めていく従業員が多かったのは覚えている。」旨供述してい

る。 

加えて、申立期間当時、Ａ社の監査役であった税理士は、「資料の保管は無いが、平

成５年くらいには会社の経営状態は悪くなっていった。」旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立期間の標準報酬月額を

遡って減額訂正する合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があった

とは認められないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保



                      

  

険事務所に当初届け出た、平成５年１月から同年４月までは 53 万円、同年５月から同

年９月までは 44 万円、同年 10 月から６年１月までは 41 万円に訂正することが必要で

ある。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18616 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①について、申立人のＡ社における資格取得日は昭和 18 年４月２日、資格

喪失日は 19 年６月１日であると認められ、同社Ｂ工場における資格取得日は同年６月

１日、資格喪失日は 20年８月 16日であると認められることから、厚生年金保険被保険

者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 18 年４月から 19 年５月までは 30

円、同年６月から 20 年４月までは 20 円、同年５月から同年７月までは 50 円とするこ

とが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 18年４月から20年８月まで 

           ： ② 昭和28年４月１日から29年12月30日まで 

Ａ社に勤務した申立期間①及びＣ社に勤務した期間のうち、申立期間②の厚生年金

保険の加入記録が無い。Ａ社には昭和 18 年４月に入社し、戦争が激しくなって疎開

し、終戦により退職した。また、Ｃ社には 26 年に入社し、申立期間②も勤務したの

で、各申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ社における厚生年金保険被保険者記録は、同社に係る健康

保険労働者年金保険被保険者名簿及び申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台

帳）によれば、資格取得日は昭和 18 年４月２日、資格喪失日は 19 年６月 16 日であ

ることが確認できる。また、同社Ｂ工場に係る健康保険労働者年金保険被保険者名簿

には、上記被保険者台帳の記号番号と同一の番号で、資格取得日は同年６月１日と記

録され、20 年５月の標準報酬月額の記載はあるが、資格喪失日が記載されていない

ことが確認できる。 

また、オンライン記録では、上記被保険者台帳の記号番号で、資格取得日が昭和

18 年４月２日、資格喪失日が 19 年６月 16 日と記録されているほか、同年６月１日

の再取得が記録されているが、資格喪失日の記録は無く、当該記録は不備記録のため、

申立人の基礎年金番号に統合されていないことが確認できる。 

さらに、年金事務所は、Ａ社Ｂ工場が適用事業所でなくなった日は不明であり、同

工場に係る上記被保険者名簿に基づき、申立人以外の従業員の資格喪失日を確認した



                      

  

ところ、昭和 20 年８月 16 日及び同年８月 31 日に資格喪失した者がいるが、申立人

の資格喪失日を上記被保険者名簿で確認することはできないとしている。 

このため、上記被保険者名簿により、Ａ社から同社Ｂ工場に異動し、申立人と同じ

資格取得日（昭和 19 年６月１日）であることが確認できる従業員に照会したところ、

申立人が同社から同社Ｂ工場に異動したことを記憶している旨供述している。 

また、昭和 20 年８月当時の状況について従業員の一人（昭和 20 年８月 16 日資格

喪失）は、「Ｂ工場周辺が集中攻撃された。各自避難し、一時帰宅して、そのままに

なった。」と回答し、また、別の一人（昭和 20年８月19日資格喪失）は、「同年７

月 17 日夜、艦砲射撃により工場は全て崩壊し、事務所は炎上した。同年８月１日は

大空襲だった。工場の整備、負傷者の移送等に従事し、自身の退職日は同年８月 18

日だったので、社会保険事務所で確認してもらった。」旨回答している。 

一方、申立人は、Ａ社Ｂ工場での退職日について、「終戦により退職した。」と申

立書に記述しており、上記従業員の供述内容と符合していることから、申立人は、終

戦まで同社に勤務していたものと考えるのが妥当である。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社における資格取得日は昭和 18 年４月

２日、資格喪失日は 19 年６月１日であると認められ、同社Ｂ工場における資格取得

日は同年６月１日、資格喪失日は 20年８月16日であると認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、上記各被保険者名簿の記録から、昭和

18 年４月から 19 年５月までは 30 円、同年６月から 20 年４月までは 20 円、同年５

月から同年７月までは 50円とすることが妥当である。 

２ 申立期間②について、Ｃ社に係る商業登記簿謄本によると、同社は、昭和 49 年 10

月に解散しており、事業主も死亡していることから、当該期間における申立人の勤務

状況及び厚生年金保険料控除を確認できない。 

また、申立人が名前を挙げた同僚の回答から、申立人がＣ社に勤務していたことは

確認できるが、回答のあった３人の従業員のうち、二人は、｢時期ははっきりしない

が、申立人は、病気であった。｣と供述していることから、申立人が当該期間に継続

して勤務していたことは確認できない。 

一方、Ｃ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人の資格取得

日は昭和 26年 10月１日、資格喪失日は 28年４月１日と記載されており、29年８月

25日に書換え後の同被保険者名簿には申立人の記載は無いことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18617 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったことが認められることから、申立期間の標準報酬月額を 44 万

円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年 12月１日から５年５月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、その前の

標準報酬月額より大幅に低くなっているので、調査して正しい標準報酬月額に訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、オンライン記録によると、当初 44 万円と

記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった日（平成６年

２月４日）より後の平成７年９月 13 日付けで、８万円に遡って訂正処理されているこ

とが確認できる上、同社において申立人のほかに代表取締役及び従業員一人についても、

同日付けで同様に訂正処理されていることが確認できる。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は平成３年７月に同社の取締役に就任した

が、当該訂正処理が行われた７年９月 13 日において既に同社の取締役を退任していた

ことが確認でき、同社の従業員は、「申立人は、申立期間当時、営業担当者であり、厚

生年金保険関係事務及び経理事務に関与する立場には無かった。」旨供述していること

から、申立人が当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行う合理的な

理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認めら

れず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出

た44万円に訂正することが必要である。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18618 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額（５万 6,000円）であったと認められることから、申立人の申立期間の標準報

酬月額に係る記録を５万 6,000円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年12月５日から42年７月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実

際の報酬額に見合う標準報酬月額と相違している。給与支払明細書を提出するので、

標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定

通知書」によると、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額は５万6,000円と記載され、

管轄の社会保険事務所において、昭和 41 年 12 月 21 日付けで当該通知書に確認印が押

されていることが確認できる。 

また、申立人が保管する給与支払明細書により、申立人が主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人の申立期間に係る標準報酬月額を５

万6,000円として届出を行ったことが認められることから、申立期間に係る標準報酬月

額を５万6,000円とすることが必要である。 



                      

  

東京厚生年金 事案18619 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規

定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立

人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を、平

成19年７月 15日は43万2,000円、同年12月15日は51万8,000円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和51年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19年７月15日 

             ② 平成 19年12月15日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、年金事務所に事後訂正の届出を行ったものの、保険料

は時効により納付できず、申立期間は年金の給付に反映されないので、給付されるよ

う記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与明細書の写しから、申立人は、申立期間において、同社から賞与の

支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、賞与明細書において確認できる厚生年金保険料控

除額及び賞与額から、平成19年７月15日は43万2,000円、同年12月15日は51万8,000円

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

申立てに係る賞与の届出を提出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を

納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案18620 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規

定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立

人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を、平

成19年７月 15日は35万7,000円、同年12月15日は47万2,000円とすることが必要

である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和53年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19年７月15日 

             ② 平成 19年12月15日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、年金事務所に事後訂正の届出を行ったものの、保険料

は時効により納付できず、申立期間は年金の給付に反映されないので、給付されるよ

う記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与明細書の写しから、申立人は、申立期間において、同社から賞与の

支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、賞与明細書において確認できる厚生年金保険料控

除額及び賞与額から、平成19年７月15日は35万7,000円、同年12月15日は47万2,000円

とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

申立てに係る賞与の届出を提出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を

納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案18621 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規

定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立

人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を、平

成 19年７月 15日は 34万 5,000円、同年 12月 15日は 48万円、20年７月 15日は 32

万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和53年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19年７月15日 

             ② 平成 19年12月15日 

             ③ 平成 20年７月15日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、年金事務所に事後訂正の届出を行ったものの、保険料

は時効により納付できず、申立期間は年金の給付に反映されないので、給付されるよ

う記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された賞与明細書の写しから、申立人は、申立期間において、同社から

賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたことが認められる。 

   なお、賞与支払年月日について、Ａ社は、平成 20年７月16日として年金事務所に訂

正の届出を行っているが、賞与明細書により、同年７月 15 日に賞与を支給しているこ

とが確認できることから、当該日を賞与支払年月日とすることが妥当である。 

   また、申立期間の標準賞与額については、賞与明細書において確認できる厚生年金保

険料控除額及び賞与額から、平成 19年７月 15日は 34万 5,000円、同年 12月 15日は



                      

  

48万円、20年７月 15日は32万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を提出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生

年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認め

られる。 



                      

  

東京厚生年金 事案18622 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規

定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立

人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を、平

成 19年７月 15日は 31万 5,000円、同年 12月 15日及び 20年７月 15日は 43万 4,000

円、同年12月15日は37万9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和54年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19年７月15日 

             ② 平成 19年12月15日 

             ③ 平成 20年７月15日 

             ④ 平成 20年12月15日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、年金事務所に事後訂正の届出を行ったものの、保険料

は時効により納付できず、申立期間は年金の給付に反映されないので、給付されるよ

う記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された賞与明細書の写しから、申立人は、申立期間において、同社から

賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたことが認められる。 

   なお、賞与支払年月日について、Ａ社は、平成 20年７月16日として年金事務所に訂

正の届出を行っているが、賞与明細書により、同年７月 15 日に賞与を支給しているこ

とが確認できることから、当該日を賞与支払年月日とすることが妥当である。 

   また、申立期間の標準賞与額については、賞与明細書において確認できる厚生年金保



                      

  

険料控除額及び賞与額から、平成 19年７月 15日は 31万 5,000円、同年 12月 15日及

び20年７月 15日は43万4,000円、同年12月15日は37万9,000円とすることが妥当

である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を提出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生

年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認め

られる。 



                      

  

東京厚生年金 事案18623 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規

定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立

人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を、平

成 19年７月 15日は 37万 8,000円、同年 12月 15日は 48万円、20年７月 15日は 40

万5,000円、同年 12月15日は48万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和51年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19年７月15日 

             ② 平成 19年12月15日 

             ③ 平成 20年７月15日 

             ④ 平成 20年12月15日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、年金事務所に事後訂正の届出を行ったものの、保険料

は時効により納付できず、申立期間は年金の給付に反映されないので、給付されるよ

う記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された賞与明細書の写しから、申立人は、申立期間において、同社から

賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたことが認められる。 

   なお、賞与支払年月日について、Ａ社は、平成 20年７月16日として年金事務所に訂

正の届出を行っているが、賞与明細書により、同年７月 15 日に賞与を支給しているこ

とが確認できることから、当該日を賞与支払年月日とすることが妥当である。 

   また、申立期間の標準賞与額については、賞与明細書において確認できる厚生年金保



                      

  

険料控除額及び賞与額から、平成 19年７月 15日は 37万 8,000円、同年 12月 15日は

48万円、20年７月 15日は40万5,000円、同年12月15日は48万円とすることが妥当

である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を提出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生

年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認め

られる。 



                      

  

東京厚生年金 事案18624 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規

定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立

人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を、16

万8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年７月15日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、年金事務所に事後訂正の届出を行ったものの、保険料

は時効により納付できず、申立期間は年金の給付に反映されないので、給付されるよ

う記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与明細書の写しから、申立人は、申立期間において、同社から賞与の

支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められる。 

なお、賞与支払年月日について、Ａ社は、平成20年７月16日として年金事務所に訂正の届

出を行っているが、賞与明細書により、同年７月 15 日に賞与を支給していることが確認でき

ることから、当該日を賞与支払年月日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準賞与額については、賞与明細書において確認できる厚生年金保険料控

除額及び賞与額から、16万8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

申立てに係る賞与の届出を提出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生年金保険料を

納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案18625 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規

定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、申立

人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準賞与額に係る記録を、43

万5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和53年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年12月15日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は、年金事務所に事後訂正の届出を行ったものの、保険料

は時効により納付できず、申立期間は年金の給付に反映されないので、給付されるよ

う記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された賞与明細書の写しから、申立人は、申立期間において、同社から

賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されて

いたことが認められる。 

   また、申立期間の標準賞与額については、賞与明細書において確認できる厚生年金保

険料控除額及び賞与額から、43万5,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与の届出を提出していなかったこと、また、当該賞与に係る厚生

年金保険料を納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認め

られる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18629  

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 45 年４月８日に厚生年金保険被保険者資格を取得した旨の

届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められ、かつ、申立人のＡ社にお

ける厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、同年６月 18 日であったことが認められる

ことから、厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが

必要である。 

なお、昭和 45 年４月及び同年５月の標準報酬月額については３万 3,000 円とするこ

とが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和45年４月８日から同年８月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に入社して昭和

45 年４月８日に資格取得していることは確認しているので、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の事業所別被保険者名簿によると、申立人は昭和 45 年４月８日に被保険者資格

を取得していることが確認でき、事業主が社会保険事務所に対し、申立人が被保険者資

格を取得する旨の届出を行っていることが認められるところ、同年６月 18 日付けで資

格取得の取消処理が行われていることが確認できる。 

また、上記被保険者名簿において、申立人と同じ昭和 45 年４月８日、又は同年４月

１日に資格を取得し、同年６月 18日付けで資格取得を取り消されている従業員が57人

確認できる。当該取消処理について、年金事務所は、「資料の保存期間経過のため廃棄

済みである。」旨回答しており、処理の経過及び申立人の資格喪失日について確認する

ことができない。 

さらに、上記従業員 57 人のうち、連絡先を把握できた 30 人に照会したところ、17

人から回答があり、６人が申立人を記憶しており、そのうち二人が、「申立人は７月末

まで勤務していた。」旨供述している。 

加えて、上記従業員のうち８人は、「申立期間当時、Ａ社の経営状況は悪化してい

 



                      

  

た。」旨供述している。 

これらのことから判断すると、Ａ社は、申立期間のうち、昭和 45 年４月８日から同

年６月 18 日までの期間については、当時の厚生年金保険法における適用事業所として

の要件を満たしていたと認められ、事業主が多数の従業員に係る厚生年金保険の資格取

得届を提出したにもかかわらず、社会保険事務所において、後日、遡って被保険者資格

記録を取り消す処理に合理的な理由は見当たらず、申立人が同年４月８日に厚生年金保

険被保険者資格を取得した旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったと認めら

れ、かつ、社会保険事務所が被保険者資格の取得を取り消す処理を行った同年６月 18

日まで厚生年金保険被保険者であったと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、取消し前の上記被保険者名簿の記載から、

３万3,000円とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、昭和 45年６月18日から同年８月１日までの期間については、

Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時の事業主の居住地に照

会文書を送付したところ、受取人不在で返送され、連絡が取れないことから、申立人の

当該期間の勤務状況について確認することができない。 

また、申立人及び複数の従業員が、「給与の支給は遅配、又は支払われていなかっ

た。」旨回答していることから、厚生年金保険料の控除について確認することができな

い。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18630 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記録を

昭和52年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を11万8,000円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和52年３月31日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。Ｃ社（現

在は、Ｄ社）への異動は転籍で、申立期間も給与は継続的に支給されており、厚生年

金保険料は控除されていたはずなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人は申立期間もＡ社に勤務していたことが認められ

る。 

また、申立人と同様にＡ社において昭和 52年３月31日に厚生年金保険の被保険者資

格を喪失し、Ｃ社において同年４月１日に資格を取得していることが確認できる従業員

二人から提出のあった同年３月分の賃金支給明細書及び同年４月分の給与明細書により、

いずれの月についても、給与から厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

さらに、申立期間当時におけるＡ社の人事担当であった従業員は、「失業保険の届出

と勘違いして、退職日を喪失日として届けてしまったと思われる。申立人が勤務してい

たことに間違いは無く、保険料は控除していた。」旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 52 年２月の

社会保険事務所（当時）の記録から、11万8,000円とすることが妥当である。 

また、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、不



                      

  

明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いが、事業主が資格喪失日

を昭和 52 年４月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年３月 31

日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を厚生年金保険の資格喪失

日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について

納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納

付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18632 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと認め

られることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成16年９月30日は５万円、

17年７月 31日は 18万 6,000円、同年 12月 31日は 26万円、19年 12月 28日は 31万

円、20年８月 31日は21万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16年８月 

② 平成17年７月 

③ 平成 17年12月 

④ 平成 19年12月 

⑤ 平成 20年８月 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間①から⑤までの標準賞

与額の記録が無い。賞与明細書を提出するので、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された「給与一覧表」及び申立人の所持している賞与明細書により、申

立人は、平成 16 年９月、17 年７月、同年 12 月、19 年 12 月、20 年８月に同社から賞

与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められる。 

申立期間①について、申立人は、賞与明細書に「2004 年８月分」と記載されている

ことから、平成 16 年８月と申し立てているが、Ａ社は、「給与一覧表」に「2004 年９

月」と記載してあるとおり、同年９月に賞与を支給したとしている。この相違について、

同社は、当初、同年８月に支給を予定していたところ、同年９月に支給がずれたので、

「給与一覧表」については実際の支払月に直したが、賞与明細書は作成してあったもの

をそのまま使用したためであるとしている。 

また、賞与支払日について、上記「給与一覧表」及び賞与明細書からは確認できず、



                      

  

Ａ社は、賞与は現金を各従業員が事業所に取りに行く方法で支給していたため、社会保

険事務所（当時）に届け出る賞与支払年月日は、支給が確定した日を設定して記入して

いるが、申立期間の支払日については、申立期間当時の資料が無いため、日付が確認で

きないとしている。 

さらに、健康保険組合の記録によると、申立期間①、②、③及び⑤の申立人の標準賞

与額の記録は無く、申立期間④の賞与支払年月日は、平成 19 年 12 月 28 日と記録され

ている。 

加えて、申立人は、賞与支払日について確認できる資料を所持しておらず、具体的な

日付については記憶していない旨供述している。 

また、オンライン記録により、申立期間にＡ社の被保険者となっていることが確認で

きる者の申立期間の標準賞与額の記録を確認したところ、申立期間の標準賞与額の記録

がある者はおらず、申立期間の賞与支払年月日が確認できない。しかし、賞与支払届で

は、月を単位として標準賞与額を届け出ることから、申立期間④以外の賞与支払日は、

便宜上その月の暦日の最終日とすることが妥当である。 

したがって、申立期間の賞与支払年月日について、申立期間①は平成16年９月30日、

申立期間②は 17年７月 31日、申立期間③は同年12月31日、申立期間④は健康保険組

合の記録から 19年 12月 28日、申立期間⑤は 20年８月 31日とすることが妥当である。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業

主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標

準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、「給与一覧表」及び賞与明細書にお

いて確認できる保険料控除額及び賞与額から、平成 16 年９月 30 日は５万円、17 年７

月 31日は 18万 6,000円、同年 12月 31日は 26万円、19年 12月 28日は 31万円、20

年８月31日は21万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、保

険料を納付したか否かについては不明としているものの、申立期間の社会保険事務所か

らの賞与決定通知書が無く、賞与支払届は健康保険組合とは別々に送付することから、

厚生年金保険に係る賞与支払届の送付漏れが考えられる旨供述していること、健康保険

組合においても、申立期間①、②、③及び⑤の申立人の標準賞与額の記録が無いことか

ら、事業主は、申立人の申立期間に係る賞与の届出を社会保険事務所に提出しておらず、

その結果、社会保険事務所は、申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告

知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



                      

  

東京厚生年金 事案18645 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額に係る記録を、申立

期間①は24万円、申立期間②は 47万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 51年10月１日から52年10月１日まで 

② 昭和 63年８月１日から同年10月１日まで 

日本年金機構の「厚生年金加入記録のお知らせ」によると、Ａ社（現在は、Ｂ

社）Ｃ工場に勤務した期間のうちの申立期間①及び同社Ｄ支店に勤務した期間のう

ちの申立期間②に係るそれぞれの標準報酬月額の記録は、退職時に同社から受領し

た資料「厚生年金保険記録照会」に記録されている標準報酬月額と相違している。

賃金支払控除明細書等の資料を提出するので、申立期間①及び②に係る標準報酬月

額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社Ｃ工場に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の標

準報酬月額は 22 万円と記録され、申立期間②について、同社Ｄ支店に係る事業所別被

保険者名簿によると、申立人の標準報酬月額は 44万円と記録されている。 

一方、企業年金連合会から提出されたＡ社厚生年金基金の加入員記録である「中脱記

録照会（回答）」では、申立期間①は昭和 51 年 10 月の定時決定により 24 万円に変更

され、申立期間②は 63年８月の随時改定により47万円に変更されていることが確認で

きる。 

また、Ｂ社は、社会保険事務所及び厚生年金基金への各種届出について、申立期間当

時に複写式の様式を使用していたかは不明としているが、平成元年より同社の給与及び

社会保険を担当していた元従業員は、担当となった時点において既に複写式を使用し、

社会保険事務所及び厚生年金基金へ同一の届出用紙を提出していた旨供述している上、

申立期間①及び②を除く昭和 42年６月１日（厚生年金基金設立日）から平成10年４月

１日（被保険者資格喪失日）までの期間について、オンライン記録と当該基金の記録は



                      

  

一致しており、申立期間に同基金の届出書が、複写式ではなかったとする事情も認めら

れない。 

これらを総合的に判断すると、申立期間①及び②について、事業主は、申立人が主張

する標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行っていたと認められる。 



                      

  

東京厚生年金 事案18646                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認め

られることから、申立人のＡ社本社における資格取得日に係る記録を昭和 40 年５月 21

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年５月21日から同年６月７日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間

に異動はあったが同社に継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された社員台帳から判断すると、申立人は、同

社に継続して勤務し（昭和 40年５月21日にＡ社Ｂ工場から同社本社に異動）、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社本社における昭和 40 年６

月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、保

険料を納付したか否かについては不明としており、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められ

ない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18647 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額の記録を 53 万円に

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年７月１日から同年11月21日まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額は、当初 53 万円と記

録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった後の平成５年

３月１日付けで 41万円に引き下げられているので、訂正前の記録に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額は、当初、53 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所で

はなくなった日（平成４年 11 月 21 日）の後の平成５年３月１日付けで、４年 10 月の

定時決定が取り消され、同年７月に遡って 41 万円に減額訂正されており、申立人以外

の複数の従業員の標準報酬月額も遡って減額訂正されていることが確認できる。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は申立期間において同社の取締役であった

ことが確認できるものの、申立人は、同社では営業担当役員であり、上記遡及減額訂正

が行われた平成５年３月１日より前に同社を退職しており、当該遡及減額訂正について

は知らなかった旨供述している。このことは、事業主、他の役員及び同僚の供述からも

うかがわれ、申立人は、申立期間当時に社会保険の手続には関与していなかったと判断

できる。 

さらに、Ａ社の商業登記簿謄本によると、同社は、平成４年 12 月＊日に破産宣告を

受けていることが確認できるほか、事業主及び同僚は、申立期間頃は経営的に厳しい状

況であり資金繰りに苦労していた旨供述していることから、同社に係る滞納処分票等は

保管されていないものの、厚生年金保険料の滞納があったことがうかがえる。 

なお、申立人の保管する平成４年８月及び同年９月の給与明細書では、厚生年金保険

の標準報酬月額 53万円（当時の上限額）、健康保険の標準報酬月額71万円に相当する



                      

  

保険料が控除されていたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、厚生年金保険の適用事業所

ではなくなった後に、申立人に係る申立期間の標準報酬月額を遡って減額訂正する合理

的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の申立期

間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 53 万円に訂正する

ことが必要である。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11441             

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年４月から 54 年３月までの期間、同年８月から 56 年３月までの期

間、同年 10 月から 57 年６月までの期間、同年 10 月から 61 年３月までの期間及び 62

年４月から平成元年９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 52年４月から54年３月まで 

             ② 昭和 54年８月から56年３月まで 

             ③ 昭和 56年10月から57年６月まで 

             ④ 昭和 57年10月から61年３月まで 

             ⑤ 昭和 62年４月から平成元年９月まで 

私は、平成元年のお盆休みに帰省した際に母から未納の国民年金保険料を納付する

ように言われ、100 万円を受け取り、それまで未納だった保険料を遡って全て納付し

たはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続後は国民年金の保険料をあまり納

付しておらず、平成元年に帰省した際に、母親から未納となっていた保険料を納付する

ために100万円を受け取り、同年８月に遡って申立期間の保険料を納付したと説明して

いるが、当該納付したとする時点では、申立期間①、②、③、④及び申立期間⑤のうち

の昭和 62 年４月から同年６月までの期間の保険料は時効により納付することができな

い期間であること、申立期間⑤の直前の昭和 61 年度の申請免除期間の保険料を平成４

年３月 11 日に追納していることがオンライン記録で確認でき、当該追納時点では申立

期間の全部が時効により保険料を納付することができない期間である。 

また、申立人は、保険料を遡って納付したのは年金の受給資格期間を満たすためだっ

たと説明しているが、申立人が遡って納付したとする元年８月時点では、60 歳に到達

するまで保険料を納付すれば納付月数は 306か月となり受給資格期間を満たすことが可



                      

  

能であり、受給資格期間を満たすために遡って納付しなければならない状況にはなかっ

た。 

さらに、申立人は、当該納付をしたとする時点以後は定期的に保険料を納付していた

と説明しているが、平成元年 10月から同年12月までの期間及び２年２月及び同年３月

の保険料を過年度納付していること、及び平成３年度の保険料を３年５月 31 日に免除

申請して保険料を免除され、その後４年６月４日に当該免除の取消が行われていること

がオンライン記録で確認でき、当該納付をしたとする時点から定期的に保険料を納付し

ていた状況も見られないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11442（事案9004の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年５月から 41年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年５月から41年３月まで 

私は、昭和 36 年４月から町会長でもあるアパートの大家に、夫婦二人分の国民年

金保険料を家賃及び町会費と一緒に納付してきた。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

本件申立てについては、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は２回

払い出されており、１回目の手帳記号番号は、昭和 36 年１月頃に母親及び兄と連番で

実家所在地の村で払い出されていることが払出簿から確認でき、当該手帳記号番号では

申立期間直前の同年４月分の保険料の納付記録しかないことが被保険者台帳から確認で

きるほか、当該被保険者台帳の記載から、被保険者台帳は、42 年９月 11 日に申立人の

実家所在地を管轄する社会保険事務所（当時）から一時申立人の夫の実家所在地を管轄

する社会保険事務所に移管され、その後 43年４月15日に上記の県内の区を管轄する社

会保険事務所に移管されていることが確認でき、同時点まで、申立人は上記県内の区で

当該手帳記号番号の被保険者として把握されていなかったと考えられる。また、二つ目

の手帳記号番号は、申立期間後の昭和 41 年８月頃に夫と連番で上記県内の区で払い出

されていることが払出簿から確認でき、当該払出時点では申立期間の大部分は時効によ

り保険料を納付することができない期間であること、当該払出簿の夫の手帳記号番号欄

には「重複」「取消」及び「廃棄」の記載があり、夫については、当該払出時点まで以

前に居住していた区で既に払い出された手帳記号番号で保険料を納付していたことから、

取消等の処理がなされたと考えられるが、申立人については、上記のとおり、当該払出

時点まで被保険者として把握されておらず、保険料が未納であったことから夫と同様の

処理が行われなかったと考えられることなど、申立人が申立期間の保険料を納付してい



                      

  

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらないとして、既に当委員会の決定に基づき平

成22年11月17日付けで年金記録の訂正は必要ではないとする通知が行われている。 

 これに対して申立人は、前回の申立てと同様、昭和 36 年４月から当時居住していた

区で夫婦二人分の保険料を国民年金の加入を勧めたとする町会長に納付していたと主張

しているが、36 年１月に払い出された 1 回目の手帳記号番号の被保険者台帳には、昭

和 38年度及び 39年度欄に「時効消滅」の押印があり、備考欄に、43年４月 15日に申

立期間当時居住していた県内の区を管轄する社会保険事務所に被保険者台帳が移管され

た旨が記載され、及び欄外に「不在被保険者」と記載されていることが確認でき、申立

人は 36 年４月分の保険料を納付した後、申立期間当時に居住していた区で当該手帳記

号番号の被保険者として把握されておらず、不在被保険者として扱われていたと考えら

れること、申立人は 37 年４月＊日に婚姻しているが、国民年金の氏名変更、住所変更

等の手続を行った記憶が曖昧であることなど、申立人の主張は委員会の当初の決定を変

更すべき新たな事情とは認められず、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな

事情も見当たらないことから、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11443             

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46年 11月から 47年７月までの期間、48年２月から同年８月までの期

間、50年６月から 51年８月までの期間、57年５月から同年９月までの期間、平成２年

２月及び同年３月の国民年金付加保険料については、納付していたものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和46年11月から47年７月まで 

             ② 昭和 48年２月から同年８月まで 

             ③ 昭和50年６月から51年８月まで 

             ④ 昭和 57年５月から同年９月まで 

             ⑤ 平成２年２月及び同年３月 

私は、国民年金の付加保険料の納付制度が発足した当初に、区の職員から勧められ

て付加保険料の納付の申出をして、付加保険料を納付したはずである。申立期間の付

加保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金付加保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、申立人は、区の職員に勧められ、元妻と離婚した昭和 46 年頃

に厚生年金保険から国民年金への切替手続をした際に、付加保険料の納付の申出をし、

付加保険料を納付していたと説明しているが、申立期間①、②、③及び④については、

申立期間④の翌年の 58年11月９日に作成された年度別納付状況リストでは、申立人は、

「附加申出年月」欄が空欄になっており、「納付方法」欄には定額保険料の３か月ごと

の納付を示す記号の記載が確認できる一方、申立人の妻は、当該リストでは、「附加申

出年月」欄に「5405」と記載されており、54 年５月に付加保険料の納付の申出をした

ことが確認できるほか、「納付方法」欄には、定額保険料及び付加保険料の３か月ごと

の納付を示す記号の記載が確認できることから、申立人は当該リスト作成時点で付加保

険料の納付の申出をしていなかったと考えられること、申立期間③直後の 51 年９月分

の保険料1,400円が52年１月 22日に還付されていることが、還付・充当・死亡一時金



                      

  

等リスト及び還付整理簿から確認でき、当該納付済みの額は定額保険料額であることな

ど、申立人がこれらの期間の付加保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

申立期間⑤については、婚姻後は付加保険料を一緒に納付していたとする申立人の妻

も、当該期間は定額保険料のみの納付であり、付加保険料の納付の申出をした記録は無

いこと、オンライン記録では申立人は平成９年７月８日に付加保険料の納付の申出をし

ていることは確認できるが、当該期間の付加保険料の納付の申出をした記録は無いこと

など、申立人が当該期間の付加保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の付加保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11446（事案4316の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 大正14年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年４月から40年３月まで 

 私たち夫婦の国民年金保険料は、国民年金制度発足当初から私の妻が集金人に継続

して納付していた。未納の期間が残っていたとしても、未納の保険料は昭和 47 年に特

例納付で全額納付したはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立期間に係る申立てについては、申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の

記号番号が払い出された時点では、申立期間の過半は時効により保険料を納付すること

ができない期間であるほか、申立人の妻は、申立期間の保険料が未納となっていた場合

に納付したとする昭和 47 年の特例納付に関する記憶が曖昧であるなど、申立人の妻が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらないとして、既

に当委員会の決定に基づき平成 21 年５月 20 日付けで年金記録の訂正は必要でないとす

る通知が行われている。 

これに対して申立人の妻は、昭和 47 年４月から同年９月までの期間及び 48 年１月か

ら同年３月までの期間の保険料の領収証書を新たに提出し、特例納付のために 47 年に納

付した保険料の一部は、現年度納付で既に納付済みとなっている 47 年度の保険料として

誤記されたため、同年度は特例納付と現年度納付の重複納付になっていると主張してい

るが、特殊台帳で確認できる特例納付による納付期間は 43 年度１年分のみであること、

47 年度の保険料は制度上、第１回特例納付では納付できず、申立人の所持する領収証書

でも市役所窓口又は金融機関において現年度納付していることが確認でき、47 年度の保

険料は重複納付したものとは認められないこと、申立期間は特殊台帳でも未納と記録さ

れていることなどのほか、申立人の希望により実施した口頭意見陳述においても、委員



                      

  

会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、申立人が、申立期間

の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11447（事案4315の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：    

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年４月から40年３月まで 

 私たち夫婦の国民年金保険料は、国民年金制度発足当初から私が集金人に継続して

納付していた。未納の期間が残っていたとしても、未納の保険料は昭和 47 年に特例納

付で全額納付したはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立期間に係る申立てについては、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号

番号が払い出された時点では、申立期間の過半は時効により保険料を納付することがで

きない期間であるほか、申立人は、申立期間の保険料が未納となっていた場合に納付し

たとする昭和 47 年の特例納付に関する記憶が曖昧であるなど、申立人が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらないとして、既に当委員会の

決定に基づき平成 21 年５月 20 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行わ

れている。 

これに対して申立人は、昭和 47 年４月から同年９月までの保険料の領収証書を新たに

提出し、特例納付のために 47 年に納付した保険料の一部は、現年度納付で既に納付済み

となっている 47 年度の保険料として誤記されたため、同年度は特例納付と現年度納付の

重複納付になっていると主張しているが、特殊台帳で確認できる特例納付による納付期

間は 43 年度１年分のみであること、47 年度の保険料は制度上、第１回特例納付では納

付できず、申立人の所持する領収証書でも市役所窓口において現年度納付していること

が確認でき、47 年度の保険料は重複納付したものとは認められないこと、申立期間は特

殊台帳でも未納と記録されていることなどのほか、申立人の希望により実施した口頭意

見陳述においても、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことか



                      

  

ら、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11448                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42年８月から 43年７月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：   

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年８月から43年７月まで              

私は、妹に勧められて昭和 42年８月22日に国民年金に任意加入し、以後の国民年

金保険料を全て納付してきた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は昭和 42年８月22日に国民年金の任意加入手続を行った

と説明しているが、申立人が所持する年金手帳には、任意加入日が「43 年８月 22 日」

と記載され、申立期間は国民年金に任意加入する前の未加入期間であるため保険料を納

付することができない期間である。 

また、申立人は昭和 43年８月22日に発行された国民年金手帳を所持しており、申立

期間を含む 42年４月から 43年７月までの期間の印紙検認記録欄には斜線が引かれてい

るほか、申立人は上記の手帳以外の手帳を受け取ったことはないと説明しており、申立

期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11449 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年４月及び同年５月の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年４月及び同年５月 

    私は、国民年金の加入手続に市役所に行ったとき、市役所の職員から国民年金保険

料の未納分を全額納付しないと第３号被保険者の手続はできないと言われたため、未

納となっていた保険料の納付書を作成してもらい、全額納付した。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成５年７月頃に払い出され

ており、当該払出時点では申立期間は時効により保険料を納付することができない期間

であるほか、申立人は上記の年金手帳以外に別の年金手帳を所持していた記憶は無いと

説明しており、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

また、申立期間直後の平成３年６月及び同年７月分の保険料は５年７月 19 日に過年

度納付されていることがオンライン記録で確認でき、当該納付時点では申立期間は時効

により保険料を納付することができない期間であるなど、申立人が申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11452 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60年４月から 61年６月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和34年生 

住    所 ：  

 

 ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年４月から61年６月まで 

私は、昭和 62 年４月に当時居住していた区の出先機関で国民年金の加入手続を行

い、過去２年分の国民年金保険料を遡って一括で納付した。申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）が無く、申立人は、昭和 62 年４月に国民年金の加入手続を行ったと説明して

いるが、申立人の国民年金手帳の記号番号は、63 年８月に払い出されており、当該払

出時点では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間である。 

また、申立人は、国民年金の加入手続を行った場所は当時居住していた区の出先機関

であったと説明しているが、申立人は、国民年金の加入手続を行ったとする時期に当該

区で住民登録はされていなかったことが戸籍の附票で確認でき、このことから、申立人

が加入手続を行ったとする時点では当該区で国民年金の加入手続を行うことができなか

ったと考えられる。 

さらに、申立人が国民年金の加入手続を行ったとする時期に申立人に対して別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立人が申

立期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11453 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47年２月から 52年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年２月から52年３月まで 

    私は、母が私の 20 歳からの国民年金保険料を納付したと母から聞いている。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は、第３回特例納付実施

期間中の昭和53年10月に払い出されており、手帳記号番号が申立人と同日に払い出さ

れている申立人の両親は、当該払出時点で 60 歳に到達するまで保険料を納付したとし

ても年金の受給資格期間を満たさないことから受給資格期間を満たすために必要となる

納付月数分の保険料を特例納付等により遡って納付していることが特殊台帳等で確認で

きるが、申立人は、当該払出時点で、60 歳に到達するまで保険料を納付すれば受給資

格期間を満たしており、特例納付等をしなければならない状況にはなかったほか、申立

期間の保険料を納付したとする母親は、申立人の保険料を自身及び父親と同じように遡

って納付した記憶が無く、保険料の納付時期、納付方法及び納付額に関する記憶が曖昧

である。 

また、申立期間当時に申立人に対して別の手帳号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらないなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付したことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11455 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58年４月から 63年６月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和58年４月から63年６月まで 

    私は、昭和 63年11月に実家に戻り、金銭的な余裕ができた頃、市役所から「過去

の未納分の国民年金保険料を納付できる。」という通知をもらい、毎月の保険料とは

別に２年くらいの間におよそ３回に分けて、それまで未納だった保険料を納付した。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 63 年 11 月に実家に戻り、金銭的な余裕ができた頃、市役所から

『過去の未納分の国民年金保険料を納付できる。』という通知をもらい、毎月の保険料

とは別に２年くらいの間におよそ３回に分けて、それまで未納だった保険料を納付し

た。」と主張している。 

しかしながら、申立人の国民年金の手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿に

よれば、平成元年 12 月頃に払い出されていることが推認できる。また、申立人は、

「現在所持する年金手帳以外の手帳を所持した記憶は無い。」と述べており、当該手帳

記号番号の払出しの時点より前に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる

事情は見当たらない。これらのことから、申立期間のうち、昭和58年４月から62年９

月までの期間は、当該手帳記号番号の払出しの時点において、時効により保険料を納付

することができない期間である。 

また、申立期間直後の昭和 63 年７月から同年９月までの期間の保険料は、オンライ

ン記録によれば、時効期限直前の平成２年 10 月に過年度納付されていることが確認で

きることから、申立期間の保険料は、当該過年度納付時点で、時効により納付すること

ができない。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無い上、申立人は、加入手続を行った時期及び申立期間の保険料の納付



                      

  

金額、納付時期の記憶が曖昧である。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11456 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57年１月から平成２年２月までの期間、３年10月から５年３月までの

期間及び同年６月から９年８までの期間の国民年金保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和37年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 57年１月から平成２年２月まで 

             ② 平成３年10月から５年３月まで 

             ③ 平成５年６月から９年８月まで 

私は、24歳の昭和 61年頃に、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行い、20歳のとき

まで遡って国民年金保険料を納付することができると言われ、同市Ｂ出張所の窓口で

それまで未納であった保険料を納付したはずである。また、61 年頃に行った加入手

続以降の申立期間の保険料は６回くらいに分けて同出張所で納付してきた。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「私は、24 歳の昭和 61 年頃に、Ａ市役所で国民年金の加入手続を行い、

20 歳のときまで遡って国民年金保険料を納付することができると言われ、同市Ｂ出張

所の窓口でそれまで未納であった保険料を納付したはずである。また、61 年頃に行っ

た加入手続以降の申立期間の保険料は６回くらいに分けて同出張所で納付してきた。｣

と主張している。 

しかしながら、申立人の国民年金手帳の記号番号は、オンライン記録によれば、昭和

62 年４月頃に払い出されていることが推認でき、当該手帳記号番号の払出しの時点よ

り前に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。これ

らのことから、申立期間①のうち、57 年１月から 59 年 12 月までの期間は、当該手帳

記号番号の払出しの時点において、時効により保険料を納付することができない期間で

ある。 

その上、申立人は、「私が最初に遡って納付した保険料の納付金額は、月１万 4,000

円台だった。」と述べているが、申立期間①当時の実際の保険料月額と大きく相違して



                      

  

いる。 

また、申立期間①のうちの加入手続以降の期間並びに申立期間②及び③については、

申立人は、「加入手続以降の申立期間の保険料は、６回くらいに分けてＢ出張所で納付

してきた。」と主張しているが、申立人の手帳記号番号が払い出された昭和 62 年４月

以降の申立期間は、104 か月間にわたる長期間であり、申立人が記憶する納付回数では、

現年度納付及び過年度納付により保険料を納付することは困難であったものと推認でき

る。その上、申立期間当時、Ｂ出張所において過年度保険料を納付することはできない。 

さらに、オンライン記録によれば、申立期間③の直後の平成９年９月から 10 年３月

分の保険料は、時効直前の 11 年 10 月 28 日に納付されていることが確認でき、当該納

付時点においては、申立期間③の保険料は時効により納付することができない。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無い上、申立人は、申立期間②及び③に係る厚生年金保険から国民年金

への切替手続や申立期間に係る保険料の納付の記憶が曖昧である。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11457 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年 11 月から７年３月までの期間及び８年３月から９年３月までの期

間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成４年11月から７年３月まで 

             ② 平成８年３月から９年３月まで 

私の母は、平成８年４月頃に私の国民年金の加入手続を行い、私の申立期間①の国

民年金保険料を遡ってまとめて納付するとともに、申立期間②の保険料も合わせて一

括して納付してくれた。申立期間①及び②の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私の母は、平成８年４月頃に私の国民年金の加入手続を行い、申立期間

①の国民年金保険料を遡ってまとめて納付するとともに、申立期間②の保険料も合わせ

て一括して納付してくれた。」と主張しており、申立人の国民年金の手帳記号番号は、

オンライン記録によれば、平成８年４月頃に払い出されていることが推認できることか

ら、申立人が主張する加入手続の時期と符合する。なお、当該手帳記号番号の払出しの

時点より前に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たら

ない。 

しかしながら、申立期間①については、当該期間のうち、平成４年 11 月から６年２

月までの期間は、前述の手帳記号番号の払出しの時点において、時効により保険料を納

付することができない期間であることから、申立期間①の保険料を遡ってまとめて納付

したとする申立人の主張に整合性が見られない。なお、申立人は、「申立期間①の期間

は学生であった。」と述べているが、当時実家で同居し申立人と同様に学生であった兄

も、当該期間の保険料が未納となっている。 

申立期間②については、オンライン記録によれば、平成９年７月に過年度納付書が作

成されたことが確認でき、また、申立期間②の前後の期間である７年４月から８年２月

までの期間及び９年４月から現在までの期間は、厚生年金保険の加入期間であることか



                      

  

ら、当該過年度納付書の作成時点において、申立期間②において保険料の未納期間が存

在していたことが推認される。これらのことを踏まえると、８年４月頃に申立期間②の

保険料を申立期間①の保険料と合わせて一括して納付したとする申立人の主張に整合性

が見られない。その上、申立期間②は、９年１月の基礎年金番号制度が導入された後の

期間が含まれており、当該期間は保険料の収納事務に係る電算化の進展により、当時の

記録管理の信頼性は高いと考えられることから、申立期間②において記録漏れや記録誤

りが発生するとは考え難い。 

また、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入手続及び当該期間の保険料の納付に

関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続を行い保険料を納付していたとする申立

人の母親は、「国民年金の加入手続及び保険料の納付については憶
おぼ

えていない。」と

述べており、申立人の当該期間に係る保険料の納付状況等を確認することができない。 

このほか、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料をしていたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11458                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年７月から２年 10 月までの期間、３年６月及び４年３月の国民年金

保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成元年７月から２年10月まで 

             ② 平成３年６月 

             ③ 平成４年３月 

私の母は、私が 20 歳になった平成元年＊月に私の国民年金の加入手続を行い、私

の申立期間に係る国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私の母は、私が 20 歳になった平成元年＊月に私の国民年金の加入手続

を行い、私の申立期間に係る国民年金保険料を納付してくれていた。」と主張している。 

しかしながら、申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号は、オンラ

イン記録によれば、平成３年 10 月頃に払い出されていることが推認できる。また、申

立人は、｢現在所持している年金手帳は、結婚したときに母からもらったものであり、

別の手帳は無い。｣と述べており、当該手帳記号番号の払出しの時点より前に別の手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。これらのことか

ら、申立期間①のうち、平成元年７月及び同年８月は、当該手帳記号番号の払出しの時

点において、時効により保険料を納付することができない期間である。その上、申立期

間①の直後の平成２年 11月の保険料は、オンライン記録によれば、４年12月に過年度

納付されていることが確認できることから、申立期間①は、当該過年度納付時点で時効

により保険料を納付することができない。 

申立期間②及び③については、前述の手帳記号番号の払出しの時点からみて保険料の

納付は可能であるものの、申立期間②及び③のそれぞれの直前の期間である平成２年

11 月から３年５月までの期間及び３年７月から４年２月までの期間の保険料は、15 か

月であり、オンライン記録によれば、１か月ずつ 15 回に分けて納付されており、当該



                      

  

期間の保険料の時効期限又はその１か月前に過年度納付されていることが確認できるこ

とから、申立期間②及び③の保険料については、時効期限を超過したことにより納付す

ることができなかったものと考えるのが自然である。その上、オンライン記録では、当

該期間の保険料の納付年月日に係る記録も確認でき、申立期間②及び③の納付記録のみ

に遺漏があったとは考え難い。 

さらに、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料(家計

簿、確定申告書等)が無い。 

このほか、申立人の母親が申立期間に係る保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたもの認めることはできない。 

 

 

 



                      

  

東京国民年金 事案11459 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年９月から 48 年 12 月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年９月から48年12月まで 

私の父は、私が 20歳になった昭和42年＊月にＡ区役所で私の国民年金の加入手続

を行い、私が結婚する前の 48年12月までの期間に係る私の国民年金保険料を納付し

てくれていた。申立期間のうち、42 年９月から 44 年３月までの期間が国民年金に未

加入で保険料が未納とされ、44 年４月から 48 年 12 月までの期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私の父は、私が 20歳になった昭和42年＊月にＡ区役所で私の国民年金

の加入手続を行い、私が結婚する前の 48年12月までの期間に係る私の国民年金保険料

を納付してくれていた。」と主張している。 

しかしながら、申立人の国民年金手帳の記号番号は、オンライン記録によれば、Ｂ市

で昭和 57 年９月頃に払い出されていることが推認でき、当該手帳記号番号の払出しの

時点より前に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たら

ない。これらのことから、申立期間は、当該手帳記号番号の払出しの時点において、時

効により保険料を納付することができない期間である。 

また、申立期間のうち、昭和 42年９月から44年３月までの期間は、オンライン記録

によれば、国民年金に加入していない期間であり､当該加入していない期間は、制度上、

保険料を納付することができない期間である。 

また、申立人は、「私の姉の保険料も父が納付しており、申立期間について姉の自身

の保険料が納付されていることから、父は、私の保険料も納付してくれていたはずであ

る。」と述べているものの、申立人の姉の申立期間に係る保険料の納付は、オンライン

記録によれば、申立人が申立期間当時居住していたＡ区で払い出された手帳記号番号に

よるものではなく、姉が婚姻後にその夫と連番で払出しを受けた別の手帳記号番号によ



                      

  

るものであることが確認できることから、上記の申立人の説明をもって申立人の父親が

申立期間の保険料を納付していたとは考え難い。 

加えて、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無い。その上、申立人は、申立期間の加入手続及び保険料の納付

に関与しておらず、申立人の加入手続を行い､申立期間の保険料を納付していたとする

申立人の父親から､その納付状況等を聴取することができないため、当該納付状況等を

確認することはできない。 

このほか、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11464                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56 年 11 月から 62 年９月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和56年11月から62年９月まで 

私は、再就職先の会社が厚生年金保険に加入していなかったので、国民年金に加入

した。国民年金保険料は自分で負担し、母に納付を依頼していた。申立期間が国民年

金に未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は国民年金の再加入手続の時期及び保険料額に関する記憶

が曖昧である。 

また、申立人は、２か月ごとに送付されてきた納付書で、保険料を納付していたと説

明しているが、申立人が申立期間当時住民登録していた市では、３か月ごとに保険料を

納付する様式の納付書を発行していたと説明していること、申立人は、母親が実家近く

の郵便局で保険料を納付していたと説明しているが、同市では、申立期間当時、保険料

を郵便局で納付することはできなかったと説明していること、申立人が所持する年金手

帳に申立期間が被保険者期間であった旨の記載は無く、申立期間は未加入期間であり、

制度上、保険料を納付することができない期間であるなど、申立人が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11465 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56年４月から 61年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和33年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和56年４月から61年３月まで 

私は、昭和 58 年１月に国民年金の加入手続を行い、その際に、未納となっていた

約２年分の保険料を遡って納付したはずである。その後は金融機関で毎月保険料を

納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、昭和 58 年１月に国民年金の加入手続を行ったと説明

しているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の 63 年１月頃に払い出

されており、当該払出時点で申立期間のうち 60 年９月以前の期間は、時効により保険

料を納付することができない期間であること、61 年１月から同年３月までの期間の保

険料は 63 年５月に納付されたが、時効期間経過後の納付のため同年３月の保険料に充

当されたことがオンライン記録で確認できること、申立人は、国民年金に加入した際に

受け取ったとする年金手帳を１冊所持しているが、別の年金手帳を受領、所持した記憶

は無いと説明しており、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も見当たらないことなど、申立人が申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11466 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成２年９月及び７年３月から同年８月までの期間の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和41年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成２年９月 

② 平成７年３月から同年８月まで 

私の父は、私の国民年金の加入手続を行い、私が結婚するまで国民年金保険料を

納付してくれていたはずである。結婚後は、妻から保険料を納付していたと聞いて

いる。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親及び妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に

関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行っていたとする父

親から当時の状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人が所持する年金手帳には申立期間が被保険者期間であった旨の記載は無

く、申立期間は平成 13年７月 30日に国民年金の加入期間として記録追加されたことが

オンライン記録で確認でき、申立期間当時は未加入期間であり、制度上、保険料を納付

することができない期間であるほか、当該記録追加時点でも申立期間は時効により保険

料を納付することができない期間である。 

さらに、申立期間①については、申立人は、父親が実家のある市で再加入手続及び保

険料納付をしてくれていたはずであると説明しているが、当該期間当時申立人は実家所

在地の市から転出しており、転出先の区で自身で再加入手続及び保険料の納付をした記

憶は無いこと、申立期間②については、申立人の会社退職後の再加入手続及び保険料の

納付を行ったとする申立人の妻は、再加入手続の記憶が曖昧であることなど、申立人の

父親及び妻が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申



                      

  

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11471 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成６年４月から７年３月までの国民年金保険料については、免除されてい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年４月から７年３月まで 

私の父は、私が 20 歳になった大学生のときに、私の国民年金の加入手続を行い、

卒業するまで国民年金保険料の免除申請を行ってくれていた。申立期間の保険料が免

除とされていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す関連資料が無く、申

立人は、保険料の免除申請手続に関与しておらず、保険料の免除申請手続を行ったとす

る申立人の父親から当時の免除申請手続等について聴取することができないため、当時

の状況が不明である。 

   また、保険料の免除申請手続は、国民年金被保険者が居住する住所地で行う必要があ

り、申立期間の前の申請免除期間については、申立人の実家があり、申立人が当時居住

していた市において免除申請手続が行われたものと考えられるが、申立期間については、

申立人が申立期間当時に居住していた市の国民年金被保険者名簿によると、申立人は申

立期間直前の平成６年３月16日に実家のあった市から当該市に転入していることが確認

できるため、実家において申立期間の保険料の免除申請を行うことはできなかったもの

と考えられる。 

さらに、前記の被保険者名簿の検認記録欄には、申立期間前後の平成４年度、５年度

及び７年度には申請免除を示す「Ｍ」の記号が記載されているものの、申立期間には未

納を示すと考えられる「未」の記載が確認できるほか、オンライン記録でも、申立期間

前後の申請免除期間の免除申請日及び入力処理日は確認できるものの、申立期間に係る

免除の記録は無いなど、申立人が申立期間の保険料を免除されていたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申



                      

  

立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11472（事案346の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年 11 月から 53 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和31年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和51年11月から53年３月まで 

私の国民年金保険料を納付してくれていた母は、きちょうめんな性格なので、私の

申立期間の保険料を未納のまま放置することは考えられない。母が私の国民年金の加

入手続をしてくれた昭和 55 年６月は、特例納付を実施していた時期なので、区役所

の職員から指導されて申立期間の保険料を特例納付してくれたと考える。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、国民

年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母親

から納付状況等を聴取することが困難であるため、特例納付の納付金額、納付時期、納

付場所等が不明であり、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらないとして、既に当委員会の決定に基づき平成20年５月28日付けで

年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、自分の申立ては、平成21年11月発行の新聞に記載されていた年金記

録回復に係る新基準の要件に当てはまるのではないかと主張するが、当該措置は社会保

険事務所（当時）段階において年金記録回復の手続を行うことができる対象の拡大を図

るものではあるものの、保険料の特例納付に係る申立てについては当該措置の対象とさ

れていない。 

また、申立人は、母親が申立期間の保険料を特例納付することが可能な経済状態であ

ったことを証明するため、昭和 54年 11月 14日から 55年 11月７日までの期間の入出

金記録が記載された母親名義の預金通帳の写しを提出しているが、当該通帳に記載され

ている支払金額には具体的な使途が記載されておらず、申立人の国民年金手帳の記号番



                      

  

号が払い出され、第３回特例納付の実施期間の最終月であった 55 年６月とその前月の

支払金額を見ても、申立期間の保険料を特例納付した場合の納付金額に相当する金額の

記載は無いなど、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、その他

に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が、申

立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11474 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年 11 月から 60 年６月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和34年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年11月から60年６月まで 

私は、自分の子供が幼かった昭和 58年か59年頃に、厚生年金保険の資格を喪失し

た57年11月以降の国民年金保険料を遡って納付し年金をつなげるようにという書類

が送られてきたので、国民年金の加入手続を行い、保険料を納付した。その後も、夫

が 62 年６月に就職するまで、定期的に保険料を納付してきた。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「昭和 58年か59年頃に厚生年金保険の資格を喪失した57年11月以降の

国民年金保険料を遡って納付し年金をつなげるようにという書類が送られてきたので、

国民年金の加入手続を行い、保険料を納付した。その後も、夫が 62 年６月に就職する

まで、定期的に保険料を納付してきた。」と主張している。 

しかしながら、申立人の国民年金手帳の記号番号は、オンライン記録によると、申立

期間より後の昭和 62 年９月頃に払い出されていることが推認できる。また、申立人は、

「申立期間当時、国民年金の手帳はもらっていない。」と述べており、当該手帳記号番

号の払出しの時点より前に、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをう

かがわせる事情は見当たらない。これらのことから、申立期間は、当該手帳記号番号の

払出しの時点において、時効により保険料を納付することができない期間である。なお、

当該手帳記号番号の払出しの時点において、時効期限内である申立期間直後の 60 年７

月から 61 年３月までの期間の保険料は、オンライン記録によると、過年度納付されて

いることが推認できる。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人が納付していたとする保険料の金額は、申立期間の保険料

額と相違する。 



                      

  

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11475 

             

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55年５月、58年３月から同年５月までの期間及び 60年９月から 61年

６月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 55年５月 

             ② 昭和 58年３月から同年５月まで 

                          ③ 昭和60年９月から61年６月まで 

    私は、会社を辞める都度、区役所で国民年金の加入手続を行った。国民年金保険料

は送られてきた納付書で、どこで納付したかはよく覚えていないが納付してきた。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「会社を辞める都度、区役所で国民年金の加入手続を行い、送られてきた

納付書で、どこで納付したかよく覚えていないが国民年金保険料は納付した。」と主張

している。 

しかしながら、申立人の国民年金手帳の記号番号は、オンライン記録によると、平成

６年１月頃に払い出されたものと推認でき、また、申立人は現在所持する年金手帳のほ

かに年金手帳を所持した記憶が無く、申立人に対して別の手帳記号番号が払い出された

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人の申立期間①、②及び③に係る国民年金の被保険者資格の得喪記録は、

オンライン記録によると、前述の手帳記号番号が払い出された時期と同時期である平成

６年１月に追加され、当該期間が保険料の未納期間として整備されたものであることが

確認できる。これらのことから、当該期間は、当該記録の整備の時点より前においては、

国民年金に加入していない期間であったことが推認でき、当該加入していない期間は、

制度上、保険料を納付することができない期間である。 

加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は当該期間の保険料の納付場所及び納付金額の記憶が曖昧



                      

  

である。 

このほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情は

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11476 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 10年４月から 11年１月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和53年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成10年４月から11年１月まで 

    私の申立期間の国民年金保険料は、母に保険料を出してもらい、私か母が３か月分

くらいずつまとめて金融機関で納付した。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間の国民年金保険料は、私か母が３か月分くらいずつまとめて金

融機関で納付した。」と主張している。また、申立人の基礎年金番号は、オンライン記

録によると、二つの番号が確認でき、一つは平成 10 年３月に付番された番号（以下

「番号Ａ」という。）であり、他の一つは厚生年金保険に加入したことを契機に 11 年

２月に付番された番号（以下「番号Ｂ」という。）であり、いずれの番号でも申立期間

の保険料を現年度納付することは可能である。 

しかしながら、番号Ａについては、オンライン記録によれば、国民年金被保険者資格

取得届を提出していない者に対して、職権により国民年金の被保険者として適用を行い、

年金手帳を送付した場合に表示される「手帳送付者」の記載が確認できる上、申立人及

びその母親は、「現在所持する番号Ｂが記載された年金手帳以外に手帳を所持した記憶

は無い。」と述べている。その上、申立人は、申立期間の保険料の納付時期、納付金額

等の納付状況に関する記憶が曖昧であるなど、申立人が番号Ａによって申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

また、番号Ｂについては、オンライン記録によると、申立期間直後に取得した厚生年

金保険の被保険者資格を平成 12 年８月に喪失したことを勧奨事象とする未適用者一覧

表（最終）が 14年８月に作成され、当該勧奨に基づく国民年金の被保険者資格は15年

１月に記録追加されており、当該記録追加直後の同年２月において、遡って納付するこ

とが可能であった時効期限直前の 13 年１月分の保険料が納付されていること確認でき



                      

  

ることから、申立期間は、当該保険料の納付時点において、時効により保険料を納付す

ることができない期間である。 

さらに、申立期間は、平成９年１月に基礎年金番号制度が導入された後の期間であり、

保険料の収納事務に係る電算化の進展により当時の記録管理の信頼性は高いと考えられ

ることから、申立人の記録が抜け落ちるとは考え難い。 

加えて、申立人及びその母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人及びその母親が保険料を納付したとする金融

機関であるＣ銀行Ｄ支店は、申立期間の納付状況を確認できる関連資料等について、

「保存期間が経過しているため確認できない。」と回答していることから、申立人の申

立期間に係る保険料の納付状況について確認することができない。 

このほか、申立人及びその母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11477 

                              

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 11年９月、同年 10月及び13年８月から14年１月までの期間の国民年

金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和51年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 11年９月及び同年10月 

② 平成13年８月から14年１月まで 

私の申立期間①に係る国民年金保険料については、督促状が届いたので、故郷の実

家の母が納付してくれていた。申立期間②に係る保険料については、督促状が郵送さ

れ、その中に入っていた金融機関の納付用紙で平成 17 年９月頃に、私が金融機関の

窓口で保険料を間違いなく納付した。申立期間①及び②の保険料が未納とされている

ことに納得できない。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「私の申立期間①に係る国民年金保険料については、督促状が届いたので、

故郷の実家の母が納付してくれていた。申立期間②に係る保険料については、督促状が

郵送され、その中に入っていた金融機関の納付用紙で平成 17 年９月頃に、私が金融機

関の窓口で保険料を間違いなく納付した。」と主張している。また、申立人の国民年金

手帳の記号番号は、オンライン記録によると、８年９月頃に払い出されていることから、

申立期間①及び②は、保険料を納付することが可能な期間である。 

しかしながら、申立期間①について、申立人は、「当時、仕事の関係で故郷を離れて

働いていた。」と述べており、申立人は保険料の納付に関与しておらず、また、申立期

間①の保険料を納付してくれたとする母親は、「督促状が届いたので納付した。」と述

べているものの、保険料の納付時期、納付方法等の記憶は曖昧である。なお、申立期間

①より前の平成 11年３月分の保険料は同年９月13日に過年度納付されていることが確

認でき、母親の督促状による納付の記憶は当該保険料の納付であることも考えられる。 

また、申立期間②について、申立人は、「平成 17 年９月頃に、私が間違いなく納付

した。」と主張しているが、申立期間②は、申立人が納付したと主張する 17 年９月の

時点においては、時効により保険料を納付することができない期間である。 



                      

  

さらに、申立期間は、平成９年１月に基礎年金番号制度が導入された後の期間であり、

保険料の収納事務に係る電算化の進展により当時の記録管理の信頼性は高いと考えられ

ることから、申立人の記録が抜け落ちるとは考え難い。 

加えて、申立人及びその母親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無い。 

このほか、申立人及びその母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11478 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 11年２月から 12年３月までの国民年金保険料については、免除されて

いたものと認めることはできず、14 年４月から 15 年３月までの保険料については、学

生納付特例により納付猶予されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和54年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 11年２月から12年３月まで 

             ② 平成 14年４月から15年３月まで 

私は、大学在学中に国民年金に加入し、平成 15 年４月に就職して厚生年金保険に

加入するまで、区役所で毎年国民年金保険料の免除申請を行っていた。申立期間の保

険料が免除及び学生納付特例とされておらず、未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間①の国民年金保険料を免除されていたこと、及び申立期間②の保険

料を学生納付特例により納付猶予とされていたことを示す関連資料が無く、申立人は免

除申請及び学生納付特例申請に係る手続及び承認通知書に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人が申立期間当時に居住していた区では、同区の電算情報によると、申立

期間①については、申立人が、学生納付特例の申請を行った平成12年７月より前に免除

申請を行った記録は確認できないとしており、申立期間②については、14年10月10日に

申立人に対して文書により学生納付特例申請の再勧奨を行った旨の特記事項があるもの

の、それ以降の記録が無いことから、申立人は学生納付特例の申請を行ったが、書類不

備等があったために再勧奨が行われ、その後、当該申請が行われなかったものと考えら

れるとしている。 

さらに、申立人は、平成14年３月に大学を卒業したと説明していることから、申立期

間②は学生納付特例の対象期間にならないなど、申立期間①の保険料が免除されていた

こと、及び申立期間②の保険料が学生納付特例により納付猶予されていたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間①の国民年金保険料を免除され、申立期間②の保険料を学生納付特例に



                      

  

より納付猶予されていたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11479 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年 10 月から７年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  平成６年 10月から７年３月まで 

私の母は、私が 20 歳のときに私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を

納付してくれていたはずである。私は、短期大学を卒業し、申立期間直後の平成７年

４月に就職した際には、国民年金から厚生年金保険への切替手続も行ったはずである。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の保険料の納

付に関与しておらず、加入手続を行い、保険料を納付していたとする母親は、申立人の

弟については、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関する記憶があるものの、申立

人については、それらの記憶が曖昧である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された記録は確認できず、申立人の

基礎年金番号は、申立人が申立期間後に加入した厚生年金保険の記号番号が平成９年１

月に付番されたものであり、申立人は、申立期間当時、年金手帳を見たり、母親から年

金手帳を渡された記憶は無いと説明している。 

さらに、オンライン記録によると、申立期間に係る国民年金被保険者の資格取得及び

資格喪失の記録は、平成９年７月に追加されており、当該記録追加時点では、申立期間

の保険料は時効により納付することができない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11480 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46年２月から 49年３月までの期間及び 52年７月から 55年 12月まで

の期間の国民年金保険料については免除されていたものと認めることはできず、49 年

７月から 50 年３月までの期間、同年７月から 52 年３月までの期間、56 年４月から同

年６月までの期間、同年 10 月から 57 年９月までの期間、58 年１月から同年９月まで

の期間、59 年４月から同年９月までの期間、60 年１月から同年 12 月までの期間、61

年12月、62年３月から 63年３月までの期間、平成11年２月、同年３月、12年２月か

ら 13年３月までの期間、14年４月から同年 12月までの期間及び 17年１月の保険料に

ついては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等       

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46年２月から49年３月まで 

             ② 昭和 49年７月から50年３月まで 

             ③ 昭和 50年７月から52年３月まで 

             ④ 昭和 52年７月から55年12月まで 

             ⑤ 昭和 56年４月から同年６月まで 

             ⑥ 昭和56年10月から57年９月まで 

             ⑦ 昭和 58年１月から同年９月まで 

             ⑧ 昭和 59年４月から同年９月まで 

             ⑨ 昭和60年１月から同年12月まで 

             ⑩ 昭和 61年12月 

             ⑪ 昭和62年３月から63年３月まで 

             ⑫ 平成 11年２月及び同年３月 

             ⑬ 平成12年２月から13年３月まで 

             ⑭ 平成 14年４月から同年12月まで 

             ⑮ 平成 17年１月 

    私は、昭和 48 年９月頃に国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料は、私が渡

したお金で主に妻がいろいろな金融機関で納付してくれていた。申立期間①及び④は

免除申請をしたと思う。申立期間①及び④以外の保険料が未納とされ、申立期間①及



                      

  

び④の保険料が免除とされていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間①及び④の国民年金保険料を免除申請し、当該期間以外の申立期間

の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人

は、国民年金の加入手続の時期、場所、免除申請手続の時期、提出書類、免除期間、免

除承認通知書のほか、保険料を納付した期間及び納付額に関する記憶が曖昧であり、主

に保険料を納付していたとする妻は、免除申請及び保険料の納付額に関する記憶が曖昧

である。 

また、申立人が申立期間①及び④の保険料を申請免除されるためには、免除申請手続

を当該各期間において４回行う必要があるものの、申立人は当該手続をそれぞれ１回ず

つしか行っていないと説明しているなど、申立期間の保険料が免除されていたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立期間は 15 か所に及び、申立人の氏名及び戸籍の附票等で確認できる申

立人の住所に変更は無く、手帳記号番号も特定されている状況において、行政がこれほ

ど多数回の事務処理を誤ることは考え難いなど、申立人が申立期間①及び④の保険料を

免除申請し、申立期間①及び④以外の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間①及び④の国民年金保険料を免除とされ、申立期間①及び④以外の保険

料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11481 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49年４月から 52年９月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和49年４月から52年９月まで 

私は、私の母が、時期は定かでないが、私の国民年金の加入手続を行い、納付組合

に国民年金保険料を納付してくれていたと聞いた記憶がある。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の保険料の納

付に関与しておらず、加入手続を行い、保険料を納付していたとする母親から当時の納

付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和52年12月に払い出されており、当該

払出時点では、申立期間のうち、50年９月以前の期間については、時効により保険料を

納付することができない期間である上、同年10月から52年３月までの期間については、

当該払出時点から、保険料を過年度納付することが可能な期間ではあったものの、申立

人は遡って保険料を納付した記憶が曖昧であり、申立期間当時に申立人が居住していた

市では、納付組合は過年度に係る保険料の徴収業務は行っていなかったと説明している。 

さらに、申立期間当時、上記の市及び所轄社会保険事務所（当時）において、申立人

に対して、別の手帳記号番号が払い出された記録は確認できず、別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、母親が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11482 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年４月から 51年１月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

            

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  昭和45年４月から51年１月まで 

私の父は、私が 20歳になった昭和44年＊月頃に私の国民年金の加入手続を行い、

国民年金保険料を納付してくれていた。昭和 46 年＊月に父は亡くなったが、昭和 46

年度分の保険料は前納してくれており、昭和 47 年４月から私が婚姻するまでの期間

の保険料は、私が母の分と一緒に納付していた。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親及び申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間のうち昭和45年４月から47年３月ま

での期間については、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、

加入手続を行い、当該期間の保険料を納付していたとする父親から当時の納付状況等を

聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人は国民年金手帳の記号番号は、昭和61年10月頃に払い出されており、

当該払出時点では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間である。 

さらに、申立人は、昭和 61 年に区役所で、所持していた黄土色の年金手帳の年金記

録をオレンジ色の年金手帳に転記してもらった際、その黄土色の年金手帳を窓口職員に

回収されたと説明しているが、当該区では、年金手帳を国民年金被保険者から回収する

ことは考えられないと説明しており、申立期間当時、申立人が居住していた区及び所轄

社会保険事務所（当時）において、申立人に対して、別の手帳記号番号が払い出された

記録は確認できず、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらないなど、父親及び申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申



                      

  

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11483 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年８月から７年３月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年８月から７年３月まで 

私は、大学在学中は実家を離れて生活をしていたため、母が、実家の方で国民年金

の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていたはずである。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、母親は、申立人が 20 歳の頃に、自身が居住する市

の市役所で申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付していたと説明している

が、申立人の国民年金手帳の記号番号は、平成６年＊月頃に申立人が大学在学中に居住

していた市で払い出されているほか、申立人の母親は、申立人の保険料の納付状況に関

する記憶が曖昧であるなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、上記事情から、申立期間当時の保険料の納付書は、大学在学中の申立人の住所

に届いていたと考えられるが、申立人は、申立期間の保険料の納付場所、納付時期及び

納付金額等の保険料の納付に関する具体的な記憶が無いと説明しているなど、申立人が

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11484 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 12年４月から 13年２月までの国民年金保険料については、免除されて

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成12年４月から13年２月まで 

    私は、区の職員から、国民年金保険料を納付することが困難であれば、免除の申請

を行うことができると言われ申請免除の手続を行った。以後、毎年免除の申請を行っ

ていた。申立期間の保険料が免除とされていないことに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたことを示す関連資料が無く、申

立人は申立期間の申請免除の手続を行った時期の記憶が曖昧である。 

また、申立期間当時、保険料の申請免除の承認期間は年度単位となっており、申立人

が申立期間の保険料の免除申請を行っていたとすれば、その承認期間は平成 12 年４月

から 13 年３月までとなるが、申立期間直後の免除申請は 13 年４月 26 日に行われ、そ

の承認期間は 13 年３月から 14 年３月までとなっており、免除の始期が 13 年４月とな

っていないこと、14 年９月 24 日に納付書が作成されていることがそれぞれオンライン

記録で確認でき、申立期間直後の期間が申請免除となっていることから、当該納付書は、

未納であった申立期間の保険料に係る過年度の納付書であったと考えられるなど、申立

人が申立期間の保険料を免除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11485 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成９年９月から 10 年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年９月から10年３月まで 

    私は、会社を退職した平成９年７月に国民年金に加入し、申立期間の国民年金保険

料は 10 年 3 月頃に母にお金を渡して納付してもらうよう依頼した。母から同年４月

に「保険料は納付しておいたよ。」ということを聞いている。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付

していたとする母親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況

が不明である。 

   また、申立人は、当時母親にアルバイト収入から生活費、立て替えてもらっていた車

の購入代金の返済分及び申立期間の保険料を渡していたと説明しているが、渡していた

とする金額は生活費以外については記憶が曖昧であるなど、申立人の母親が申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11486 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年４月から 43年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年４月から43年３月まで 

    私は、国民年金保険料は１か月の未納期間もなく全て納付していた。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続の時期、保険料の納付頻度、納付

時期、納付場所及び納付金額に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の昭和 43 年５月頃に払い出さ

れており、当該払出時点で、申立期間のうち 41年４月から43年３月までの期間の保険

料は過年度納付により納付することが可能であったが、申立人には遡って保険料を納付

した記憶が無いこと、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情も見当たらないこと、手帳記号番号が連番で払い出されている申

立人の夫は、43 年８月 26 日に保険料を遡って納付しているが、これは年金の受給資格

期間（300 月）を満たすために納付したと考えられ、申立人には同様の事情が見られな

いことなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11487 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年３月及び同年 10 月から同年 12 月までの期間の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：① 昭和60年３月 

② 昭和60年10月から同年12月まで 

私は、昭和 60 年３月に会社を退職し、その退職した会社が私の国民年金の加入手

続をしてくれ、国民年金保険料は私が納付した。その後、60 年 10 月に会社を退職し

た際も会社が厚生年金保険から国民年金への切替手続をしてくれ、私は保険料を納付

していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の保険料の納付場所及び保険料額に関する記

憶が曖昧であり、申立人は、会社を退職した都度それまで勤めていた会社が厚生年金保

険から国民年金への切替手続を行ってくれていたと説明しているが、それらの会社の事

務担当者は、申立人の申立期間①及び②に係る国民年金への切替手続は行っていないと

している。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 63 年４月時点では、申

立期間①及び②はいずれも時効により保険料を納付することができない期間であり、申

立人に対して、申立期間当時に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情も見当たらないことなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11488 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年 12 月から 54 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和49年12月から54年３月まで 

    私が、20 歳になった頃、姉が母に国民年金に加入する話をした際に、私も国民年

金に入ったほうがよいと姉が母に勧めてくれたので、母が私の国民年金の加入手続を

し、私が就職するまでの国民年金保険料を近くの金融機関で納付してくれていた記憶

がある。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料(家計簿、

確定申告書等)が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間の保険料の納付に

関与しておらず、加入手続を行い、保険料を納付したとする母親から当時の納付状況等

を聴取することができないため、当時の状況が不明である。 

また、申立人の手帳記号番号は、第３回特例納付実施時期(昭和 53 年７月から 55 年

６月まで）である 54年10月に払い出されているが、申立人は、保険料を納付したとす

る母親から保険料を遡って納付したり、まとめて納付したという話を聞いた記憶は無い

としていること、申立人は、20 歳前後の 49 年＊月頃に姉が国民年金の加入手続をする

ので母親に申立人の加入を勧めたと説明しているが、姉は 51 年１月に国民年金に任意

加入していることが、オンライン記録で確認できることなど、申立人の母親が申立期間

の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、厚生年金保険の記号番号が記載されたオレンジ色の年金手帳１冊

と、同一の国民年金の記号番号が記載されたオレンジ色の手帳２冊を所持しており、こ

れら３冊のオレンジ色の年金手帳以外の年金手帳を所持した記憶は無いと説明しており、

申立期間当時、申立人に対して、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申



                      

  

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11489 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年４月から 42年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和36年４月から42年３月まで 

    私は、婚姻後、夫の赴任地で夫と一緒に国民年金に加入し、以後は、夫婦二人分の

国民年金保険料を未納のないように納付してきた。65歳になる直前の平成 12年に、

社会保険事務所（当時）で記録照会をしてもらった際には、未納期間はないと言わ

れている。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、夫の赴任地で昭和 36 年４月頃に国民年金の加入手続

をしたと説明しているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の 43 年９

月に払い出されており、当該払出時点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納

付することができない期間であり、申立人は、遡って保険料を納付した記憶は無いと説

明している。 

また、申立人は、昭和 36 年当時、郵便局で国民年金の加入手続及び保険料の納付を

行っていたと説明しているが、郵便局では、国民年金の加入手続をすることができず、

また、当時は保険料収納事務を行っていなかったこと、申立期間当時、申立人に対して

別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たらないことなど、申

立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11490 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56年３月から同年７月までの期間及び同年 11月から 59年３月までの

期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 56年３月から同年７月まで 

             ② 昭和 56年11月から59年３月まで 

私は、国民年金の加入手続を行った後は、会社に勤めていた期間を除き、厚生年金

保険から国民年金への切替手続をその都度行い、基本的に夫婦一緒に国民年金保険料

を納付したはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、自身の昭和 56 年分の確定申告書を所持しているが、当該申告書の社会保

険料控除欄に記載されている金額は、申立期間①及び申立期間②のうち56年11月及び

同年12月の合計７か月分の国民年金保険料の額とは相違する。 

また、申立人は、国民年金の加入手続をした後、厚生年金保険から国民年金への切替

手続をその都度行い、保険料は、基本的に夫婦二人分一緒に納付してきたと説明してい

るが、昭和59年５月に作成された年度別納付状況リストには、申立人の54年５月１日

に国民年金被保険者資格を喪失した後の資格取得記録は無く、申立期間①及び②は、未

加入期間であったことが確認でき、制度上、保険料を納付することができなかった期間

であること、申立人は申立期間②直後の 59年４月から同年６月までの期間及び60年１

月から同年９月までの期間の保険料を過年度納付していることがオンライン記録で確認

できることから、厚生年金保険から国民年金への切替手続をしたのは 60 年４月以降で

あると考えられるが、当該時点では、申立期間①及び申立期間②の過半は時効により保

険料を納付することができない期間であることなど、申立人が申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11492 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、還付されて

いないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和61年７月から同年９月まで 

私は、第３号被保険者期間中の国民年金保険料の領収証書を持っており、当該納

付済保険料の還付手続及び還付金の受領をした記憶は無い。申立期間の保険料が還

付済みとされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する領収証書から、申立人は、昭和 61 年８月４日に申立期間の国民年

金保険料を納付していることが確認できるが、還付整理簿及びオンライン記録には、申

立期間の保険料は、申立期間が国民年金の第３号被保険者期間であることを理由に 61

年８月 25 日に還付決議が行われ、還付理由、還付金額、還付期間、振込支払金融機関

名及び口座番号等が明確に記載されており、これらの記載事項について不自然、不合理

な点は認められず、申立期間の保険料の還付を疑わせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11493 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 11 年４月から 12 年 10 月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成11年４月から12年10月まで 

私は、平成 12 年 11 月に就職をし、国民年金から厚生年金保険に切り替わったと

きに、区役所でそれまで未納となっていた国民年金保険料の金額を確認して、当該

未納分を同年 12 月か 13 年１月頃に区役所等の窓口で納付した。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、平成 12 年 12 月か 13 年１月頃に区役所等の窓口で申

立期間の保険料を納付したと説明しているが、申立人は、当時居住する区が発行した

12 年度分の現年度納付書とは別に、社会保険事務所（当時）が発行した 11 年度分の過

年度納付書に関する記憶が曖昧であること、14 年６月に申立人に対して過年度納付書

が作成されていることがオンライン記録で確認でき、当該作成時点からみて、当該過年

度納付書は申立期間の保険料のうち時効期間が経過していなかった 12 年５月から同年

10 月までの期間の保険料に係るものと考えられるが、申立人は、この時期に保険料を

遡って納付したとは説明していないことなど、申立人が申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11494 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成８年３月から 10 年５月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和51年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年３月から10年５月まで 

私か私の母は、私が20歳の頃に国民年金の加入手続を行い、平成10年３月頃に母か

らの送金で私が申立期間の国民年金保険料を遡って納付した。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申

告書等）が無く、申立人は、申立期間直後の平成10年６月から12年３月までの保険料を

12年７月６日に一括で納付しており、当該納付時点で申立期間は時効により保険料を納

付できない期間である。 

また、申立人は、母親からの送金で平成10年３月頃に申立期間の保険料を納付したと

説明しているが、申立人の母親は国民年金保険料のお金を送金したのは大学院を卒業し

て結婚する前の12年頃の一度だけであったと説明していること、申立人の基礎年金番号

は12年６月22日に付番されており、申立人は現在所持している年金手帳以外に年金手帳

を所持していた記憶が無く、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立人が申立期間に保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11495 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、平成９年５月、10 年２月、11 年２月及び 11 年 10 月の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成９年５月 

         ② 平成10年２月 

         ③ 平成 11年２月 

         ④ 平成11年10月 

私は、夫名義の金融機関口座から夫婦一緒に国民年金保険料を口座振替で納付して

いた。口座振替ができないときは、翌月か翌々月に引き落とされ、それができないと

きは、送付されてきた納付書で納付していた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、夫名義の口座への保険料分の入金が遅れて保険料が振

替できなかったときは、区役所から入金のお願いの通知が来て、翌月か翌々月に当月分

と一緒に引き落とされ、さらに入金が遅れた場合は、送付されてきた納付書で納付した

と説明しており、申立人が申立期間当時に居住していた区の納付方法とは一致している

ものの、申立期間は２年半の間に４回に及び、当時申立人が居住していた区において、

基礎年金番号で被保険者として把握されている状況の下で、これだけの回数の事務処理

誤りが起こることも考えにくいなど申立人が申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11496 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成３年 11 月から５年９月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年 11月から５年９月まで 

私の母は、私が平成３年に会社を退職した後、私の国民年金の加入手続を行い、申

立期間の国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は、会社を退職した平成３年に母親が国民年金の加

入手続をしてくれたと説明しているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間

後の７年４月に払い出されている。 

また、当該払出時点で、申立期間のうち５年３月から同年９月までの期間の保険料は

過年度納付することが可能であったが、申立人の母親は遡って納付した保険料の納付時

期、納付額及び納付回数に関する記憶が曖昧であること、当該払出時点では、申立期間

のうち５年２月以前の期間の保険料は時効により保険料を納付することができないこと、

申立人は現在所持している年金手帳以外の手帳を所持していた記憶が無いこと、申立期

間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当たら

ないことなど、申立人の母親が、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11497（事案349の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年 11 月から 40 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年11月から40年３月まで 

私は、昭和 37年11月に結婚し転居した以降、自ら国民年金保険料の納付手続を行

い、国民年金印紙を年金手帳に貼って納付したことを記憶している。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、保険料の納付場所に関する具

体的な記憶が無い上、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらないこと等を理由として、既に当委員会の決定に基づき平成20年５月28日付

けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

これに対して、申立人は、昭和 37 年 11 月に結婚し（入籍日は 38 年１月＊日）、転

居した後の申立期間当時、区役所で印紙により保険料を納付していたことを記憶してい

るとしているが、当時申立人が居住していた区では申立期間後の 45 年３月まで印紙検

認方式を採っており、この記憶をもって申立期間の保険料を納付していたことを示すと

は言えない。また、申立人の妻は、申立期間を含む 37 年 11 月から 42 年５月までの保

険料について、申立人が納付してくれていたはずとする記録確認申立てを行い、妻は

62 年２月３日に被保険者資格取得日の記録訂正が行われており、当該期間当時は未加

入期間とされ、また当該訂正時点では当該期間は時効により保険料を納付することがで

きなかったこと等を理由として、既に当委員会の決定に基づき平成 21 年 10 月 21 日付

けで年記録の訂正は必要でないとする通知が行われており、その後、申立人は、婚姻後

の時期は自身一人分の保険料を納付していたとしているが、その具体的な期間を憶
おぼ

え

ていないなど、申立期間当時の夫婦の保険料の納付状況に関する記憶は曖昧である。 

以上のことから、申立人の記憶及び説明内容は、委員会の当初の決定を変更すべき新



                      

  

たな事情とは認められず、その他に当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見

当たらないことから、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



                      

  

東京国民年金 事案11505 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年６月から 46 年 12 月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年６月から46年12月まで 

    私か私の母は、私が厚生年金保険の資格を喪失した後に国民年金の加入手続を行い、

申立期間の国民年金保険料は、集金人が来ていた時期は母親が、納付書が届くように

なってからは自身で納付していた。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続の時期及び保険料の

納付額、納付頻度に関する記憶が曖昧であるほか、申立人は、申立期間のうち集金人が

来ていた期間の保険料は母親が納付していたと説明しており、申立人が昭和 43 年５月

から居住していた市では 46 年３月まで集金人による保険料の収納が行われていたが、

集金人に保険料を納付していたとする母親から聴取することができないため、納付状況

が不明である。 

また、申立人は、上記の市に転居した昭和 43 年５月よりも前に国民年金に加入して

いたと説明しているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は46年12月頃に任意加入で

払い出されており、申立期間は任意加入前の未加入期間であり保険料を納付することが

できない期間であるなど、申立人及びその母親が申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11506 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58年４月から同年 12月までの期間及び59年９月から同年12月までの

期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和33年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 58年４月から同年12月まで 

             ② 昭和 59年９月から同年12月まで 

私は、昭和 58 年４月頃に国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料

を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は申立期間の保険料の納付場所、納付頻度及び納付額に関

する記憶が曖昧である。 

また、申立人は、昭和 58 年４月頃に国民年金の加入手続を行い、申立期間の保険料

を納付していたと説明しているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は申立期間後の平

成６年５月又は６月に払い出されており、この払出時点では申立期間は時効により保険

料を納付することができない期間であるほか、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立人が申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11507 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年７月から 11 年４月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年７月から11年４月まで 

    私の母は、私が大学を卒業した頃に、区役所から私の国民年金保険料が未納である

との知らせを受け、送付されてきた納付書を使って保険料を納付した。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与して

おらず、申立人の保険料を納付したとする母親は、申立人の保険料が未納であり２年分

しか遡って納付することができないと区役所から聞き、送付されてきた納付書を使って

保険料を納付したことだけを記憶していると説明しており、保険料の納付時期、納付期

間及び納付額に関する記憶が曖昧である。 

また、申立人の基礎年金番号は申立期間後の平成 13 年５月に付番されており、この

付番時点では申立期間のうち 11 年３月以前の期間は保険料を時効により納付すること

ができない期間であり、申立期間直後の同年５月から 12 年３月までの保険料及び同年

４月から 13 年３月までの保険料は、申立人の婚姻前及び婚姻後にそれぞれ過年度納付

されていることが申立人が所持する領収証書及びオンライン記録で確認でき、母親は、

申立人の保険料を遡って納付したのは１度だけであり、申立人の国民年金手帳を受け取

った記憶は無いと説明しているほか、申立期間当時に申立人に別の手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情も見当たらないなど、申立人の母親が申立期間の

保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11508 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37年５月から 43年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年５月から43年３月まで 

    私が昭和 33 年４月から 43 年３月まで勤務していた店の経営者は、私の国民年金

保険料を納付してくれていたはずである。20 歳から国民年金に加入していると経営

者に言われた記憶がある。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた店の経営者が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料(給与明細書、確定申告書等)が無く、申立人は国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行って

いたとする経営者から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が

不明である。 

また、申立人は、20 歳から国民年金に加入していると経営者に言われた記憶がある

と説明しており、申立人、経営者の家族３人（妻、長女及び次女）及び職場の同僚３人

の計７人は国民年金手帳の記号番号が昭和 38年10月頃に連番で払い出されていること

が確認できるが、経営者の妻が 39年４月、長女及び次女が40年４月から保険料の納付

が開始されていることが確認できる一方、申立人と同年齢の同僚二人は、いずれも申立

期間の保険料が未納であり、他の一人も申立期間のうち大半の期間は保険料が未納であ

るほか、経営者の次女は、父親が従業員の国民年金の加入手続を行った記憶はあるが、

その保険料を納付していたかは分からないと説明しているなど、申立人が勤務していた

店の経営者が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11509 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50年 10月から 51年３月までの期間、51年 12月から 52年８月までの

期間及び59年８月から 60年３月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 50年10月から51年３月まで 

             ② 昭和 51年12月から52年８月まで 

             ③ 昭和 59年８月から60年３月まで 

    私の母親は、私が 20 歳になった時に国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料

を納付してくれていた。昭和 51 年 11 月に厚生年金保険適用事業所を退職した後も、

母親が国民年金の再加入手続及び保険料の納付をしてくれていた。昭和 54 年１月に

厚生年金保険適用事業所を退職した後は、自身で国民年金の再加入手続を行い、以

後の保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、申立人の母親が当該期間の国民年金保険料を納付して

いたことを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、申立人は国民年金の加入手続

及び保険料の納付に関与しておらず、申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を

行っていたとする母親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状

況が不明である。また、申立人は、申立期間②の再加入手続は当該期間当時に母親が行

ってくれていたと説明しているが、母親から当該期間の加入状況及び当時の納付状況を

聞いた記憶は無いと述べているなど、申立人の母親が当該期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間③については、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、当該期間の国民年金の再加入手続を行

った記憶が曖昧であり、申立人の所持する年金手帳には当該期間当時に居住していた区

への住所変更の記載が無いほか、申立人は自宅に納付書が送られてきた記憶も無いなど、



                      

  

申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

東京国民年金 事案11510 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 11 年４月から 13 年 12 月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成11年４月から13年12月まで 

    私は、平成 13年10月頃に区役所で国民年金の加入手続を行い、その時点で未納で

あった国民年金保険料をまとめて納付した。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は平成13年10月頃に区役所で国民年金の加入手続を行い、

その時点で未納であった国民年金保険料をまとめて納付したと説明しているが、申立人

はまとめて納付したとする保険料額に関する記憶が曖昧であるほか、申立人が保険料相

当額を引き出したとする金融機関の普通預金口座取引記録では、当該口座は 13 年当時

には利用されていないことが確認できる。 

また、申立人が保険料を納付したとする平成 13 年 10 月時点では、申立期間のうち

11 年４月から同年８月までの保険料は時効により納付することができないなど、申立

人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18555 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年９月１日から７年９月30日まで 

Ａ社の代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が低い額になっている。当時は年収 700万円で申告していたので、正しい記録に

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成５年９月

から６年10月までは53万円、同年11月から７年８月までは59万円と記録されていたとこ

ろ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成７年９月 30 日）の後の同年 11

月８日付けで、13万4,000円に遡って減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、申立人は同社の代表取締役であることが確認でき

る。 

また、申立人は、社会保険事務所（当時）に対する訂正の手続や書類の作成等は社会保険

事務所の職員が行ったと考えられると回答しているものの、Ａ社における社会保険の届出事

務は自身が行っており、社会保険料の支払が滞った頃、社会保険事務所の職員から、全般的

に金額を下げて、スムーズな保険料の支払を行うための指導があったと回答しており、平成

６年か７年くらいに、社会保険事務所の職員と自身との間で話をしたと供述している。 

さらに、申立人は、Ａ社の代表者印の管理について、「会社社長の机引き出し鍵有」と回

答していることから、同社の代表取締役であった申立人は、自身の標準報酬月額の減額処理

に関与していたものと考えることが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として自らの標準報酬

月額の減額訂正に関与しながら、当該訂正が有効なものではないと主張することは信義則上

許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認め

ることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18560 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和37年12月１日から41年８月17日まで 

60 歳になったときに年金記録を確認したところ、申立期間について脱退手当金を

受給していることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給した記憶は無いので、脱退手当金の支給記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係るＡ社の厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金が支給さ

れていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金

は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日か

ら約２か月後の昭和 41年11月１日に支給決定されているなど、一連の当該脱退手当金

の支給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

なお、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間を

その計算の基礎とするものであるが、申立期間の前にある被保険者期間についてはその

計算の基礎とされておらず、未請求となっているものの、申立期間と未請求の被保険者

期間は別の厚生年金保険被保険者記号番号で管理されていることが確認できるところ、

当時は、請求者から申出が無ければ、社会保険事務所（当時）では、別の記号番号で管

理されている請求者の被保険者期間を把握することは困難であったものと考えられるこ

とを踏まえると、当該未請求の期間があることに不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18561 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和31年７月17日から32年５月１日まで 

平成２年９月に、厚生年金保険の記録を確認したときに、Ａ社に勤務した申立期間

について脱退手当金の支給記録が有ることを知った。 

しかし、申立期間よりも後に勤務したＢ社を退職したときには、同社の期間のみに

ついては脱退手当金を受給したが、申立期間であるＡ社の脱退手当金は受給していな

いので、年金記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ｂ社を退職後の昭和 41 年に、同社の厚生年金保険被保険者期間について

のみ脱退手当金を２万 3,648円受給したが、申立期間であるＡ社に勤務した期間につい

ては、脱退手当金を受給していないと申し立てている。 

しかし、オンライン記録によると、申立期間であるＡ社の厚生年金保険被保険者期間

の月数 10 か月とＢ社の被保険者期間の月数 58 か月を合算した 68 か月を基礎として脱

退手当金が支給されており、その支給額は両期間を合わせて２万3,648円となっている

上、計算上の誤りは無く、申立人が主張している金額と一致している。なお、仮に申立

人が主張するようにＢ社の被保険者期間のみについて脱退手当金が支給されたとすると、

その支給額は、２万 938円となり、申立人の主張する支給額と異なることからも、申立

人が申立期間を含む脱退手当金を受給したものと考えられる。 

また、Ａ社及びＢ社の事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給さ

れていることを意味する「脱」の表示が記されている上、Ｂ社に係る厚生年金保険被保

険者資格喪失日から約４か月後の昭和 41年８月18日に支給決定されているなど、一連

の当該脱退手当金の支給に係る事務処理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18562 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和33年５月２日から36年４月29日まで 

平成 10 年頃に、年金受給の相談に行ったところ、申立期間について脱退手当金を

受給していることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給した記憶が無いので、受給記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務したＡ社に係る事業所別被保険者名簿に記載されている女性

のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和36年４月29日の前後の

各５年以内に資格喪失した者であって、脱退手当金受給資格を有する９名の脱退手当金

の支給記録を確認したところ、７名について脱退手当金の支給記録が確認でき、そのう

ち受給者１名は「会社又は経理業務を担当していた会計事務所から、脱退手当金の説明

を受け、請求手続は会社が行ってくれた。」と供述していることを踏まえると、事業主

による代理請求が行われており、申立人についても、事業主が代理請求をした可能性を

否定できない。 

また、上記被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されていることを意味

する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上

の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和

36 年７月４日に支給決定されているなど、一連の当該脱退手当金の支給に係る事務処

理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18563 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和29年４月１日から35年４月１日まで 

年金記録の確認をしたところ、脱退手当金の支給記録が有ることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給した記憶は無いので、申立期間について脱退手当金の支

給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務したＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載さ

れている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 35 年４月

１日の前後の各５年以内に資格喪失した者であって、脱退手当金の受給資格を有する

15 名の脱退手当金の支給記録を確認したところ、12 名に支給記録が確認でき、12 名全

員について、資格喪失日から５か月以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、そ

のうち受給者１名は、「脱退手当金の請求手続は、事業所がしてくれた。脱退手当金は、

当該事業所の退職金と一緒に受け取った。」旨供述していることを踏まえると、事業主

による代理請求が行われており、申立人についても、事業主が代理請求をした可能性が

高いものと考えられる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金が支給決定されたとする

昭和 35 年７月５日に近接した同年５月９日に、脱退手当金の算定のために必要となる

標準報酬月額等を厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したことが記録さ

れており、上記被保険者名簿の申立人の欄には脱退手当金が支給されていることを意味

する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上

の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和

35 年７月５日に支給決定されているなど、一連の当該脱退手当金の支給に係る事務処

理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18564 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 39年２月25日から40年11月８日まで 

② 昭和 40年11月８日から42年７月５日まで 

日本年金機構から「「脱退手当金を受け取られたかどうか」のご確認について」の

はがきが届き、脱退手当金を受給していることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給した記憶が無いので、脱退手当金の支給記録を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間②に勤務したＡ社に係る事業所別被保険者名簿に記載されている女

性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 42 年７月５日の前後

の各２年以内に資格喪失した者であって、脱退手当金の受給資格を有する６名の脱退手

当金の支給記録を確認したところ、５名に支給記録が確認でき、そのうち４名について

は、資格喪失日から３か月以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、そのうち受

給者２名は、「脱退手当金については、当該事業所が手続を行った。」と供述している

ことを踏まえると、事業主による代理請求が行われており、申立人についても、事業主

が代理請求をした可能性が高いものと考えられる。 

また、上記被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されていることを意味

する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上

の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和

42 年９月 22 日に支給決定されているなど、一連の当該脱退手当金の支給に係る事務処

理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18571（事案 10467の再申立て）  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和32年９月19日から33年４月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い旨を第三者

委員会に申し立てたところ、同委員会から、記録訂正の必要が無いと通知があった。

しかし、勤務していたことは確かであり、判断に納得できないため、新たな資料や情

報は無いが、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿か

ら、申立期間に同社に勤務していた複数の従業員に照会したが、申立人を記憶している

者は無く、申立人を同社に紹介したとする同僚は申立期間前に同社を退職し、所在が不

明であるため、申立人の勤務状況や厚生年金保険への加入状況について確認することが

できないこと、同社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、申立期間当

時の事業主は既に亡くなっており、関係書類も保管されておらず、申立期間における申

立人の勤務実態や厚生年金保険料の控除について確認をすることができないことなどか

ら、平成 22 年７月７日付けで既に当委員会の決定に基づく年金記録の訂正は必要でな

いとする通知が行われている。 

これに対し、申立人は納得できないとし、今回、再申立てを行っているが、新たな資

料や情報が得られず、委員会の当初の決定を変更するべき事情は見当たらないことから、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18572 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年 10月１日から11年10月16日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、取締役として勤務していた申立期間の標準報酬月額が、

実際の報酬月額に見合う標準報酬月額より低い額になっている。申立期間の標準報酬

月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額が実際の報酬月額に見合う標準報酬月額より低い額であ

ると主張している。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は平成11年10月16日に厚生年金保険の適

用事業所ではなくなっており、事業主の所在は不明であり、同社の経理担当だった取締役から

も供述は得られず、また、申立人も申立期間の給与明細書等を保有していないことから、報酬

月額及び厚生年金保険料控除額について確認することができない。 

また、Ａ社に係る商業登記簿謄本により、同社は平成 16 年６月＊日に裁判所による破産廃

止決定が確定していることが確認できるが、同社の破産管財人の弁護士は、申立期間当時の資

料は残っておらず、申立人の厚生年金保険料の控除については不明である旨供述している。 

なお、Ａ社が加入していたＢ厚生年金基金における申立人の加入員記録によると、同社が同

基金に加入していた平成５年７月１日から６年12月31日までの期間の申立人の同基金におけ

る標準報酬月額の記録は、オンライン記録と一致していることが確認できる。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申立期間

について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18573 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ：  昭和24年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  昭和55年７月から58年５月まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。社内及び社員旅行

で撮影した写真を保管しており、勤務していたことは間違いないので、申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出したＡ社の社内及び社員旅行で撮影した写真並びに申立期間に同社で勤

務した３人の同僚等の回答から、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、上記同僚等は、申立人の具体的な勤務期間は記憶していない上、上記３人を

含む４人の同僚等はＡ社に係る雇用保険の加入記録が確認できるものの、申立人につい

ては加入記録が確認できないことから、申立人の同社での勤務期間を特定することがで

きない。 

また、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、同社の当時の事業主

に照会したが回答が無く、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料控除について確認する

ことができない。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿では、厚生年金保険整理番号に欠番は見当

たらず、申立人の氏名も無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18574 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①、②及び③について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ：  昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ：  ① 昭和 49年６月17日から同年７月21日まで 

② 昭和49年８月１日から50年７月10日まで 

③ 昭和 50年７月10日から同年９月16日まで 

Ａ社、Ｂ社及びＣ社で勤務した申立期間①、②及び③に係る厚生年金保険の標準報

酬月額が、実際の報酬月額と相違している。Ａ社、Ｂ社及びＣ社は同じ事業主が経営

する関連会社であり、自分はＡ社の社員だと思って入社したが、事業主の都合により、

厚生年金保険の加入をＢ社及びＣ社に移されていた。会社では営業職として勤務し、

15 万円の固定給と売上げに応じた歩合給が支給されていた。歩合給の明細の一部を

提出するので、申立期間①、②及び③の標準報酬月額を報酬月額に見合う記録に訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①、②及び③の標準報酬月額が、実際の報酬月額より低いと主張

している。 

しかし、Ａ社は既に適用事業所でなくなっており、Ｂ社及びＣ社の事業を引き継いだ

Ｄグループ本部は、当時の資料が残っておらず申立人の申立期間に係る報酬月額や厚生

年金保険料の控除は不明ではあるが、申立期間当時、営業職の従業員には売上げに応じ

た報酬を募集手数料の名目で給与と分けて支払っており、募集手数料は個人事業主に対

する報酬であることから、厚生年金保険の対象として扱っていなかったので、従業員の

標準報酬月額は給与として支給していた金額に見合うものとなっている旨回答している。 

また、申立期間当時に営業職であり、申立人とほぼ同時期にＡ社、Ｂ社及びＣ社にお

いて被保険者記録を有する複数の従業員は、売上げに応じて会社から支払われた報酬は、

個人事業主に対する募集手数料であり、毎年、自分で確定申告を行っていた旨供述して

いる上、それぞれの会社から給与として支給されていた報酬は、標準報酬月額とほぼ一



                      

  

致している旨供述している。 

さらに、申立人から提出された昭和 50年１月10日付けの募集手数料支払明細書では、

所得税のみ控除されており、厚生年金保険料は控除されていないことが確認できる。 

加えて、申立期間当時、Ａ社、Ｂ社及びＣ社において被保険者となっていた従業員

18 人に照会したが、厚生年金保険料の控除について確認できる資料は得られなかった。 

このほか、申立期間①、②及び③に係る申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間①、②及び③について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18575 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年 10月９日から８年６月30日まで 

Ａ社で勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社Ｂ支店でテレホン

アポインターとして勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の同僚の供述により、期間は特定できないものの、申立人が同社に勤務していた

ことは推認できる。 

しかし、上記同僚は、申立期間のうち、平成５年10月９日から８年１月31日までの

期間については、他社で厚生年金保険の被保険者となっていることが確認できる上、

「Ａ社で勤務したのは８年８月頃からであり、申立期間は同社には勤務していない。」

と供述しているところ、申立人は、Ａ社で勤務したことは間違いないが、勤務時期につ

いては明確に記憶しておらず、同僚が申立期間には勤務していないのであれば申立期間

は同社には勤務していない旨供述している。 

また、オンライン記録によると、Ａ社は、平成６年７月１日に厚生年金保険の適用事

業所となっており、申立期間のうち５年 10月９日から６年６月30日までの期間は適用

事業所となっていないことが確認できる上、同社は既に厚生年金保険の適用事業所でな

くなっており、同社の当時の事業主に照会したが回答が無く、申立人の勤務実態及び厚

生年金保険料控除について確認することができない。 

さらに、Ａ社において、同社が厚生年金保険の適用事業所となった平成６年７月１日

に被保険者資格を取得している総務事務担当の従業員は、同社に入社した当初は、同社

は厚生年金保険に加入しておらず、総務事務担当であった自身が社会保険事務所（当

時）へ行き加入手続を行ったが、厚生年金保険に加入する前は給与から保険料は控除さ

れず、また、当時、同社にＢ支店があった記憶は無く、テレホンアポインターという職

種も無かった旨回答している。 



                      

  

加えて、申立人は、申立期間のうち、平成７年４月１日から８年６月 30 日までの期

間について、国民年金の保険料申請免除期間となっていることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18579 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡）   

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正２年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和32年９月１日から44年３月31日まで 

Ａ協会に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同協会は確かに

実在し、事務局長として勤務していたことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

  （注）申立ては、申立人の子が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求めて行ったも

のである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ協会に係る商業登記簿謄本により、同協会は申立期間に実在したことが確認できる

上、申立人から提出された申立人の名刺、同協会発行書物等により、勤務期間は特定で

きないものの、申立人が事務局長として同協会に勤務していたことは推認することがで

きる。 

しかしながら、Ａ協会は、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、厚

生年金保険の適用事業所となった記録が確認できない。 

また、申立人をＡ協会に誘ったと記憶する従業員については、申立人は姓のみを記憶

していることから、同従業員を特定することができず、同僚等の厚生年金保険の取扱い

について確認することができない。 

さらに、Ａ協会の会長と思われる者のオンライン記録によれば、申立期間において、

同協会ではない他の事業所における厚生年金保険の加入記録が確認できる。 

加えて、オンライン記録によると、申立期間のうち、国民年金の保険料徴収が開始さ

れた昭和 36 年４月以降、申立人は国民年金に加入し、その保険料を納付していること

が確認できることから、Ａ協会の事務局長である申立人が、自らの給与から厚生年金保

険料を控除していたとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連



                      

  

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18581 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から５年10月26日まで 

Ａ社の代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が、実際の給与に比べて低い額になっている。同社の社会保険事務は従業員に任

せていたので、調査して正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における平成４年４月から同年11月までの厚生年

金保険の標準報酬月額は、当初50万円と記録されていたところ、同年12月８日付けで20万

円に、５年２月から同年９月までの標準報酬月額は、当初 20 万円と記録されていたところ、

同年10月27日付けで９万8,000円に遡って減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本では、申立人が申立期間及び当該遡及訂正処理日におい

て同社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、「社会保険関係の訂正処理など、必要に応じて、取締役に代表者印を預

けたことがあるが、平成 10 年に次の代表取締役に代表者印を渡すまで、私自身が管理して

いた。」と供述している。 

さらに、申立人は、「Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなる頃、経営状況も悪くな

り、保険料の滞納もあったことが考えられる。」と供述している。 

加えて、Ａ社における申立期間当時の従業員は、「会社の支払関係は全て、社長が知って

いたと思う。」と供述していることから、申立人は、同社の代表取締役として、社会保険事

務に権限を有し、標準報酬月額の減額訂正についても関与していたものと考えられる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、自らの標準報

酬月額の減額訂正に関与しながら、当該減額訂正を有効なものでないと主張することは信義

則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を

認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18582 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 24年から26年まで 

             ② 昭和 26年から28年まで 

Ａ県Ｂ市にあったＣ事業所に勤務した申立期間①及びＤ県にあったＥ事業所に勤務

した申立期間②の厚生年金保険の加入記録が無い。それぞれの申立期間について、調

査して厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ県Ｂ市にあったＣ事業所でハウスキーパーをして

いたと申し立てている。 

しかし、申立期間①当時の進駐軍の社会保険事務を引き継いだＡ県Ｆ課の担当者は、

「当該期間当時のＡ県の人事記録及び職員録、連合国軍関係労務履歴書、進駐軍関係管

理簿を確認したが、申立人の氏名は確認できない。」と回答していることから、Ｃ事業

所における申立人の勤務状況及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができな

い。 

また、申立人が名字だけを記憶していた同僚について、Ａ県Ｇ局に係る健康保険厚生

年金保険被保険者名簿から確認できる同じ名字で連絡が取れる２名の従業員に照会を行

ったところ、１名は申立人についての記憶は無く、ほかの１名は回答が無いため、申立

人の勤務状況について確認することができない。 

さらに、上記被保険者名簿から、申立期間に勤務が確認できる従業員 14 名に照会を

行ったところ、回答のあった８名の従業員は全員申立人を記憶しておらず、このうち１

名の従業員は、Ａ県内の進駐軍で勤務する者の厚生年金保険の取扱いについて、「Ａ県

Ｇ課の採用試験を受けて、同県から給料をもらっていた人達と、同県とは関係なく兵隊

たちから集めたポケットマネーで給料が支払われていたハウスボーイがおり、このハウ

スボーイ達は厚生年金保険に加入していなかった。」旨回答しているところ、申立人は、



                      

  

「Ａ県Ｇ課で面接や書類の提出をした記憶は無い。」旨述べている。 

申立期間②について、申立人は、Ｄ県Ｈ地区にあったＥ事業所でポップコーンやハン

バーガーの販売をしていたと申し立てている。 

しかし、申立期間②当時の進駐軍の社会保険事務を引き継いだＩ事務所は、「申立人

に関する記録は確認できない。」と回答していることから、Ｅ事務所における申立人の

勤務状況及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

また、申立人が記憶していた同僚は、所在不明であるため、当該期間の申立人の勤務

状況について確認することができない。 

さらに、Ｅ事務所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により確認できる連絡可

能な６名の従業員は、申立人を記憶していないため、申立人の勤務状況について確認す

ることができない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における事業主による給与からの厚生年金保険

料の控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18583 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和25年４月30日から27年５月１日まで 

専門学校卒業後、私立学校で１年間勤務し、昭和 25 年から２年間はＡ病院で勤務

した。その後、再び私立学校で学校保健に従事したが、同病院で勤務した申立期間の

厚生年金保険の加入記録が無いので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

専門学校の同級生及びＡ病院に関する申立人の具体的な供述により、期間は特定でき

ないものの、申立人が同病院に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ病院に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、同病院は

昭和28年11月１日に厚生年金保険の適用事業所となっていること及び上記被保険者名

簿に「昭和 21年から 28年までの間は厚生年金保険法の適用を受けていない。」旨記載

されていることから、申立期間は適用事業所となっていないことが確認できる。 

また、Ａ病院は、申立期間当時の資料を保管しておらず、申立人の同病院における勤

務状況や厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18584 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 40年６月から41年７月まで 

② 昭和 41年８月から45年10月まで 

Ａ社に勤務した申立期間①及びＢ社に勤務した申立期間②の厚生年金保険の加入

記録が無い。Ａ社は中学卒業後に従姉妹に誘われて車掌として就職し、Ｂ社も同じ

車掌として勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ａ社

は申立期間に適用事業所となった記録が確認できない。 

また、Ａ社の所在地を管轄する法務局に商業登記の記録は無く、同社の代表者が不

明なことから、申立人の同社における勤務状況について確認することができない。 

さらに、申立人はＡ社の事業主の氏名を記憶しておらず、従姉妹及び同僚の連絡先

も不明なことから、申立人の同社における勤務状況を確認することができない。 

２ 申立期間②について、昭和 40 年６月にＢ社に入社し、同社に係る厚生年金保険被

保険者原票により、44 年７月１日に被保険者資格を取得（ただし、保険料徴収は 45

年１月１日から開始）したことが確認できる従業員は、「勤務期間は分からないが、

申立人は車掌として勤務していた。」と回答していることから、期間は特定できない

が、申立人が同社に勤務していた可能性は否定できない。 

しかし、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第104条第１項により、厚生年金

保険の被保険者となるのは、昭和 45 年１月１日以降の期間とされていることから、

申立期間②のうち、41 年８月から 45 年１月１日までの期間については、申立人は、

厚生年金保険の被保険者となれない。 

また、Ｂ社は、既に適用事業所ではなくなっており、当該期間当時の代表取締役は



                      

  

所在不明なことから、申立人の勤務状況及び厚生年金保険の取扱いについて確認する

ことができない状態であった。 

さらに、上記被保険者原票により、昭和 44年７月１日に約1770名が被保険者資格

を取得していることが確認できるが、そのうち女性は 24 名であり、連絡先が判明し

た22名に照会したところ、回答があった 13名は、いずれも申立人を記憶していない

と回答している。 

加えて、Ｂ社に昭和 44 年６月に入社したとする申立期間②当時の総務部長兼人事

課長は、「自分の入社時にいた女性社員は、事務が20名くらい、ガイドが20名くら

い、車掌は１名だった。申立人はいなかったと記憶している。」旨供述している。 

３ このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18585 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和39年１月20日から40年７月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。同社には昭和 39 年１月から勤務していたので、厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び申立人が記憶していた同僚の供述により、申立人が申立期間

にＡ社に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ｂ社から提出されたＡ社に係る申立人の「健康保険厚生年金保険被保

険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」により、申立人は昭和 40 年７月１日に

同社で資格取得していることが確認できるところ、Ｂ社は、「Ａ社の人事記録を保管し

ておらず、申立期間当時を知る従業員はいないため、申立人の厚生年金保険の取扱いに

ついては不明である。」と回答していることから、同社における申立人の厚生年金保険

の取扱いについて確認することができない。 

また、申立人が記憶していたＡ社の同僚及び申立期間に勤務していた従業員 28 名の

うち、18 名（申立人と同日（昭和 40 年７月１日）の資格取得者９名を含む。）は、厚

生年金保険の資格取得日より３か月から４年前に入社していた旨回答している。 

さらに、Ａ社における申立期間当時の総務担当者は、「自分は雇員から入社して、準

社員、正社員となるのに１年かかり、その間は厚生年金保険の被保険者とせず保険料控

除は無かった。また、従業員の定着率が悪いため、会社の都合により、個々の成績から

厚生年金保険に加入する前に時間を設けていた。」と供述していることから、同社では、

採用した従業員を必ずしも入社と同時に厚生年金保険に加入させていたわけではない取

扱いであったことが推認できる。 

加えて、申立人が自分より先に職場で勤務していたと記憶していたＡ社における同僚



                      

  

の資格取得日は、申立人の資格取得日より後の昭和 40 年８月１日であることが確認で

きる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18587 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年 10月１日から10年６月29日まで 

Ａ社の代表取締役として勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬

月額に見合う標準報酬月額と相違しているので、申立期間の標準報酬月額を正しい記

録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額は、当初、平成２年 10月から３年９月までは47万円、同年10月から４年10月ま

では50万円、同年 11月から６年 10月までは53万円、同年11月から10年５月までは

59 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日

（平成10年６月 29日）付けで、遡って９万 2,000円に減額訂正されていることが確認

できる。 

しかしながら、Ａ社に係る商業登記簿謄本によれば、申立人は申立期間の一部及び上

記減額訂正処理日において、同社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、Ａ社の経営状況は厳しく、滞納保険料について、社会保険事務所

（当時）に数回行ったことはあるものの、標準報酬月額の減額訂正に同意したことは無

いとしているが、代表者印は自らが保管し、管理していたとしている。 

さらに、Ａ社の当時の監査役である経理担当者は、同社の資金繰りは悪く、資金等に

ついては全部申立人が担当していたとしていることから、申立人が同社の代表取締役と

して、自らの標準報酬月額の減額訂正について関与していなかったとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は会社の業務を執行する責任を負ってい

る代表取締役として自らの標準報酬月額に係る減額訂正処理に関与しながら、当該減額

訂正処理が有効でないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における

厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18588 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年 10月１日から９年７月１日まで 

Ａ社からＢ社及びＣ社に派遣されていた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い

が、間違いなく勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてＡ社に勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社では、申立期間当時の資料を保管していないとしていることから、

申立人の同社における勤務実態、厚生年金保険料の給与からの控除及び厚生年金保険の

取扱いについて確認することができない。 

また、申立人が派遣されていたとしているＢ社及びＣ社では、いずれも申立期間当時

の資料は廃棄していることから、申立人が派遣されていた事実を確認できないとしてい

る。 

さらに、申立人は、Ａ社における派遣労働者の相談役である営業担当者の名前を記憶

しておらず、同社も確認できないとしていることから、この者から申立人の申立期間に

係る勤務実態及び厚生年金保険料の給与からの控除について確認することができない。 

加えて、申立人は、派遣先のＢ社で同僚であったとする者の氏名を記憶しているが、

連絡先が不明であることから、この者から、申立人の勤務実態についての供述を得るこ

とができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18589 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和57年１月31日から平成元年５月26日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間に同社に勤務

したことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、申立人が申立期間に勤務していたとするＡ社は、オンライン記録及び適用事

業所検索システムによると、厚生年金保険の適用事業所となっていない。 

また、申立人が勤務したとするＡ社と同名の適用事業所の支店が、申立人が勤務した

とする所在地と近接する地区に存在するが、申立人は、当該支店には勤務していないと

しているところ、オンライン記録によると、当該適用事業所の事業主名は、申立人が記

憶するものとは違っており、申立人が記憶する同僚の被保険者記録も見当たらない。 

さらに、Ａ社の所在地を管轄する法務局には商業登記の記録が無く、申立人が記憶す

る同社の代表者及び同僚一人は、連絡先が不明であることから、これらの者から、申立

人の同社における勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについての供述を得ることができ

ない。 

加えて、申立人は、Ａ社の従業員は自身を含めて３人であり、ほかにパート従業員一

人のみであったとしていることから、同社は申立期間の一部において、厚生年金保険法

の強制適用事業所としての要件を満たしていなかったことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18596   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間については、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 38年４月１日から43年８月11日まで 

             ② 昭和 45年８月１日から47年１月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の標準報酬月額が実

際の給与額より低くなっている。給与明細書等は所持していないが、各申立期間の標

準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、同社の関連会社であるＢ

社は、申立期間①及び②当時の厚生年金保険料の控除が確認できる資料は保管していな

いため、申立人の当該期間における報酬月額及び保険料控除額について確認することが

できない。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の標準報酬月額の記録に不

備は無く、標準報酬月額が遡って訂正されるなどの不自然な点は見当たらない。 

さらに、上記被保険者名簿によると、申立期間①については、申立人と同時期に被保

険者資格を取得した従業員についても、申立人が主張する２万円の標準報酬月額で資格

取得時決定された者はいない上、申立人と同様、昭和 41年10月の定時決定まで、資格

取得時の標準報酬月額と同額で推移しており、42 年 10 月までに在籍した全ての従業員

は、同年８月から同年 10 月までに標準報酬月額の増額改定が行われているが、いずれ

も２万円の範囲内で、申立人の主張する２万 5,000円から５万円の標準報酬月額に改定

されている者は確認できない。申立期間②については、申立人は８万6,000円の標準報

酬月額であったと主張しているが、当該期間に被保険者記録がある全ての従業員と比較

しても、申立人の標準報酬月額が低額であるとは言い難い。なお、47 年１月に在籍し

ていた元代表者を含む全ての従業員は、申立人と同様、同年１月に標準報酬月額が大幅

に増額改定されていることが確認できる。 



                      

  

このほか、申立期間①及び②について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18597 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 15 年８月１日から 20 年 12 月１日までの期間につ

いて、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 

また、申立期間のうち、平成 20 年 12 月１日から 21 年１月１日までの期間について、

申立人の厚生年金保険の資格の得喪に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年８月１日から21年１月１日まで 

Ａ社を退職し、Ｂ社の契約社員として勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記

録が無い。Ｂ社に在籍していたが、給与の振込みはＡ社だったので、厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成 15年８月１日から 21年１月１日までの期間に係る年金記録の確認を

求めているが、あっせんの根拠となる法律の適用については、厚生年金保険料徴収権が

時効により消滅した期間のうち、申立日において保険料徴収権が時効により消滅してい

た期間については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「厚生年金特例法」という。）を、その他の期間については、厚生年金保険法を

適用する、という厚生労働省の見解が示されたことを踏まえて、当委員会では、上記各

期間において、その期間に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断する

こととしている。 

申立期間のうち、平成 15 年８月１日から 20 年 12 月１日までの期間については、本

件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間であるから、厚生年金特

例法を、同年 12月１日から 21年１月１日までの期間については、本件申立日において

保険料徴収権が時効により消滅していない期間であるから、厚生年金保険法を適用する。 

申立期間のうち、平成 15 年８月１日から 20 年 12 月１日までの期間については、申

立人が提出した預金通帳、Ａ社から提出された平成 15 年から 17 年まで、19 年及び 20

年に係る「外注費及び源泉税の明細票」並びにＢ社から提出された17年から20年まで



                      

  

の「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」から、申立人は、Ａ社及びＢ社から報酬

を受けていたが、厚生年金保険料は控除されていないことが確認できる。 

また、Ａ社及びＢ社は、「申立人は、平成 15 年７月末にＡ社を退職し、個人事業主

となったため、支払った報酬から所得税しか控除していない。」旨それぞれ供述してい

る。 

さらに、オンライン記録及びＣ県Ｄ市役所の回答によると、申立人は、当該期間に国

民年金に加入し、その保険料の一部を納付している上、国民健康保険に加入していたこ

とが確認できる。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について、これを確認で

きる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間のうち、平成 20 年 12 月１日から 21 年１月１日までの期間については、Ａ

社から提出された平成 20 年に係る「外注費及び源泉税の明細書」から、申立人は、当

該期間において、同社から報酬を受けていたことが確認できる。 

しかし、雇用保険の加入記録によると、申立人は、平成15年７月31日にＡ社を退職

していることが確認できる。 

また、上述のとおり、Ａ社及びＢ社は、「申立人は、平成 15 年７月末にＡ社を退職

し、個人事業主となった。」旨それぞれ供述している。 

さらに、オンライン記録によると、Ａ社から提出された上記「外注費及び源泉税の明

細票」で確認できる申立人以外の者についても、当該明細票に係る期間において、厚生

年金保険に加入していないことが確認でき、そのうち、当委員会の照会に回答した一人

は、「自分は、個人事業主としてＢ社の社内で働いていた。同社内では、勤務時間は決

まっておらず、タイムカードも無かった。」旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人とＡ社との間に使用従属関係は無かったと認め

られることから、当該期間において厚生年金保険の資格の得喪に係る記録の訂正を認め

ることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18598                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間については、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年12月25日から45年７月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際

の給与の額より低くなっている。給与明細書等は所持していないが、申立期間の標準

報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立人の申立期間におけ

る報酬月額及び保険料控除額について確認することができない。 

また、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から、申立期間当時に同社において被保険者

記録がある申立人と年齢が近い複数の男性従業員の標準報酬月額を確認したところ、申

立人の標準報酬月額とほぼ同程度であることが確認できる。 

さらに、上記被保険者名簿によると、申立人の標準報酬月額の記録に不備は無く、標

準報酬月額が遡って訂正されるなどの不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18602 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成７年３月１日から８年 10月31日までの期間について、厚生年

金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

また、申立期間のうち、平成８年 10月31日から９年３月１日までの期間について、

厚生年金保険の被保険者資格喪失日に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年３月１日から９年３月１日まで 

Ａ社の取締役として勤務した期間のうち、平成７年３月１日から８年10月31日ま

での厚生年金保険の標準報酬月額が、その前の期間の標準報酬月額より低くなってい

る。また、同年 10月31日から９年３月１日までの期間の加入記録が無い。申立期間

のうち一部期間の元帳、納付（弁済）受託証書及び領収証書等を提出するので、記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、平成７年３月１日から８年 10月31日までの期間について、オン

ライン記録によると、申立人の標準報酬月額は、当初、15 万円と記録されていたと

ころ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成９年３月１日）の後の

９年３月 27 日付けで、７年 10 月及び８年 10 月の定時決定の記録が取り消され、７

年３月に遡及して随時改定が記録された結果、９万2,000円に減額訂正されているこ

とが確認できる。 

また、Ａ社においては、申立人の標準報酬月額の減額訂正処理が行われた平成９年

３月 27 日付けで、申立人、代表取締役（申立人の夫）及び取締役の合計３名の標準

報酬月額が減額訂正されたことが確認できる。 

さらに、申立人から提出された平成７年分給与所得の源泉徴収票及びＡ社の元帳に

より、申立人は、オンライン記録の標準報酬月額よりも高い標準報酬月額に基づく保

険料が控除されていたことが確認できる。 

しかしながら、Ａ社の代表取締役は、「経営不振で給料も遅配されていた。保険料

の滞納もあったと思う。」と回答し、同社の複数の従業員が「経営が苦しかった。」



                      

  

と述べている。 

また、申立人から提出された保険料の納付（弁済）受託証書及び領収証書により、

Ａ社では、平成８年 10 月以降の保険料の納付を確認することはできないことから、

同社は、申立期間当時、社会保険料を滞納していたことがうかがえる。 

さらに、Ａ社の閉鎖登記簿謄本により、申立人は、昭和 63 年９月５日から平成 16

年５月 25 日まで、同社の取締役であったことが確認できる上、同社の従業員の１名

は、「申立人は経理部長の役職であった。」と回答しており、また、別の従業員は、

「申立人は事務全般を見ており、事務関係は、申立人が中心となってやっていたと思

う。実印は社長が管理していたが、不在のときは申立人に預けていた。」と述べてい

る。 

加えて、申立人は、「申立期間当時は非常勤でＢ県の事業所に行っていたため、社

会保険の届出事務は経理担当従業員に任せていた。」と述べているが、当該経理担当

従業員は、「私は工事現場担当だった。人事、経理、年金等の業務には一切関わって

いないので何も分からない。」と回答しており、Ａ社の複数の従業員も、「当該経理

担当従業員は、社会保険手続や給与計算などはやっていなかった。」と回答している

ことから判断すると、申立人は、同社の代表取締役の妻で取締役として、社会保険事

務について権限を有し、標準報酬月額の当該遡及訂正処理に関与していたことがうか

がえる。 

２ 申立期間のうち、平成８年 10月31日から９年３月１日までの期間について、申立

人の厚生年金保険被保険者資格喪失日は、申立人の標準報酬月額の遡及訂正処理が行

われた同年３月 27 日付けで、８年 10 月 31 日に遡及して記録されていることが確認

できる。 

また、Ａ社では、申立人の被保険者資格喪失処理が行われた平成９年３月 27 日付

けで、申立人を含む６名の被保険者資格が８年 10月31日に遡及して喪失処理されて

いることが確認できる。 

 一方、Ａ社の取締役の証言並びに申立人から提出された同社の元帳及び支給控除一

覧表により、申立人は、当該期間に同社に勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料が

控除されていたことが認められる。 

 しかしながら、上記１のとおり、当時、Ａ社では、社会保険料を滞納していたこと

がうかがえる上、申立人は、同社の取締役として社会保険事務について権限を有して

いたことがうかがえる。 

３ これらの事情を総合的に判断すると、Ａ社の取締役である申立人が、平成９年３月

27 日付けで行われた標準報酬月額の減額訂正処理及び資格喪失処理に関与しながら、

当該処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、７年３月１日か

ら８年10月31日までの期間の標準報酬月額に係る記録訂正及び同年10月31日から

９年３月１日までの期間の被保険者資格喪失日に係る記録訂正を認めることはできな

い。  



                      

  

東京厚生年金 事案18604 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年３月１日から５年３月１日まで 

    Ａ社の取締役として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額

が、実際の報酬額に見合う標準報酬月額と相違している。そのため、正しい標準報酬

月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における標準報酬月額は、当初、平成４年３月１日

から同年８月１日までは53万円、同年８月１日から５年３月１日までは38万円と記録されて

いたが、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成５年４月１日より後の同年４月

30日付けで、遡って８万円に減額訂正する処理が行われたことが確認できる。 

また、Ａ社において、平成５年４月30日付けで、申立人及び代表取締役を含む16人の標準

報酬月額が、遡って８万円に減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業登記簿謄本により、申立人は、申立期間及び上記訂正処理日において、

同社の取締役であったことが確認できる。 

また、Ａ社の代表取締役は、同社は申立期間及びその前後に厚生年金保険料の滞納があった

としており、また、当該代表取締役は、申立人は実際の経営者で総務、経理全般を統括してお

り、代表印の管理は自身が行っていたが、独断で押印することは無かったとしている。 

さらに、Ａ社の複数の従業員は、申立人は会長で、会社の事情を全て把握し、必要な判断を

していたのは申立人だったと思うとしていることから、申立人が当該訂正処理に関与していな

かったとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の取締役として、自らの標準報酬月額

の記録訂正に関与しながら、当該減額処理が有効なものでないと主張することは信義則上許さ

れず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めること

はできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18605 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和33年４月10日から35年３月31日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社に勤務したことは

確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に勤務していた同僚の供述並びに申立人の当時の社長及び同僚等に係る詳細な記

憶から、期間は特定できないものの、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ａ社は厚生年金保険

の適用事業所となっておらず、その所在地を管轄する法務局において商業登記の記録も

確認できない。 

また、上記同僚は、Ａ社は厚生年金保険に加入していないと供述している。 

さらに、申立人が記憶する社長の娘に照会したところ、「母（社長）は既に亡くなっ

ていて、自身もＡ社の当時のことは分からない。」としており、申立人が記憶する上記

以外の同僚６人については、全員が所在不明であることから、これらの者から申立人の

申立期間当時の同社における厚生年金保険料の控除についての供述を得ることができな

い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による控除については、

これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18606 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和２年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 35年10月１日から38年10月１日まで 

② 昭和 40年10月１日から41年５月１日まで 

    厚生年金保険の記録によれば、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の標

準報酬月額が、それぞれ前月の標準報酬月額より下がっているのが納得できないので、

正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人のＡ社における標準報酬月額が、申立期間①及び②

において前月の標準報酬月額より下がっているが、申立人は、毎年昇給していた時期に

標準報酬月額が下がることは考えられないと申し立てている。 

   しかし、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時の事業主

及び代理人の連絡先は不明であり、理事長は既に死亡していることから、申立人の申立

期間①及び②における報酬月額及び保険料控除額について確認することができない。 

   また、申立期間①及び②当時のＡ社の経理担当者は、申立人の標準報酬月額の取扱い

について不明であるとしている。 

   さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿を確認しても、申立人の標準報酬月額の記

載内容に不備は無く、オンライン記録とも一致しており、また、遡って減額訂正するな

どの不自然な点も認められない。 

   加えて、申立人は給与明細書等を保有しておらず、このほか、申立人の主張する報酬

月額及び標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により控

除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18611 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和33年10月１日から34年８月１日まで 

② 昭和35年８月１日から39年５月13日まで 

52歳になった頃に社会保険事務所（当時）へ行った際、自分が脱退手当金を受給し

たことになっていることを知ったが、納得できずにいたところ、昨年、日本年金機構

から脱退手当金を受け取っていないと思われる方は相談してほしい旨のはがきが来た

ので、年金事務所に行って申立てをした。 

脱退手当金を受け取った記憶は無いので、支給記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務したＡ社の事業所別被保険者名簿から、申立人の厚生年金保

険被保険者資格喪失日の前後５年以内に資格喪失した女性で、脱退手当金の受給要件を

満たす８名の脱退手当金の支給状況を確認した結果、申立人を含む３名に支給記録が有

り、そのうちの１名の記録は、同社における資格取得日が申立人と同日であるだけでな

く、資格喪失日も非常に近接しており、また、脱退手当金が支給決定されたこととされ

ている日も同日であることが確認できることから、申立人と一緒に脱退手当金の請求が

行われたものと推認できる上、当該支給決定日が同日の者は、自ら脱退手当金を請求し

たことが日本年金機構の記録から認められる。 

また、上記事業所別被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されているこ

とを意味する「脱」の表示が記されている上、申立期間に係る脱退手当金の支給額に計

算上の誤りは無い。 

さらに、申立人から脱退手当金について聴取しても、受給した記憶が無いというほか

には受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係

る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18612 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和39年３月９日から40年10月21日まで 

② 昭和40年10月21日から42年３月21日まで 

今まで「貴方は脱退しています。」と言われていたが、この度、加入記録の通知に

より、脱退していない期間が生じていることと、支給日が出産を控えて実家で安静に

していた時期に当たることを不思議に思い、申し立てた。よく調査をして支給記録を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に対する申立期間に係る脱退手当金の支給については、日本年金機構に、その

根拠となる「脱退手当金裁定請求書」、「脱退手当金計算書」等が保存されており、こ

れらの書類から確認できる厚生年金保険被保険者期間、支給額及び支給決定日は、オン

ライン記録と一致している。 

また、当該裁定請求書には、申立人の氏名及び当時の住所の記載並びに押印がなされ

ている上、当該計算書において、脱退手当金の支給が小切手の送金により行われたこと

が確認でき、しかも、送金先として申立人が当時居住していた地域の郵便局名が記載さ

れていることから、当該郵便局を経由して申立人に脱退手当金が支払われたものと推認

できる。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係

る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18615  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 57年４月１日から平成２年１月11日まで 

② 平成２年１月12日から３年10月20日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社で申立期間に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の複数の元従業員や申立人の供述及び申立人から提出された昭和58年11月分の賃金明

細書から判断すると、期間は特定できないが、申立人が同社に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、上記のＡ社の元従業員らは、「申立期間当時は、正社員のみ厚生年金保険に

加入していた。」旨供述しているところ、申立人は、同社における勤務形態はアルバイトであ

ったと供述している。 

また、申立人から提出された昭和58年11月分の賃金明細書によると、厚生年金保険料が控

除されていないことが確認できるとともに、申立人自らも「他の月も同じように保険料は控除

されていなかったと思う。」旨供述している。 

さらに、申立人は、その住所地において、昭和57年４月１日から平成３年10月20日まで

国民健康保険に加入しているほか、申立期間①より前の昭和54年１月から申立人の満60歳の

誕生日の前月である平成元年＊月までの期間について、国民年金の保険料納付及び免除等の記

録があることが確認できる。 

このほか、申立人の各申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生年金保

険の被保険者として、各申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18626 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 32年１月から33年６月まで 

             ② 昭和 42年４月から同年９月まで 

Ａ社又はＢ社に勤務した申立期間①の厚生年金保険の加入記録が無い。同社では配

送業務を担当し、勤務したことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。また、Ｃ社又はＤ社に勤務した申立期間②の厚生年金保険の加入記録が無い。

同社で運転手として勤務したことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、申立

人が申立期間①に勤務していたとするＡ社は厚生年金保険の適用事業所となった記録

が確認できず、また、Ｂ社は昭和 36 年７月１日に適用事業所となったことが確認で

きるが、申立期間①は適用事業所となっていない。 

また、申立人が主張する事業所所在地を管轄する法務局には、Ａ社及びＢ社の商業

登記の記録は見当たらない。このため、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿に記載の事

業所住所及び事業主住所に照会したが、いずれも回答は無く、申立人の勤務状況や厚

生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

さらに、申立人は、Ａ社又はＢ社での同僚一人を記憶しているところ、当該同僚に

照会したが回答を得られず、また、上記被保険者名簿から、照会可能な従業員４人に

照会し、二人から回答を得たが、二人とも申立人の氏名を覚えていないため、申立期

間①における申立人の勤務について確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

２ 申立期間②について、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、申立



                      

  

人が申立期間②に勤務していたとするＣ社は厚生年金保険の適用事業所となった記録

が確認できず、また、Ｄ社は昭和 33 年７月１日に適用事業所となったことが確認で

きるが、43年６月 22日に適用事業所でなくなっていることが確認できる。 

また、申立人が主張する事業所所在地を管轄する法務局には、Ｃ社の商業登記の

記録は見当たらず、また、Ｄ社の閉鎖登記簿は残っていない。このため、適用事業

所名簿に記載された同社の住所に照会したが回答は無く、申立人の勤務状況や厚生

年金保険の取扱いについて確認することができない。 

さらに、申立人は、Ｃ社又はＤ社の同僚を一人（姓のみ）記憶しており、当該期

間当時に被保険者であった同一の姓の従業員は、Ｄ社に係る厚生年金保険被保険者

原票に二人確認できるが、一人は既に死亡しており、残る一人は基礎年金番号不明

のため、申立人の勤務状況や厚生年金保険の取扱いについて確認することができな

い。 

加えて、オンライン記録から、Ｄ社の従業員のうち、当該期間に被保険者記録が

あり、照会可能な従業員 21人に照会したところ、11人から回答を得たが、一人は、

申立人は同僚だった気がするが氏名と顔が一致しないとし、10 人は申立人の氏名を

覚えていないとしているため、申立期間②における申立人の勤務について確認する

ことはできない。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18627 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成13年10月１日から平成14年１月１日まで 

Ａ社の設立準備室に勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無い。自分が入社し

た頃は、まだ会社が正式に設立される前だったかもしれないが、厚生年金保険料は徴

収されていたので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の事業主及び同僚の回答から、申立人は、申立期間当時、同社の設立準備室に勤

務していたことはうかがえる。 

しかしながら、商業登記簿によれば、Ａ社は、申立期間後の平成 14 年３月に設立さ

れており、同社の事業主は、「申立期間は、Ａ社設立前であり、社会保険には事業が軌

道に乗ってから入れる予定だったから社会保険には入れていない。」と回答しており、

当時の同社設立準備室は、法人設立前の個人事業扱いであり、厚生年金保険の適用事業

所となるための任意適用申請は行われていなかったため、厚生年金保険の適用事業所に

なっておらず、申立人は申立期間当時、厚生年金保険の被保険者ではなかったものと認

められる。なお、同社は平成 14 年７月１日に厚生年金保険の適用事業所となっている。 

また、オンライン記録によれば、申立人は、平成９年５月９日から13年11月１日ま

での間、Ｂ社において厚生年金保険の被保険者であったことが確認でき、同年 11 月か

ら 14 年１月までの間、国民年金保険料を納付していることが確認できるが、これにつ

いて、申立人は、「Ｂ社が辞めさせてくれなかった。国民年金はＡ社の事業主の指示で

加入した。」と供述している。 

さらに、申立人から平成 13 年分の確定申告書控及びＡ社の設立準備室の給与データ

が提出されているが、申立人は、「給与データは設立準備室を辞めた後に作成してもら

ったもので、後で勤めた別会社が確定申告書を作成して税務署に提出した。」旨供述し

ている。 



                      

  

加えて、Ａ社の事業主は、「Ａ社での最初の給与支払は平成 14 年３月であり、13 年

は会社に対する事業資金の貸付けを行ったが、保険料控除については不明である。」旨

供述している。また、上記給与データに記載されている保険料控除額は、当時の保険料

率に照らし厚生年金保険の標準報酬月額の上限に基づく保険料額を大幅に上回る額とな

っており、上記のとおり申立人は厚生年金保険の被保険者とは認められないことから、

これをもって、給与からの厚生年金保険料控除と確認することはできない。 

また、オンライン記録から、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所になった平成 14 年７

月１日に資格を取得した従業員３人に照会し、そのうち一人から回答があったが、当該

従業員は、「申立人の紹介で同社に入ったが、申立期間は前の会社にいたので、事情は

分からない。」としており、残りの二人からは回答が無いため、申立期間当時の保険料

控除を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18628 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和49年３月から54年９月まで 

Ａ社で勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の給与額より低額

となっている。給与明細書等、保険料控除を確認できる資料は無いが、調査の上、正

しい記録にしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額が、自身が受けていた給与より低額に記録されて

いると主張している。 

しかし、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当時の事業主は既

に死亡し、同社に係る事業所別被保険者名簿及び商業登記簿謄本により確認できる同社

の代表取締役等に照会したが、申立期間における申立人に係る保険料控除等について確

認することができない。 

また、上記被保険者名簿から、申立期間当時、Ａ社で厚生年金保険被保険者資格を取

得し、連絡先の判明した従業員 11 人に照会したところ、７人から回答があり、二人は、

「申立人は自身の車両を持ち込み、配送の業務に従事していた。」と供述している。ま

た、そのうちの一人は、「申立人は社員ではなく、個人事業主の形態で業務に従事して

おり、我々の３倍くらいの収入があったと思われる。」と回答しているが、同様の勤務

形態であった従業員からは、保険料控除の状況について確認できる供述は得られない。 

さらに、Ａ社の社会保険担当者は、「申立人は倉庫及び配送の業務に従事していた。

はっきり記憶していないが、途中から正社員になったかもしれない。自身は、給与計算

及び社会保険業務を担当していたが、申立人に支払っていた報酬金額、保険料控除額等

については覚えていない。」と回答している。 

なお、上記被保険者名簿によれば、標準報酬月額等の適否に関し、社会保険事務所

（当時）の総合調査が、昭和 49年５月20日及び54年２月14日に行われている。 



                      

  

このほか、申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18631 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年４月28日から同年５月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入

記録が無い。同社には平成２年４月 30 日まで雇用されていたので、申立期間も厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社における雇用保険の離職日は、平成２年４月 27 日と記録されている上、

申立人に係る健康保険組合の加入記録及びＢ社から提出のあった申立人に係る厚生年金

保険被保険者資格喪失確認通知書では、資格喪失日は同年４月 28 日と記録されており、

オンライン記録で確認できる厚生年金保険の資格喪失日と一致していることが確認でき

る。 

また、Ｂ社の元社会保険担当役員は、「退職者は通常退職月の締日の 20 日あるいは

本人の希望により月末まで勤務するが、当社の慣例として、ゴールデンウィーク前のよ

うに月末が休みの場合は、休みの前の日を退職日としている。」旨供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18633 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額については、訂正する必要は

認められない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年４月１日から同年９月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、保険料控

除額に見合う標準報酬月額より低くなっている。給料明細書を提出するので、標準報

酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づ

き標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人から提出のあった申立期間の給料明細書において確認できる保険

料控除額に見合う標準報酬月額 53 万円は、申立人が主張する標準報酬月額と同額であ

ることが確認できるが、報酬月額に見合う標準報酬月額 50 万円は、オンライン記録の

標準報酬月額と一致することが確認できることから、特例法による保険給付の対象に当

たらないため、あっせんは行わない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18634（事案6460の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和31年５月１日から同年７月１日まで 

Ａ事業所に勤務した期間のうち、申立期間について厚生年金保険の加入記録が無い

旨を第三者委員会に申し立てたところ、同委員会から、申立内容の確認できる資料が

無いなどの理由により、記録訂正を行うことができないとの通知があった。 

しかし、申立期間中、当該事業所に勤務し、厚生年金保険料が給与から控除されて

いたはずであり、判断に納得ができないため、新たな資料や情報は無いが、厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間については、Ａ事業所の人事記録等を保管しているＢ局の担当者に

よる「申立人の申立期間に係る在籍記録は確認できない。」旨の供述から勤務が確認で

きない上、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらないなどの理由から、既に当委員会の決定に基づき平成 22

年１月27日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

これに対し、申立人は、上記決定通知に納得できず、申立期間に申立事業所に勤務し

ていたことは確かであると主張しているが、申立人の主張は委員会の当初の決定を変更

すべき新たな事情とは認められず、その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事

情は見当たらないことから、申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18635 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和51年２月から54年１月まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には昭和 51 年２

月から継続して勤務し、申立期間中、厚生年金保険料が給与から控除されていたはず

なので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の雇用保険の加入記録及びＡ社の元従業員による「申立人の入、退社の時期は

分からないが、申立人が昭和 53 年頃に同社に在籍していたことを記憶している。」旨

の供述から判断すると、申立期間のうち、53 年以降において、申立人が同社に勤務し

ていたことは推認される。 

しかしながら、Ａ社の元従業員は、「当時、同社では、幹部社員は厚生年金保険に加

入していたが、一般従業員は加入していなかった。申立人が従事していた職種について

は、人の入れ替わりが激しいため、厚生年金保険に加入していなかったとしても不自然

では無い。」旨供述している。 

そこで、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿から、住所の判明した複数の元従業員に照

会したが、申立人が申立期間において厚生年金保険被保険者として保険料控除されてい

たことを確認することができなかった。 

また、Ａ社の申立期間当時の元従業員は、当時、同社には約 30 人前後の従業員が勤

務していたと供述しているところ、申立人は、当時、申立人と同職種の複数の従業員を

記憶しているが、上記被保険者名簿では、申立人同様、厚生年金保険の被保険者資格を

取得していることは確認できなかった。また、申立人の記憶する当時の店長兼調理長も

当該被保険者名簿において、厚生年金保険の被保険者記録が確認できなかったことから、

当時、同社は、全ての従業員を厚生年金保険に加入させる取扱いではなかったことがう

かがわれる。 



                      

  

さらに、Ａ社に係るオンライン記録から、同社では、昭和51年７月22日に厚生年金

保険の被保険者資格を取得した者の後、55 年５月１日までの期間において、新規に被

保険者資格を取得した者がいないことが確認できる。 

なお、Ａ社の当時の代表者及び社会保険担当者は所在不明であり、同社における申立

人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができな

かった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18636 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成13年６月30日から同年７月１日まで 

Ａ市役所に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間中、同市役所には継続して勤務し、厚生年金保険料が給与から控除されていた

はずなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ市役所から提出のあった人事記録（平成 13 年度雇用期間

管理表）によれば、申立人の同市役所における退職日は平成13年６月29日と記録され

ている上、同市役所は、｢申立人は平成 13年６月29日までの雇用である。｣旨回答して

いることから、申立期間の勤務が確認できない。 

また、Ａ市役所から提出のあった賃金台帳、平成 13 年分給与所得の源泉徴収票及び

源泉徴収票支払状況内訳によれば、同年１月から同年５月までの厚生年金保険料の控除

は確認できるが、申立期間である同年６月の厚生年金保険料の控除は確認することがで

きない。 

そこで、Ａ市役所及び申立人の申立期間当時の派遣先であるＢ協会のオンライン記録

から、それぞれの事業所の複数の元従業員に照会したが、申立人が申立期間において厚

生年金保険被保険者として保険料控除されていたことを確認することができなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18637（事案12879の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年６月１日から45年３月25日まで 

Ａ保育園に勤務した申立期間について、厚生年金保険の加入記録が無かったので第

三者委員会に申し立てたところ、同保育園で勤務していたことは認められたが、厚生

年金保険の加入については、保険料の控除がうかがえないとの理由で認められなかっ

た。 

しかし、申立期間当時勤務していたことを証言してくれる友人がいるので、確認・

再調査して、申立期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間に係る申立てについては、Ａ保育園の回答により、申立人が住み込みで勤務

していたことは推認できるが、同保育園に当時の記録が残っておらず、保険料の控除に

ついて分からないとしていること、また、当時共済組合に加入していた申立人の元夫が

「申立人を扶養家族にしていた。」と供述していることなどの理由から、既に当委員会

の決定に基づき、年金記録の訂正は必要でないとする平成22年11月10日付けの通知が行

われている。 

これに対し、申立人は、新たに、自分がＡ保育園に勤務していたことを証言してくれ

る友人がいるので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしいと主張している。 

しかしながら、当該友人に照会したところ、申立人がＡ保育園に住み込みで勤務して

いたことを覚えているが、勤務していた期間や勤務状況等については記憶が無いとの回

答であり、当委員会の前回の決定における同保育園での勤務は推認できるという判断に

沿ったものであった。 

このほか、当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18638（事案7134の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名  ： 女 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所  ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和26年８月12日から35年９月１日まで 

ねんきん特別便を見て、申立期間について脱退手当金の支給記録があることを初め

て知った。私は脱退手当金を請求してもいないし、受け取ってもいないので、脱退手

当金を受給していないことを認めてほしいと第三者委員会に申し立てたが、社会保険

事務所（当時）の一連の事務処理に不自然さはうかがえないことなどの理由から認め

られなかった。新たな証拠等は提出できないが、審議結果に納得できないので、再度

申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人が勤務していたＡ社の健康保険厚生年

金保険被保険者名簿から、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 35 年

９月１日の前後２年以内に資格喪失した女性であって、脱退手当金の受給資格のある

14 名のうち、９名について脱退手当金の支給記録が確認でき、その全員が資格喪失日

からおおむね半年以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、当該支給決定の記録

がある複数の者が、事業所が請求手続をした旨の供述をしていることを踏まえると、申

立人の脱退手当金の請求についても、同社が代理請求した可能性が高いものと考えられ

ること、ⅱ）申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、脱退手当金の算定の

ために必要となる標準報酬月額等を厚生省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答

したことが記録されている上、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人

の欄には、脱退手当金が支給されたことを意味する「脱」の表示が記されているととも

に、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和35年11月

10 日に支給決定されているなど、当該脱退手当金の支給に係る社会保険事務所の一連

の事務処理に不自然さはうかがえないことなどから、既に当委員会の決定に基づき、年

金記録の訂正は必要でないとする平成 22年３月３日付けの通知が行われている。 

今回、申立人は、やはり申立期間に係る脱退手当金を受給していないので、この結果



                      

  

に納得できないとして、再度支給記録の訂正を申し立てている。 

しかしながら、申立人から新たな資料の提出は無い上、今回新たに照会した同僚３名

からも新たな情報は得られず、当委員会の当初の審議結果を変更すべき新たな事情は見

当たらない。 

したがって、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18639 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨   

申 立 期 間 ： 昭和35年３月１日から42年２月28日まで 

日本年金機構から脱退手当金の支給記録に係る確認はがきが届いたが、脱退手当金

について、請求及び受給をしたことは無いので、支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務したＡ社に係る事業所別被保険者名簿には、申立人に脱退手

当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間

に係る脱退手当金については、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金

保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和 42年５月20日に支給決定が行われてい

るなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人は、Ａ社を退職後に同社から退職金を渡されたことがある旨供述してい

るが、同社において申立人よりも厚生年金保険の被保険者期間が長い４人を含む 12 人

の女性従業員全員が「同社では、退職金の支給制度は無かった。」と供述していること

から、当該「退職金」は、脱退手当金であった可能性を否定できない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに、受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18640 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給してないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年２月16日から44年７月16日まで 

60 歳になり、年金の裁定請求で社会保険事務所（当時）に行ったときに、申立期

間に勤務したＡ社の厚生年金保険被保険者期間についても脱退手当金の支給記録が

あることを初めて知った。申立期間前に勤務したＢ社の被保険者期間については脱

退手当金を受け取ったが、申立期間に係る脱退手当金については、会社からも受け

取った記憶は無いので、受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務したＡ社から提出された同社に保管されていた申立人に係る

社会保険の被保険者カードの退職手続欄には、脱退手当金の手続を求める旨の記載があ

ることから、申立人について、事業主による脱退手当金の代理請求がなされた可能性が

高いものと考えられる。 

また、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金

が支給されたことを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間に係る脱

退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格

喪失日から約２か月半後の昭和 44年９月22日に支給決定されているなど、当該脱退手

当金の支給に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人は、申立期間前のＢ社に勤務した４年間の厚生年金保険被保険者期間

については、脱退手当金を受給しているとしており、申立期間に係る脱退手当金を受給

することに不自然さは無い。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係

る脱退手当金を受給してないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18641 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 25年５月１日から26年７月１日まで 

             ② 昭和 30年２月１日から31年５月15日まで 

平成 22 年７月頃、Ａ年金事務所から届いた「厚生年金保険の期間照会について」

の回答文書を見て、申立期間について脱退手当金の支給記録が有ることを初めて知っ

た。しかし、私には、脱退手当金を請求した記憶も、受給した記憶も無いので、脱退

手当金を受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）の保険給付欄

には、脱退手当金の支給を示す「脱手」、「資格期間 29」、「支給金額 4,055 円」、

「支給年月日 31.７.25」等と記載されているとともに、申立期間②に係るＢ協会の健

康保険厚生年金保険被保険者名簿にも「脱」の表示が確認できる。 

また、独立行政法人Ｃ機構Ｄ支部が保管する申立人に係る厚生年金保険個人別台帳に

も脱退手当金の支給を示す「脱」の表示が確認できる。 

さらに、申立期間に係る脱退手当金については、支給額に計算上の誤りは無く、申立

期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和31年７月25日に支

給決定されているなど、当該脱退手当金の支給に係る一連の事務処理に不自然さはうか

がえない。 

加えて、申立人から聴取しても、脱退手当金については、受給した記憶が無いという

ほかに、受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18642 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 42年11月21日から43年９月１日まで 

             ② 昭和 44年１月６日から45年８月21日まで 

昭和 42 年にＡ社Ｂ工場を退職後、脱退手当金２万 3,420 円を受け取り、その後に

勤務した申立期間①のＣ社及び申立期間②のＤ社における厚生年金保険被保険者期間

については、脱退手当金を請求せずに残していたが、記録を勝手に変えられて、全て

の期間が脱退手当金を受給しているようになってしまっている。申立期間の脱退手当

金を受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人については、オンライン記録上、Ａ社Ｂ工場、申立期間①のＣ社及び申立期間

②のＤ社の各被保険者期間を対象として昭和 45 年 12 月 28 日に脱退手当金が支給決定

されているが、申立人は、Ａ社Ｂ工場に勤務した期間については、同社退職後の 42 年

12 月に脱退手当金を受給したが、申立期間①及び②については、脱退手当金を受給し

た記憶は無いと主張している。 

しかし、脱退手当金は、制度上、厚生年金保険被保険者期間においては受給できない

とされているところ、申立人は、昭和 42年８月16日にＡ社Ｂ工場において厚生年金保

険被保険者資格を喪失した後、同年 11月21日にはＣ社において被保険者資格を取得し、

同年 12 月も被保険者であったことが確認できることから、申立人が主張する「Ａ社Ｂ

工場を退職後の同年 12月に脱退手当金を受給した」とは考えられない。 

また、上記のとおり、申立人に係る脱退手当金の支給記録は、申立期間②の後の昭和

45 年 12 月 28 日支給決定の記録の１回のみであり、申立人が受給を認めているＡ社Ｂ

工場の被保険者期間と申立期間①及び②とを合わせた３期間を対象として支給されてお

り、その支給額は２万 3,420円で計算上の誤りが無いことなどから判断すると、申立人

が受給したとする脱退手当金は、申立期間②に勤務したＤ社を退職後に支給記録のある

脱退手当金であると考えるのが自然である。 



                      

  

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18643 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年10月27日から43年３月16日まで 

60 歳になり、社会保険事務所（当時）へ年金相談に行ったとき、Ａ社及び申立期

間に勤務したＢ社の２社の厚生年金保険被保険者期間について、脱退手当金の支給記

録があることを初めて知った。 

Ａ社を退職直後に、同社における被保険者期間について脱退手当金を受給した記憶

はあるが、申立期間のＢ社における被保険者期間については、脱退手当金を受給した

記憶は無いので、申立期間について、脱退手当金を受給していないことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る脱退手当金については、オンライン記録では、申立期間に勤

務したＢ社を退職後２年４か月経過した昭和 45年７月29日に支給決定されており、こ

の支給に関しては、年金事務所にその根拠となる「脱退手当金裁定請求書」「脱退手当

金裁定決議書」等が保存されている。そして、当該裁定請求書及び裁定決議書の記載内

容とオンライン記録は一致している。 

また、当該裁定請求書には、申立人の署名、押印及び申立人の実家の住所の記載が確

認できる上、申立人が裁定請求に伴い提出したと認められる退職所得申告書が当該裁定

請求書と共に保管されていることなどから判断すると、申立人の意思に基づき当該脱退

手当金が請求されたものと考えられる。 

さらに、当該裁定決議書には、「隔地 支払済 45.７.29」及び「国庫金送金通知書

番号」の押印が確認できることから、隔地払いにより申立人に脱退手当金が支給された

ものと推認される。 

加えて、申立人は、申立期間前に勤務したＡ社に勤務した５年間の厚生年金保険被保

険者期間については、同社退職直後に脱退手当金を受給したものの、その後勤務したＢ

社に係る被保険者期間においては脱退手当金を受給していないと主張しているが、申立



                      

  

人に係る脱退手当金の支給記録は、申立期間後の昭和 45年７月29日支給決定の記録の

みであり、しかも、支給対象期間は、申立期間に、申立人が受給を認めているＡ社の被

保険者期間を加えた計２期間となっていることから判断すると、申立人が受給したとす

る脱退手当金は、Ｂ社退職後に支給記録のある脱退手当金であると考えるのが自然であ

る。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18644 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 44年５月１日から46年９月11日まで 

          ② 昭和 46年９月11日から48年８月16日まで 

          ③ 昭和 48年９月１日から50年７月１日まで 

 平成 22 年に年金事務所で年金記録を照会したところ、申立期間の厚生年金保険被

保険者期間について、８万 6,720円の脱退手当金が支給されていることになっていた。

昭和 50 年秋頃に１万円程度の脱退手当金を受給した記憶はあるが、受け取った金額

が支給金額と大きく異なっているので申立てをした。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る脱退手当金については、オンライン記録では、申立期間③に

勤務したＡ社を退社後３か月経過した昭和 50 年 10 月 31 日に支給決定されており、こ

の支給に関しては、年金事務所にその根拠となる「脱退手当金裁定請求書」、「脱退手

当金裁定伺」等が保存されている。そして、当該裁定請求書及び裁定伺の記載内容とオ

ンライン記録は一致している。 

また、当該裁定請求書には、申立人の署名、押印及び当時の申立人の住所の記載が確

認できるとともに、「会社経由提出」との押印があることから、申立人の脱退手当金に

ついては、申立人の意思に基づきＡ社が代理請求したものと考えられる。 

さらに、当該裁定伺には、「50.10.31 支払済」及び「隔地」の押印が確認できる上、

送金又は振込金融機関名として、申立人の当時の住所地近くの郵便局名の記載が確認で

きることから、隔地払いにより申立人に脱退手当金が支給されたものと推認される。 

加えて、申立期間当時の事務処理においては、脱退手当金を支給する場合、脱退手当

金の請求書の添付書類として提出された厚生年金保険被保険者証に脱退手当金の支給を

した旨の「脱」の表示をすることとされていたところ、申立人が現在も所持している申

立期間①において発行された厚生年金保険被保険者証には「脱」表示が確認できること

から、申立期間に係る脱退手当金が申立人に対して支給されたものと認められる。 



                      

  

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



                      

  

東京厚生年金 事案18648                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和24年５月１日から26年８月31日まで 

Ａ社（名称の詳細は、不明）に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

申立期間に同事業所に勤務したことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は申立てに係る事業所の名称を完全には記憶していないが、Ａ社の商業登記簿

謄本に記載されている同社の所在地、代表取締役の氏名等が申立人の供述とほぼ一致す

ることから判断すると、同社が申立てに係る事業所であることが推認できる。 

また、申立人の具体的な供述等から判断すると、申立人は、期間は特定できないもの

の、申立期間の頃にＡ社に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、オンライン記録及び適用事業所検索システムから、Ａ社が厚生年金保

険の適用事業所であったことを確認することができない。 

また、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳によると、オンライン記録と同じく、

別の事業所での昭和 26 年９月１日以降の加入記録は確認できるが、Ａ社での加入記録

は確認できない。 

さらに、申立人が氏名を挙げた上司二人は、いずれも現在の連絡先が不明のため照会

できないが、それぞれのオンライン記録又は厚生年金保険被保険者台帳によると、Ａ社

での加入記録は確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

東京厚生年金 事案18649        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和40年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年 10月１日から３年７月１日まで 

Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が、報酬額に見合う標準報酬月額と相違している。賃金支払明細票を提出するの

で、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決

定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除してい

たと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人から提出された申立期間の賃金支払明細票において確認できる報

酬月額に見合う標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であることが確認でき

るが、保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致し

ていることが確認できる。 

また、Ｂ社の現在の社会保険事務担当者は、申立期間に係る申立人の標準報酬月額に

ついて、定期昇給を伴っていないため、随時改定の対象とはならず、平成３年４月にな

って定期昇給したため、その３か月後の同年７月に随時改定の対象となり報酬月額変更

届の手続を行った旨供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

 


